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看護職員需給見通しと見通し期間における実際の就業者数 

注1)第六次需給見通しは､平成18年から平成22年までの5年間について､平成17年12月に策定。施設において短期労働者につ
いて実労働時間を踏まえて常勤換算して記入したものを都道府県で積み上げ、全国の需給見通しを推計 
注2)第七次需給見通しは､平成23年から平成27年までの5年間について､平成22年12月に策定 
注3)就業者数(実人員)は､｢病院報告｣､｢医療施設調査｣､｢衛生行政報告例｣及び推計により計上 
注4)就業者数(常勤換算)は､平成18年及び平成23年における実人員の就業者数を基に､衛生行政報告例における実人員と常勤
換算の就業者数の比率で常勤換算の人員数について推計(｢第七次看護職員需給見通し検討会報告書｣より) 

    平成２２年 平成２３年 平成２４年 

需要見通し 

実人員  － １，５４１，０００人 １，５７０，３００人 

常勤換算 １，４０６，４００人 １，４０４，３００人 １，４３０，９００人 

供給見通し 

実人員  － １，４８１，２００人 １，５１６，７００人 

常勤換算 １，３９０，５００人 １，３４８，３００人 １，３７９，４００人 

就業者数 

実人員 １，４７０，４２１人 １，４９５，５７２人 １，５３７，８１３人 

常勤換算 １，３５１，０００人 １，３７５，０００人 １，４０９，０００人 
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第六次と第七次の比較 
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※常勤換算で比較 

注１）六次の需要見通しは、施設において短期労働者（パート、アルバイト等）について実労働時間を踏まえて常勤換算して、記入したものを
都道府県で積み上げ、集計。七次の需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境
の改善等の要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）六次の供給見通しは、都道府県による常勤換算の積み上げで集計。七次の供給見通しは、再就業者数の現状等を踏まえつつ、政策効
果も加味して各都道府県が推計し積み上げ、厚生労働省がとりまとめ。 
算定の考え方は、年当初就業者数＋新卒就業者数＋再就職者数－退職等による減少数 2 



第七次期間の看護職員需給見通しと
就業者数 
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需要見通し（注１） 

供給見通し（注２） 

就業者数（注３） 

単位：人（実人員） 

注１）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）供給見通しは、再就業者数の現状等を踏まえつつ、政策効果も加味して各都道府県が推計し積み上げ、厚
生労働省がとりまとめ 
算定の考え方は、年当初就業者数＋新卒就業者数＋再就職者数－退職等による減少数 

注３）就業者数は、毎年実施の「病院報告」、3年毎実施の「医療施設調査」、隔年毎実施の「衛生行政報告例」を
基に看護課で推計 
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「病院」における看護職員需要見通し
と就業者数 
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平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

需要見通し

（注１） 

就業者数

（注２） 

単位：人（実人員） 

注１）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）就業者数は、毎年実施の「病院報告」により計上 
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「診療所」における看護職員需要見通し
と就業者数 
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平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

需要見通し（注１） 

就業者数（注２） 

単位：人（実人員） 

注１）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）就業者数は、３年毎実施の「医療施設調査」（平成２３年）及び推計（平成２４年）により計上 
（平成２３年については宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値） 
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「助産所」における看護職員需要見通し
と就業者数 
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就業者数（注２） 

単位：人（実人員） 

注１）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）就業者数は、隔年実施の「衛生行政報告例」及び推計により計上 
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「訪問看護ステーション」（注１）における看
護職員需要見通しと就業者数 

単位：人（実人員） 
注１）病院の訪問看護部門は除く 

注２）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注３）就業者数は、隔年実施の「衛生行政報告例」及び推計により計上 
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「介護保険関係」（注１）における看護職員
需要見通しと就業者数 

単位：人（実人員） 
注１）介護療養型施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、居宅サービス、地域包括支援センター 

（訪問看護ステーションを除く） 

注２）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注３）就業者数は、隔年実施の「衛生行政報告例」及び推計により計上 
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「社会福祉施設・在宅サービス」（注１）にお
ける看護職員需要見通しと就業者数 

単位：人（実人員） 
注１）児童福祉施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設、身体障害者更生援護施設 

注２）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注３）就業者数は、隔年実施の「衛生行政報告例」及び推計により計上 
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「保健所・市町村」における看護職員
需要見通しと就業者数 

単位：人（実人員） 

注１）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）就業者数は、隔年実施の「衛生行政報告例」及び推計により計上 

42400 

42700 

42900 

43100 

43300 
43564 

44254 

42000

42500

43000

43500

44000

44500

平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

需要見通し（注１） 

就業者数（注２） 
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「事業所・看護師等学校養成所・研究
機関等」における看護職員需要見通

しと就業者数 

単位：人（実人員） 

注１）需要見通しは、都道府県が病院等に対して調査を行い（病院等は、看護の質の向上や勤務環境の改善等の
要因に関し実現可能と判断した人数を回答）、その集計結果を基に積み上げ 

注２）就業者数は、隔年実施の「衛生行政報告例」及び推計により計上 
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Ⅰ．就 業 状 況
1．就 業 者 数　Number of Employed

⑴　総　数（年次別・就業場所別）　 Total（yearly changes in the number by working places）

年　　次
Year

総　　　数
Grand total

前 年 と の
比 較 増 減
Increase over 
previous year

指　数
Index

保　健　所
Health centers

市　町　村
Municipal

病　　院
Hospitals

診　療　所
Clinics

助　産　所
Maternity
homes

介 護 老 人
保 健 施 設
Health

facilities for
the elderly

訪 問 看 護
ステーション
Visiting
nursing
stations

社会福祉施設
Social
welfare
facilities

介 護 老 人
福 祉 施 設
Welfare 
facilities for
the elderly

居宅サービス等
Home
services 
etc.

事　業　所
Industries

看護師等学校養
成所・研究機関
Nursing
schools,
Institutes

そ　の　他
Others

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1,292,593 24,143 100.0
（0.7）
8,894

（2.4）
30,724

（62.8）
811,538

（22.2）
287,238

（0.1）
1,739

（2.6）
33,991

（2.0）
26,434

（1.1）
14,060

（1.8）
22,892

（2.1）
27,089

（0.6）
7,626

（1.0）
13,381

（0.5）
6,987平成 16 年末

（End of 2004）
1,308,409 15,816 101.2

（0.7）
8,888

（2.5）
32,762

（62.6）
818,580

（21.7）
283,623

（0.1）
1,694

（2.7）
35,494

（2.1）
27,266

（1.1）
14,131

（1.8）
23,427

（2.5）
32,228

（0.7）
8,738

（1.1）
14,056

（0.6）
7,52217

（2005）
1,333,045 24,636 103.1

（0.6）
8,534

（2.5）
32,702

（62.4）
831,921

（21.8）
290,929

（0.1）
1,646

（2.7）
35,963

（2.0）
27,307

（1.2）
15,641

（1.9）
25,505

（2.5）
33,923

（0.6）
7,613

（1.0）
13,637

（0.6）
7,72418

（2006）
1,370,264 37,219 106.0

（0.6）
8,381

（2.4）
33,311

（62.2）
851,912

（21.7）
297,040

（0.1）
1,636

（2.8）
37,995

（2.1）
28,494

（1.2）
16,354

（2）
27,348

（2.8）
37,695

（0.6）
8,294

（1.0）
13,859

（0.6）
7,94519

（2007）
1,397,333 27,069 108.1

（0.6）
8,108

（2.4）
33,480

（62.2）
869,648

（21.4）
299,468

（0.1）
1,742

（2.8）
38,741

（2.0）
27,662

（1.3）
18,541

（2.1）
28,806

（2.6）
35,826

（0.8）
10,857

（1.1）
14,792

（0.7）
9,66220

（2008）
1,433,772 36,439 110.9

（0.6）
7,932

（2.4）
34,393

（62.2）
892,003

（21.2）
304,247

（0.1）
1,720

（2.8）
39,796

（2.0）
28,082

（1.4）
19,502

（2.1）
30,179

（2.7）
38,866

（0.8）
11,411

（1.1）
15,228

（0.7）
10,41321

（2009）
1,470,421 36,649 113.8

（0.6）
8,502

（2.4）
34,723

（62.0）
911,400

（21.0）
309,296

（0.1）
1,926

（2.8）
41,367

（2.1）
30,301

（1.4）
20,590

（2.2）
32,231

（2.9）
42,946

（0.8）
11,251

（1.1）
15,943

（0.7）
9,94522

（2010）
1,495,572 25,151 115.7

（0.6）
8,393

（2.4）
35,171

（62.0）
927,289

（20.7）
309,954

（0.1）
2,004

（2.9）
42,736

（2.1）
30,903

（1.5）
21,958

（2.3）
33,920

（3.0）
44,395

（0.8）
11,750

（1.1）
16,294

（0.7）
10,80523

（2011）
1,537,813 42,241 119.0

（0.6）
8,857

（2.3）
35,397

（61.4）
944,640

（20.9）
320,800

（0.1）
1,850

（2.9）
44,291

（2.2）
33,649

（1.5）
23,387

（2.3）
34,824

（3.2）
48,600

（0.8）
12,265

（1.1）
17,226

（0.8）
12,02724

（2012）
1,571,647 33,834 121.6

（0.6）
9,068

（2.3）
35,976

（61.2）
962,019

（20.8）
326,132

（0.1）
1,951

（2.9）
45,623

（2.2）
35,033

（1.6）
24,545

（2.3）
36,477

（3.3）
52,101

（0.8）
12,534

（1.1）
17,818

（0.8）
12,37025

（2013）

注 ⑴　「病院」については，「病院報告」により計上した。
 ⑵　「診療所」については，「医療施設調査」（平成17，20，23年）及び推計（平成16，18，19，21，22，24，25年）により計上した。なお，平成23年については宮城県の石巻医療圏，気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。
 ⑶　「病院」及び「診療所」以外については，「衛生行政報告例（平成16，18，20，22，24年）」及び推計（平成17，19，21，23，25年）により計上した。
 ⑷　（　）内の数は，総数に対する比率である。
＊厚生労働省医政局看護課調べ



看護職員確保対策

看護職員とは、保健師・助産師・看護師・准看護師を指し、その就業者数は平成２５年末で約１５７万人となっています。税・社会保障一体改革における推計に

おいて、団塊の世代が後期高齢者となる平成３７年には、看護職員は１９６万人～２０６万人必要であるとされています。就業者数は、年間平均３万人程度、

増加していますが、このペースで今後増加しても平成３７年には３万人～ １３万人が不足すると 考えられます。今後、必要となる看護職員を着実に確保する

ために、厚生労働省では平成 ２６年６月に公布された「 医療介護総合確保推進法」に基づき、「復職支援」「離職防止・定着促進」に取り組んでいます。

�

�

�

�

○看護師等免許保持者の届出制度

○ナースセンターとは？（事業概要）

○ナースセンターとハローワークの連携強化

○医療勤務環境改善

○大卒社会人経験者の養成

○教育訓練給付金の拡充

○地域医療介護総合確保基金

�

�

�

�

看護職員の確保については、「看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成４年法律第８６号）に基づく「看護婦等の確保を促進するための措置に関す

る基本的指針」において、今後の高齢社会における保健医療を担う看護師等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ることと されて います。

厚生労働省では、必要な看護職員の確保を図るための施策を展開しています。

トピックス

2015年09月07日掲載 看護師等の人材確保の促進に関する法律の改正に基づき、看護師等免許保持者のナースセンターへの届出制度が創設されま

す。（平成２７年１０月１日施行）
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養成促進養成促進養成促進養成促進

財政支援財政支援財政支援財政支援
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看護師等看護師等看護師等看護師等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律法律法律法律

看護師等看護師等看護師等看護師等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律施行令法律施行令法律施行令法律施行令

看護師等看護師等看護師等看護師等のののの人材確保人材確保人材確保人材確保のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律施行規則法律施行規則法律施行規則法律施行規則

看護婦等看護婦等看護婦等看護婦等のののの確保確保確保確保をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための措置措置措置措置にににに関関関関するするするする基本的指針基本的指針基本的指針基本的指針

1/2 ページ看護職員確保対策 ｜厚生労働省

2016/09/09http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525.html



文部科学省高等教育局長

吉田大輔殿

我が国の医療・介護をめぐる社会情勢は変革期にあり、医療・介護提供体制のあり方が大

きく見直されています。この中にあって、保健師・助産師・看護師は、保健・医療・福祉の幅広

い分野において、生活の視点から療養を支え、健康を守る専門職として活躍しています。今

後も社会からの二ーズに応え、看護職が更に活躍の場を広げ、より高度な役割を果たすため

に、基盤となる基礎教育の重要性は非常に高く、看護系大学及び大学院への期待は高まっ

ています。

看護職が大学、大学院において、専門職として必要な質の高い基盤教育を受け、卒業後も

継続して能力の開発と向上に努め、誇りを持って看護を提供するために、教育機会を確保し

質の高い教育体制を整備することは、国の重要な責務と考えられます。

看護職の人材養成に関する要望書

公益社団法人

会 長

平成26年5月8日

記

.

日本看護協会

坂本す
^^

つきましては、下記についてご尽力を賜りますよう、強く要望致します。

1.大学における質の高い看護師教育の推進

1)看護学部・看護学科及び大学院の設置と定員拡充の推進

2)大学における看護師のみの教育課程の推進

3)大学と地域の医療機関との連携の中での看護師の育成

4)大学既卒者のための看護系大学における学士編入学の推進

2.大学院における保健師・助産師教育の推進



1 大学における質の高い看護師教育の推進

1)看護学部・看護学科及び大学院の設置と定員増加の推進

看護職の人材養成に関する要望

大学における看護師養成の拡充のため、看護学部・看護学科の設置を推

進し、また、定員増加の際の施設拡充や教員確保のための支援をお願いし

たい。併せて、大学院の設置も推進されたい。これらの円滑な推進のため

に看護学教育に関する調査及び指導、助言を行う体制の強化を要望する。

要望の背景

人口構造・疾病構造の変化等に対応する形で、医療・介護提供体制が大きく見直され

ている中、それぞれの看護職が、今以上に活躍の場を広げ、より大きな役割を果たすこと

が期待されている。看護職が時代の要請に応じて、生涯を通じて能力開発に努め、様々

な場で専門性を発揮するためには、養成教育の中で基盤となる高い資質を身にっける

必要がある。このため、大学において、基盤となる判断力・洞察力・思考力等を酒養し、

同時に広い視点を身につけ、豊かな人間性を形成することが重要である。

学生からも、大学で看護を学びたいという二ーズが大きく、年々入学志望者は増加し

ており、これに応えて看護系大学も増加している。新設大学のみならず、既存の大学でも

養成数の増加をはかることが望まれるが、定員増加に伴う施設設備の拡充や教員の確

保が必要となるため、財政的支援をお願いしたい。

更に、看護領域を開発・展開し、より国民の二ーズに応えられる看護実践のあり方を追

及していくためには、大学院における高度な研究・教育が不可欠である。大学院修士課

程、博士課程の積極的な設置推進が望まれる。

近年、看護系大学・大学院の認可、指定、指導等にかかる業務が非常に増えており、

また大きな責任を伴っていることから、貴局において看護学教育に関する調査及び指導

助言を行う体制の強化を図られたい。



2)大学における看護師のみの教育の推進

大学における看護師のみの教育課程を強く推進されたい。

要望の背景

社会背景の複雑化や医療二ーズの高度化を受けて、複雑な問題に対してより自立的

に対応できる保健師・助産師・看護師を育成することが求められている。以前は看護系大

学で学ぶ全ての学生が保健師教育を受けていたが、保健師・助産師課程の独自性を確

保し、教育の過密性を解消する観点から、平成 23年度より、保健師教育を学士課程で

行うかどうかについて、各大学が選択できることとなった。しかし、平成 25年時点で、196

校の大学では保健師教育を継続しており、74 校の大学では助産師教育を実施している。

大学において看護師のみの教育を推進し、各職種の養成教育がより充実した形で実施

されるよう支援をお願いしたい。

3)大学と地域の医療機関との連携の中での看護師の育成

地域において、看護師が連携して急性期から看取りまでを支えるため

の、卒前卒後を通じた教育体制に関する財政措置の拡充をお願いしたい。

要望の背景

国民・患者がどこで療養していても安心して必要な医療・介護を受け、自分らしく暮らせ

るために、各地域で地域連携の取弊且みが進められている。地域連携を推進する上では、

多様な場で活躍する看護師が地域包括ケアの視点のもとに適切に連携することが重要

である。卒前教育のみに留まらず、地域で既に働いている看護師が継続して学ぶことが

できる体制やネットワークの整備、人材交流等の取弊且みが効果的であると考えられる。

平成 26年度予算の課題解決型高度医療人材養成フログラム事業等において取弊且

まれる体市井茸築及び人材交流等の取組について、積極的に推進するために、より一層

の財政措置を図られたい。



4)大学既卒者のための看護系大学における学士編入学の推進

大学における学士編入制度の推進と体制整備のための財政支援をお願

いしたい。

要望の背景

平成25年度に学士編入学を実施している看護系大学はわずか8校(定員数約60人)

に留まり、特に都市部以外では編入を実施していない地域が多い。このため、修学年限

の長さや学費等が障壁となり、看護師を志す大学既卒者が大学を選択しにくい状況であ

ると考えられる。また、大学既卒者に対する教育では、既に身につけている学士力や社

会人経験等を考慮し、教育体制や内容の面で高校新卒者とは異なった配慮がされること

が望ましい。しかし、現在は充分な受け入れ体制が整っているとは言い難い状況である。

大学既卒者に対して質の高い教育を実施するために、また、人材確保の観点からも、

学士編入等の制度を推進し、施設拡充や手厚い教員の配置等を行う大学に対して財政

的支援を図られたい。

大学院における保健師・助産師教育の推進

資質の高い保健師・助産師の養成のため、大学院における保健師養成課

程、助産師養成課程の設置を強力に推進されたい。また、高度専門職業人

養成のために必要な教員数の配置や教育体制の整備への特段の財政措置を

図られたい。

要望の背景

社会の二ーズが多様化、複雑化する中で、保健師・助産師には、より高度、かっ、多く

の役割を果たすことが求められ、活躍の場も広がっている。これらの役割を担う高い資質

を備えた保健師・助産師を育成するために、大学院において高度専門職業人としての教

育を推進していく必要がある。併せて、充分な教育を行うために必要な教員数の配置や

教育体制の整備に対して、財政的支援をお願いしたい。
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衛 生 行 政 報 告 例 の 概 要 

 
1  報告の目的 
 

衛生行政報告例は、衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における 
衛生行政の実態を把握し、衛生行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。 

 
2  報告の対象 
 

都道府県、指定都市及び中核市 
 
3  報告の種類 
 

年度報（47 表）及び隔年報（11 表）とする。 
 
4  報告の事項 
 

精神保健福祉関係、栄養関係、衛生検査関係、生活衛生関係、食品衛生関係、乳肉衛生関係、
医療関係、薬事関係、母体保護関係、特定疾患（難病）関係、狂犬病予防関係 

 
5  報告の方法及び系統 
 

(1) 都道府県知事、指定都市及び中核市の長は、所定の報告事項について定められた期限までに、
厚生労働省大臣官房統計情報部長に提出する。 

 
(2) 報告の系統は次のとおりである。 

厚生労働省      都道府県・指定都市・中核市 
 
6  利用上の注意 
 

(1) 本概況は、年度報・隔年報報告のうち、隔年報で把握した以下に掲げる就業医療関係者（免
許を取得している者のうち就業している者）等について、就業地の都道府県知事に届出のあっ
た数値等を取りまとめたものである。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師
は、施術所において従事している者、専ら出張のみにおいて従事している者、又は施術所とし
て届出をした区域外において滞在して施術を行っている者のみである。柔道整復師は、施術所
において従事している者のみである。 

 
保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、 
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師  

 
(2) 表章記号の規約 

 
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合  … 
減少数又は減少率の場合             △ 
比率が微小(0.05未満)の場合           0.0 

 
(3) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合が

ある。 
(4) 常勤換算は、以下の計算による。 

なお、施設で定めている１週間当たりの所定労働時間が 32 時間未満の場合は、換算する分母
を 32 時間とする。 

常勤換算 ＝  
労働者の１週間当たりの契約労働時間 

施設で定めている１週間当たりの所定労働時間 

(5) 本概況の人口 10 万対比率は、総務省統計局発表の「人口推計（平成 26 年 10 月 1 日現在）」
により算出した。（17 頁「参考２ 人口 10 万対比率の算出に用いた人口」参照） 

(6) 本概況に掲載している平成 22 年の数値の一部については、東日本大震災の影響により、宮城
県の報告表の一部の提出が不可能な状況となったため、宮城県の数値が含まれていない。 

詳細は、各頁の表の脚注に記載している。  
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結 果 の 概 要 
 
１ 就業保健師・助産師・看護師・准看護師 
(1) 就業保健師等の年次推移 

平成 26 年末現在の就業保健師（以下「保健師」という。）は 48,452 人（男 936 人、

女 47,516 人）で、前回（平成 24 年）に比べ 1,173 人（2.5%）増加している。 

就業助産師（以下「助産師」という。）は 33,956 人で、前回に比べ 2,121 人（6.7%）増加し

ている。 

就業看護師（以下「看護師」という。）は 1,086,779 人（男 73,968 人、女 1,012,811 人）で、

前回に比べ 71,035 人（7.0%）増加している。 

就業准看護師（以下「准看護師」という。）は 340,153 人（男 22,877 人、女 317,276 人）で、

前回に比べ 17,624 人（4.9%）減少している。（表１） 

 

表１ 就業保健師等の年次推移 

 各年末現在 

 
注：1)「助産師」は、女のみ。  

平成16年 18年 20年 22年 24年 26年

(2004) ('06) ('08) ('10) ('12) ('14)

増減数 増減率（％）

保 健 師 39 195 40 191 43 446 45 028 47 279 48 452 1 173 2.5

男　　　　　  281  341  447  582  730  936  206 28.2

女　　　　　 38 914 39 850 42 999 44 446 46 549 47 516  967 2.1

助 産 師 1) 25 257 25 775 27 789 29 672 31 835 33 956 2 121 6.7

看 護 師 760 221 811 972 877 182 952 723 1 015 744 1 086 779 71 035 7.0

男　　　　　 31 594 38 028 44 884 53 748 63 321 73 968 10 647 16.8

女　　　　　 728 627 773 944 832 298 898 975 952 423 1 012 811 60 388 6.3

准看護師 385 960 382 149 375 042 368 148 357 777 340 153 △17 624 △   4.9

男　　　　　 22 838 23 462 23 268 23 196 23 148 22 877 △ 271 △   1.2

女　　　　　 363 122 358 687 351 774 344 952 334 629 317 276 △17 353 △   5.2

保 健 師 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

男　　　　　 0.7 0.8 1.0 1.3 1.5 1.9

女　　　　　 99.3 99.2 99.0 98.7 98.5 98.1

看 護 師 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

男　　　　　 4.2 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8

女　　　　　 95.8 95.3 94.9 94.4 93.8 93.2

准看護師 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

男　　　　　 5.9 6.1 6.2 6.3 6.5 6.7

女　　　　　 94.1 93.9 93.8 93.7 93.5 93.3

 

保 健 師 30.7 31.5 34.0 35.2 37.1 38.1

男　　　　　 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

女　　　　　 30.5 31.2 33.7 34.7 36.5 37.4

助 産 師 1) 19.8 20.2 21.8 23.2 25.0 26.7

看 護 師 595.4 635.5 687.0 744.0 796.6 855.2

男　　　　　 24.7 29.8 35.2 42.0 49.7 58.2

女　　　　　 570.6 605.7 651.8 702.0 746.9 797.0

准看護師 302.3 299.1 293.7 287.5 280.6 267.7

男　　　　　 17.9 18.4 18.2 18.1 18.2 18.0

女　　　　　 284.4 280.7 275.5 269.4 262.4 249.7

人口10万対（人）

実人員（人）

構成割合（％）

対平成24年
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(2) 就業場所別にみた就業保健師等 

就業場所別に実人員をみると、保健師は「市町村」が 27,234 人（構成割合 56.2%）と最も多

くなっている。助産師、看護師及び准看護師は「病院」が最も多く、それぞれ 22,055 人（65.0%）、

791,988 人（72.9%）、143,995 人（42.3%）となっている。 

常勤換算数をみると、保健師は「市町村」が 25,540.7 人（56.0%）と最も多くなっている。

助産師、看護師及び准看護師は「病院」が最も多く、それぞれ 21,289.0 人（68.2%）、

764,004.5 人（76.0%）、134,089.5 人（44.7%）となっている。（表２） 

 
 

表２ 就業場所別にみた就業保健師等（実人員・常勤換算数） 

 平成 26 年末現在

 
注：1)「介護保険施設等」とは、「介護老人保健施設」、「指定介護老人福祉施設」、「居宅サービス事業所」及び「居宅介護支援事業所」を 

   いう。 

  2)「助産師」は、「介護保険施設等」について調査していない。 

  

実人員 常勤換算数 実人員 常勤換算数 実人員 常勤換算数 実人員 常勤換算数

総　数  48 452  45 645.1  33 956  31 218.7 1 086 779 1 005 000.4  340 153  299 801.1

病　院  3 075  2 939.9  22 055  21 289.0  791 988  764 004.5  143 995  134 089.5

診療所  1 757  1 644.1  7 305  6 228.2  134 974  108 140.2  110 180  93 116.2

助産所   1   1.0  1 804  1 629.6   82   57.1   28   18.8

訪問看護ステーション   275   236.0   6   5.0  36 446  30 119.5  3 719  2 966.2

介護保険施設等   460   419.4 … …  70 210  57 616.7  66 779  56 877.9

社会福祉施設   490   447.2   23   9.8  15 399  12 869.2  9 887  8 434.8

保健所  7 266  6 961.4   283   134.0  1 037   536.5   48   23.7

市町村  27 234  25 540.7   774   343.8  6 887  4 439.6  1 269   821.1

事業所  4 037  3 803.2   48   33.2  6 258  5 422.2  1 473  1 184.5

看護師等学校養成所
又は研究機関

 1 210  1 168.3  1 524  1 458.2  15 603  15 080.1   48   40.4

その他  2 647  2 483.9   134   87.9  7 895  6 714.8  2 727  2 228.0

総　数  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0

病　院  6.3  6.4  65.0  68.2  72.9  76.0  42.3  44.7

診療所  3.6  3.6  21.5  20.0  12.4  10.8  32.4  31.1

助産所  0.0  0.0  5.3  5.2  0.0  0.0  0.0  0.0

訪問看護ステーション  0.6  0.5  0.0  0.0  3.4  3.0  1.1  1.0

介護保険施設等  0.9  0.9 … …  6.5  5.7  19.6  19.0

社会福祉施設  1.0  1.0  0.1  0.0  1.4  1.3  2.9  2.8

保健所  15.0  15.3  0.8  0.4  0.1  0.1  0.0  0.0

市町村  56.2  56.0  2.3  1.1  0.6  0.4  0.4  0.3

事業所  8.3  8.3  0.1  0.1  0.6  0.5  0.4  0.4

看護師等学校養成所
又は研究機関

 2.5  2.6  4.5  4.7  1.4  1.5  0.0  0.0

その他  5.5  5.4  0.4  0.3  0.7  0.7  0.8  0.7

実　人　員　・　常　勤　換　算　数　　(人)

構　　成　　割　　合　　(％)

保 健 師 助 産 師 看 護 師 准看護師

2) 2)

2) 2)

1)

1)
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(3) 雇用形態別にみた就業保健師等 

雇用形態別にみると、保健師、助産師、看護師及び准看護師のいずれも「正規職員」が最も多

く、保健師は 40,526 人（構成割合 83.6%）、助産師は 27,553 人（81.1%）、看護師は 883,448

人（81.3%）、准看護師は 240,552 人（70.7%）となっている（図１）。 

 

図１ 雇用形態別にみた就業保健師等 

平成 26 年末現在 

 
注：括弧内は実人員である。 

1)「正規職員」とは、施設が直接雇い入れた者であって、施設が定めた所定労働時間をすべて勤務する者であり、契約期間 

  が限定されていない者をいう。 

 2)「非常勤職員」とは、名称に係わらず、「正規職員」及び「派遣」に該当しない者をいう。 

 3)「派遣」とは、派遣会社から派遣されている者をいう。 

 4)「助産師」は、助産所開設者を含む。 

 

 

(4) 年齢階級別にみた就業保健師等 

年齢階級別にみると、保健師及び看護師は「35～39 歳」が最も多く、保健師は 7,594 人（構

成割合 15.7%）、看護師は 169,474 人（15.6%）となっている。一方、助産師は「25～29 歳」5,465

人（16.1%）、准看護師は「50～54 歳」54,736 人（16.1%）が最も多くなっている。（表３） 

 

表３ 年齢階級別にみた就業保健師等 

 平成 26 年末現在

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

准看護師

看 護 師

助 産 師

保 健 師 83.6 16.1
(7,780人)

0.3
(146人)

81.1
(27,553人)

18.7
(6,362人)

0.1
(41人)

81.3
(883,448人)

18.5
(200,619人)

0.2
(2,712人)

70.7
(240,552人)

29.1
(98,827人)

0.2
(774人)

正規職員 非常勤職員
派遣

1) 2)
3)

4)

(40,526人)

実人員(人) 構成割合(%) 実人員(人) 構成割合(%) 実人員(人) 構成割合(%) 実人員(人) 構成割合(%)

総数 48 452 100.0 33 956 100.0 1 086 779 100.0 340 153 100.0

25歳未満 1 730 3.6 2 016 5.9  89 145 8.2 9 269 2.7

25～29歳 5 757 11.9 5 465 16.1  141 903 13.1 12 424 3.7

30～34 7 107 14.7 5 041 14.8  147 799 13.6 23 589 6.9

35～39 7 594 15.7 4 873 14.4  169 474 15.6 36 472 10.7

40～44 6 933 14.3 4 797 14.1  158 440 14.6 41 380 12.2

45～49 6 674 13.8 4 255 12.5  137 191 12.6 48 803 14.3

50～54 5 933 12.2 3 207 9.4  108 128 9.9 54 736 16.1

55～59 4 173 8.6 2 189 6.4  77 105 7.1 48 755 14.3

60～64 1 824 3.8 1 207 3.6  39 133 3.6 39 064 11.5

65歳以上  727 1.5  906 2.7  18 461 1.7 25 661 7.5

保 健 師 助 産 師 看 護 師 准看護師
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(5) 都道府県別にみた人口 10 万対就業保健師等数 

都道府県別に人口 10 万人当たりの保健師数をみると、「山梨県」が 70.0 人と最も多く、次い

で「長野県」が 69.5 人、「高知県」が 68.8 人となっている。一方、「神奈川県」が 22.8 人と

最も少なく、次いで「大阪府」が 24.3 人、「東京都」が 25.4 人となっている。（図２） 

人口 10 万人当たりの助産師数をみると、「島根県」が 40.9 人と最も多く、次いで「鳥取県」

が 39.9 人、「長野県」が 37.8 人となっている。一方、「埼玉県」が 19.5 人と最も少なく、次

いで「三重県」が 21.2 人、「千葉県」が 21.5 人となっている。（図３） 

 

図２ 人口 10 万対就業保健師数 図３ 人口 10 万対就業助産師数 

 平成 26 年末現在  平成 26 年末現在  
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人口 10 万人当たりの看護師数をみると、「高知県」が 1,314.4 人と最も多く、次いで「鹿児

島県」が 1,215.6 人、「佐賀県」が 1,200.0 人となっている。一方、「埼玉県」が 568.9 人と最

も少なく、次いで「千葉県」が 625.1 人、「神奈川県」が 672.4 人となっている。（図４） 

人口 10 万人当たりの准看護師数をみると、「鹿児島県」が 608.8 人と最も多く、次いで「宮

崎県」が 608.1 人、「熊本県」が 580.4 人となっている。一方、「東京都」が 109.8 人と最も少

なく、次いで「神奈川県」が 112.5 人、「滋賀県」が 140.0 人となっている。（図５） 

 

図４ 人口 10 万対就業看護師数 図５ 人口 10 万対就業准看護師数 

 平成 26 年末現在  平成 26 年末現在  
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１．計画の基本的事項 

(1) 計画の基本的な考え方 

① 現状の分析・課題 

 ア 高齢化に伴い増加する医療需要 

千葉県における平成２２年から平成２７年までの高齢者人口の増加率は全国で２番

目に高くなっており、平成３７年には高齢化率が３０％になると見込まれ、今後急速

に高齢化が進行していく。 

また、千葉県の特徴として、昭和４０年から５０年にかけて人口が急増しており、

その人達の大半は団塊の世代に当たるが、平成３７年には団塊の世代が７５歳以上の

後期高齢者となる状況を迎える。 

このため、７５歳以上の後期高齢者は、平成２２年の約５６万人から、平成３７年

には約１０８万人と、５０万人以上増加すると見込まれている。 

このような高齢化の進行に伴い、本県の入院患者数は、平成２２年の約４．５万人

から平成３７年には約６．０万人、さらには平成４２年にかけて増加するとともに、

外来患者数（歯科を除く）は、平成２２年の約２３．８万人から平成３７年には２６．２

万人になると見込まれている。 

このように今後急増していく医療需要に対応し、患者が病状に応じて適切な医療を

将来にわたって持続的に受けられるようにするためには、医療機能の分化・連携を推

進することにより、医療資源を有効に活用し、より質の高い医療（介護）提供体制を

実現するとともに、在宅等住み慣れた地域の中で患者等の生活を支える地域包括ケア

システムを早急に構築していく必要がある。 

 

【千葉県の人口及び高齢化率の推移】 



 

 

 

【千葉県の高齢者人口の推移

 平成22年

（2010）

65歳以上高齢者人口 1,339

（割合） 21.5%

75歳以上高齢者人口 563

（割合） 9.1%

 

 

 

 

 

【千葉県の推計患者数（入院）

【千葉県の推計患者数（歯科を除く外来）

  

2 

高齢者人口の推移】                      

年 

） 

平成27年 

（2015） 

平成32年 

（2020） 

平成37年 

（2025） 

平成42年 

（2030） 

平成

（

1,339 1,622 1,764 1,798 1,821 

21.5% 26.2% 28.8% 30.0% 31.4% 

563 717 897 1,082 1,137 

9.1% 11.6% 14.6% 18.1% 19.6% 

※国立社会保障・人口問題研究

【千葉県の推計患者数（入院）】 

【千葉県の推計患者数（歯科を除く外来）】 

  

                      （千人） 

平成47年 

（2035） 

平成52年 

（2040） 

1,871 1,956 

33.5% 36.5% 

1,109 1,095 

19.8% 20.4% 

※国立社会保障・人口問題研究所 
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 イ 医療機能の充実強化 

千葉県における病床数は、人口１０万対では平成２４年１０月１日現在、病院が  

９１９．９、診療所が４７．９で、全国平均の７割程度と大きく下回っている。一方、

医療機能別の病床数は、高度急性期機能を担う７：１病棟が多く、回復期機能等を担

う１３：１病棟、１５：１病棟が少ない状況であり、急性期を脱した患者の受け皿と

なる病床の整備を進めるなど、医療機関の機能分化・強化を推進する必要がある。 
また、急速な高齢化に伴い、脳卒中、急性心筋梗塞及び転倒等による外傷など救急

医療の需要が増加傾向にあり、この傾向は今後も一層強まることが予想されることか

ら、救急医療体制の充実が急務となっている。 
千葉県は、東日本大震災において、津波や液状化によって大きな被害が発生したと

ころであり、このような大規模災害時においても迅速に医療救護活動を行うことがで

きる医療体制を整備することが求められている。 
また、分娩を取り扱う病院・診療所の数には地域差があることや小児科を標榜する

施設が減少していること等を踏まえ、子どもを安心して産み、育てる環境づくりを整

備するため、周産期医療や小児医療の体制を充実していくことも重要である。 
   このような状況を踏まえ、高齢者をはじめ全ての県民が、今までと同様、あるいは

それ以上の医療を受けられるよう、医療提供体制の充実及び機能強化を図る必要があ

る。 
 

【千葉県の種類別病床数の状況】                   （単位：床） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚生労働省「医療施設調査」（平成 24 年 10 月 1日現在） 

 

 

一般

総数 精神 感染症 結核 療養 一般 診療所

千葉県 56,992 12,880 58 210 9,617 34,227 2,967

全国 1,578,254 342,194 1,798 7,208 328,888 898,166 125,599

千葉県 919.9 207.9 0.9 3.4 155.2 552.4 47.9

全国 1,237.7 268.4 1.4 5.7 257.9 704.4 98.5

一般

総数 精神 感染症 結核 療養 一般 診療所

千葉 939.5 150.2 1.1 5.2 116.8 666.3 55.1

東葛南部 839.8 216.8 0.5 5.2 140.2 477.3 30.6

東葛北部 813.9 182.1 0.6 - 96.0 535.2 36.0

印旛 939.8 215.1 1.0 - 179.4 544.3 48.5

香取海匝 1,368.5 342.0 2.1 11.6 278.0 734.9 70.8

山武長生夷隅 913.2 237.5 1.8 4.5 247.2 422.2 55.3

安房 2,125.3 566.6 3.0 - 468.3 1,087.4 156.8

君津 903.2 185.7 1.8 5.5 218.5 491.8 61.9

市原 784.6 125.3 - - 103.7 555.6 80.0

病院

病院
圏域

人口
10万対

病床数

人口
10万対
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【千葉県の一般病床・療養病床の医療機能別病床数の状況】 

（診療報酬の入院料区分による）※関東厚生局千葉事務所公表資料より（平成 26 年 4月 1日現在） 

 

 
 

 

 

 

 

 

【千葉県の救急出動件数】 

 

 

【千葉県内の分娩関連施設数】 

 
 
 
 
 
 
  *1 厚生労働省「医療施設調査」（平成 23 年 10 月 1日現在） *2 平成 26 年 4月 1日現在 

 

【千葉県内の小児科標榜医療機関数】 

 

 

H17 H20 H23

一般病院 117 113 109

一般診療所 1,039 896 895

計 1,156 1,009 1,004

7:1 病棟 16,852 床 

 

 

 

療養病棟   6,756 床 

15:1 病棟  2,389 床 

13:1 病棟  1,643 床 

10:1 病棟  8,416 床 

消防庁公表資料より 

厚生労働省「医療施設調査」（各年 10 月 1日現在） 

千葉 東葛南部 東葛北部 印旛 香取海匝 山武長生夷隅 安房 君津 市原

19 24 17 15 7 7 3 7 6

病院 7 10 7 3 2 1 1 3 2

診療所 12 14 10 12 5 6 2 4 4

1 1 1

1 2 2 1 1

2 2 1 1

分娩取扱い(*1)

全県（複数圏域）対応型周産期医療連
携拠点病院(*2)

地域周産期母子医療センター(*2)

母体搬送ネットワーク連携病院(*2)
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【千葉県内の災害拠点病院】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 医療人材の不足 

医療施設従事医師数は平成２４年末現在１０，６９８人で、人口１０万対では   

１７２．７人と全国平均２２６．５人を大きく下回っており、全国順位も第４５位と

低い水準になっている。 
就業看護職員数は、平成２４年末現在４９，５４８人であり、職種別の人口１０万

対では、保健師３０．８（全国３７．１）、助産師１９．５（同２５．０）、看護師     

５７２．０（同７９６．６）、准看護師１７７．６（同２８０．６）と全国平均を大き

く下回っており、全国順位も４５位と低い水準になっている。 
また、県が千葉大学医学部附属病院へ委託して行った「千葉県医師・看護職員長期

需要調査」の結果によれば、平成３７年時点における医師の不足数は最大で１，１７０

名、看護職員の不足数は最大で１５，１５０名と見込まれている。 
   このように、医療や介護を必要とする高齢者が急増することにより、今後、医療従

事者がますます不足することが想定されている。 
 

県循環器病センター 

日医大千葉北総病院(基幹) 

県救急医療センター  

東京慈恵医大附属柏病院 

成田赤十字病院 

東千葉メディカルセンター 

県立佐原病院 

千葉大医学部附属病院 

亀田総合病院(基幹) 

安房地域医療センター 

国保君津中央病院(基幹) 

千葉市立海浜病院 

船橋市立医療センター 

国保旭中央病院(基幹) 

国保松戸市立病院 

帝京大ちば総合医療センター  

東京歯科大市川総合病院 

災害拠点病院（１９箇所）   

二次医療圏名称 

香取海匝 

 印旛 

山武長生夷隅 

君津 

安房 

東葛北部 

東葛南部 

千葉 

市原 

順天堂大学浦安病院 

東京女子医科大八千代医療センター 

※平成 26 年 9 月に災害拠点病院はすべて DMAT 指定医療

機関となっている 
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【 千葉県の医療施設従事医師数の推移 】 

 
資料：医師・歯科医師・薬剤師調査（厚生労働省） 

 
 

【千葉県の就業看護師数の推移 】 

 

資料：衛生行政報告例（厚生労働省） 

 
 

8,082 8,505 8,818 
9,322 

9,855 
10,213 

10,698 

136.4 141.9 146.0 153.5 161.0 164.3 172.7 
191.6 195.8 201.0 206.3 212.9 219.0 226.5 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

0.0 

50.0 

100.0 

150.0 

200.0 

250.0 

300.0 

平成12 14 16 18 20 22 24

人
千葉県（実数）

千葉県（人口10万対）

全国（人口10万対）

20,986 
22,672 

24,842 
26,656 

29,373 

32,552 

35,433 

354.1 
378.2 

411.4 
438.9 

479.8 

523.7 

572.0 

515.0 

552.4 

595.4 

635.5 

687.0 

744.0 796.6 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

300.0 

400.0 

500.0 

600.0 

700.0 

800.0 

900.0 

平成12 14 16 18 20 22 24

人

千葉県（実数）

千葉県（人口10万対）

全国（人口10万対）
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 エ 診療科間で差のある医師不足への対応 

   小児医療については、全国平均に比して県全体の小児科医師数が少なく、地域によ

る配置の偏在もみられるという状況である。また、小児救急患者について、多くの軽

症患者が救急病院に集中することによる小児科医師の疲弊が指摘されている。 
   周産期医療については、産科・産婦人科医師の絶対数は減少から増加に転じている

ものの、分娩を取り扱う病院・診療所の数には地域差があり、また、特に分娩リスク

の高い妊娠や新生児医療等に対応する周産期母子医療センター等のない医療圏がある

という状況である。 
 このような状況を踏まえ、誰もがどこでも安心して医療が受けられるように、診療

科によって異なる課題に応じた対策を進める必要がある。 
 
 
 
 
 

【千葉県医師・看護職員長期需要調査の結果】（平成 26年 4 月発表） 

推計に当たっては、現在の患者数、医師数、看護職員数を基に、受療率が将来も

一定であるとの仮定のもとで、現場における不足感なども加味しながら幅を持たせ

て算定を行った。 

 

①現在の医師・看護師数 

医  師：10,698 名（平成 24 年末現在） 

看護職員：49,548 名（平成 24 年末現在） 

 

②必要数の推計結果（平成 37 年時点） 

医  師：【低位推計】13,470 名【中位推計】14,350 名【高位推計】14,580 名 

看護職員：【低位推計】68,620 名【中位推計】78,160 名【高位推計】79,110 名 

 

③医師数及び看護職員数の推計結果（平成 37 年時点） 

医  師：13,410 名 

看護職員：63,960 名 

 

④必要数（②）と医師・看護職員数（③）（推計値）との差 

医  師：【低位推計】▲60名【中位推計】▲940 名【高位推計】▲1,170 名 

看護職員：【低位推計】▲4,660 名【中位推計】▲14,200 名【高位推計】▲15,150 名 
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【千葉県の小児科医師数】                      （単位：人） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年 12 月 31 日現在）をもとに作成。千葉県人口は「千葉県衛生統計年報」による。 

 
 

【千葉県内の産科・産婦人科医師数】 （単位：人） 

 

 

 

 

 

【千葉県内の分娩関連施設数（再掲）】 

 
 
 
 
 
 
  *1 厚生労働省「医療施設調査」（平成 23 年 10 月 1日現在） *2 平成 26 年 4月 1日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 

圏域 H16 H18 H20 H22 H24

- 524 525 582 593 622

全県 8.7 8.6 9.5 9.5 10.0

千葉 14.4 12.9 14.0 15.9 16.5

東葛南部 7.9 8.5 9.5 8.9 9.0

東葛北部 7.6 7.5 8.9 8.3 9.1

印旛 8.6 8.3 9.0 9.4 10.4

香取海匝 9.6 10.3 9.2 8.7 9.7

山武長生夷隅 4.1 4.7 4.4 4.6 4.2

安房 7.0 10.7 13.1 14.0 16.9

君津 6.8 6.2 5.9 5.5 6.1

市原 8.9 8.2 8.9 8.9 7.8

- 14,677 14,700 15,236 15,870 16,340

人口10万対 - 11.5 11.5 11.9 12.4 12.8

人口
10万対

全国

千葉県

H16 H18 H20 H22 H24

421 407 405 415 437

千葉 東葛南部 東葛北部 印旛 香取海匝 山武長生夷隅 安房 君津 市原

19 24 17 15 7 7 3 7 6

病院 7 10 7 3 2 1 1 3 2

診療所 12 14 10 12 5 6 2 4 4

1 1 1

1 2 2 1 1

2 2 1 1

分娩取扱い(*1)

全県（複数圏域）対応型周産期医療連
携拠点病院(*2)

地域周産期母子医療センター(*2)

母体搬送ネットワーク連携病院(*2)

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」（各年 12 月 31 日現在） 
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② 計画の基本的な考え方 

千葉県における平成２２年から平成２７年までの高齢者人口の増加率は全国で２番目

に高くなっており、いわゆる「団塊の世代」が７５歳以上となる平成３７年には高齢化

率が３０％になると見込まれ、今後急速に高齢化が進行していく。 

一方、疾病構造の変化、在宅療養を可能にする医療技術の進歩を背景に、医療や介護

が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域の中で質の高い療養生活を

送りたいという県民のニーズが増大している。 

しかしながら、今後急増していく医療需要に対応し、患者が病状に応じて適切な医療

を将来にわたって持続的に受けられるようにするためには、現状の千葉県の医療提供体

制のままでは十分ではないと見込まれる。 

このため、平成３７年を見据え、限られた医療（介護）資源を有効に活用し、高齢者

をはじめとする、すべての県民が、地域において安心で質の高い医療（介護）サービス

が受けられ、最後まで自分らしく生きられる千葉県を目指して、取組を推進する。 
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(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

千葉県における医療介護総合確保区域については、以下のとおりする。 
① 千葉区域（千葉市） 
② 東葛南部区域（市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦安市） 
③ 東葛北部区域（松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市） 
④ 印旛区域（成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、 

印旛郡酒々井町、栄町） 
⑤ 香取海匝区域（銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡神崎町、多古町、東庄町） 
⑥ 山武長生夷隅区域（茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、 

山武郡九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、 
長柄町、長南町、夷隅郡大多喜町、御宿町） 

⑦ 安房区域（館山市、鴨川市、南房総市、安房郡鋸南町） 
⑧ 君津区域（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市） 
⑨ 市原区域（市原市） 
 
☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 
□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 
（異なる理由：                       ） 
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(3) 計画の目標の設定等 

■千葉県全体 
① 千葉県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

 
 
 
 
この全体目標を達成するため、本県の医療提供体制の現状と課題を踏まえ、４つの柱

に沿って事業を展開する。 
 
目標① 地域包括ケアの推進 

今後、急増することが見込まれる医療需要に対応するためには、入院・外来医療だけ

でなく、在宅医療の仕組みを整備していくとともに、医療や介護などが包括的に確保さ

れた地域包括ケアシステムを構築していくことが必要となる。 
このため、高齢者だけではなく、誰もが住み慣れた自宅や地域で生活できるための対

策を進めることとする。 
【評価指標】 

 ・ 在宅患者訪問診療実施診療所数 
 ４４９箇所（平成２３年９月）→ ９７０箇所（平成２７年度） 

 ・ 在宅患者訪問診療（居宅）実施歯科診療所数 
   ３４１箇所（平成２３年９月）→ ４５０箇所（平成２７年度） 
 ・ 訪問看護ステーション数 
   ２１９箇所（平成２４年９月）→ ２５０箇所（平成２７年度） 
 ・ 入院中の患者に対して退院時共同指導を実施している病院数 

３７箇所（平成２４年９月）→ 増加（平成２７年度） 
 
目標② 医療機関の役割分担の促進 

人口当たりの病床数が全国平均の７割程度しかない本県では、効率的な医療提供体制

をつくるために、医療機関の役割分担を進めることは大変重要である。 
今後、病床機能報告制度や地域医療ビジョンの策定によって、二次医療圏ごとに医療

機能別の将来の必要量などを定めることになる。 
このため、病床の機能転換・強化等に係る事業は、原則として地域医療ビジョン策定

後に実施することとし、２６年度は、現状でも必要なものとして救急医療や周産期医療

などに係る体制整備を先行して進めることとする。 
【評価指標】 

・心肺停止状態で見つかった者の１ヵ月後の生存率 
 １１．１％（平成２０年）→ ２０．０％（平成２７年） 
 

全体目標：安心で質の高い医療（介護）サービスが受けられ、最後まで自分らしく

生きられる千葉県を目指して 
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・分娩実施施設数（１５～４９歳女子人口１０万対） 
 ８．６（平成２１年度）→ 増加（平成２７年度） 

 ・回復期リハビリテーション病棟の病床数（人口１０万対） 
  ５０床（平成２５年度）→ 増加（平成２７年度） 

 
目標③ 医療従事者の確保・定着 

急速な高齢化に伴い、医療や介護を必要とする高齢者が急増することにより、医療従

事者がますます不足することが想定されており、医療従事者にとって魅力ある環境づく

りに努め、今後も安全で質の高い医療（介護）を提供できる体制を確保する必要がある。 
このため、医療従事者が働きやすい職場をつくり、人材の確保・定着につながる対策

を進めることとする。 
【評価指標】 
・看護職員の離職率 
 １１．１％（平成２２年度）→ 低下を目指します（平成２７年度） 
・看護師等学校養成所卒業生の県内就業率 
 ６０．１％（平成２４年３月卒業生）→ ６３．３％（平成２７年３月卒業生） 

 
目標④ 地域医療の格差解消 

診療科によって医師の偏在が大きく、医師の確保が特に難しい「周産期医療」や「小

児（救急）医療」の担い手は全県的に不足している。 
このため、誰もがどこでも安心して医療が受けられるように、診療科によって異なる

課題に応じた対策を進めることとする。 
【評価指標】 

・医療施設従事医師数（産科・産婦人科）（人口１０万対） 
 ６．６（平成２０年）→ ７．０（平成２６年） 
・医療施設従事医師数（小児科）（人口１０万対） 
 ９．５（平成２０年）→ １０．２（平成２６年） 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 
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■千葉区域 

 ① 千葉区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
千葉区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、病院数・

一般診療所数、一般病床数、医師数・看護師数など医療資源全般について上回って  

おり、在宅医療に関する資源が相対的に充実し、医療機関相互の連携も活発な区域で

ある。 
今後も、周産期医療、高度医療など、地域のニーズに即した診療機能の充実を図っ

ていく。 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 
 

■東葛南部区域 

 ① 東葛南部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
東葛南部区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、一般

診療所数は上回っているものの、病院数は下回っており、一般病床数は大幅に下回っ

ている。医療従事者についても、医師数・看護師数ともに下回っている。 
また、この区域は、在宅医療の担い手が在宅療養支援診療所を除き、比較的少ない

状況である。 
今後も、在宅医療機関の拡充と連携を促進するとともに、診療所の後方支援機能や

救急医療など地域のニーズに即した診療機能の充実を図っていく。 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 

 
■東葛北部区域 

 ① 東葛北部区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
東葛北部区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、歯科

診療所数は上回っているものの、病院数・一般診療所数ともに下回っており、一般  

病床数も下回っている。医療従事者については、歯科医師数は上回っているものの、

医師数・看護師数ともに下回っている。 
また、この区域は、在宅医療に関する資源が充実し、医療機関相互の連携も活発で

ある。 
今後も、区域の中核的病院の整備を図るとともに、救急医療など地域のニーズに  

即した診療機能の充実を図っていく。 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 



   

14 
 

■印旛区域 

 ① 印旛区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
印旛区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、病院数・

一般診療所数ともに下回っており、一般病床数も下回っている。医療従事者について

は、看護師数は上回っているものの、医師数は下回っている。 
なお、この区域は、平成２２年から平成３７年までの高齢者人口の増加率が５１．

３％と全区域の中で最も高く、今後、急速に高齢化が進むことから、医療提供体制の

充実が急務となっている。また、在宅医療の担い手が在宅療養支援歯科診療所を除き、

比較的少ない状況である。 
今後も、在宅医療機関の拡充と連携を促進するとともに、救急医療など地域のニー

ズに即した診療機能の充実を図っていく。 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 

 
■香取海匝区域 

 ① 香取海匝区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
香取海匝区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、一般

診療所数は下回っているものの、病院数では上回っており、病床数も上回っている。

医療従事者については、歯科医師数は下回っているものの、医師数・看護師数は上回

っている。 
また、この区域は、在宅療養支援診療所と訪問看護ステーションの数は全県平均と

ほぼ同水準であるが、医療機関相互の連携が十分とは言えない状況である。 
今後も、在宅医療機関の更なる連携を促進するとともに、診療所の後方支援機能や

救急医療など地域のニーズに即した診療機能の充実を図っていく。 
 
② 計画期間 

平成２６年度～平成２８年度 
 
■山武長生夷隅区域 

 ① 山武長生夷隅区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
山武長生夷隅区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、

病院数では上回っているものの、一般診療所数は下回っており、一般病床数は大幅に

下回っている。医療従事者については、医師数・看護師数が全県平均値を大幅に下回

っている。 
また、この区域は、在宅医療の担い手が少ない区域である。 
一方、地域医療の中核を担う医療機関が平成２６年４月に開院し、三次救急医療体

制が新たに整備されたところである。 
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今後も、医師・看護師の確保対策が急務であるほか、地域の医療・介護資源の状況

を踏まえて在宅医療の体制整備を進めるとともに、救急医療など地域のニーズに即し

た診療機能の充実を図っていく。 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 

 
■安房区域 

 ① 安房区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
安房区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、病院数・

一般診療所数、一般病床数、医師数・看護師数など医療資源全般について大幅に上回

っており、在宅医療に関する資源が県内で最も充実し、医療機関相互の連携も活発な

区域である。 
ただし、高齢化率（総人口に対する６５歳以上人口の割合）が３３．９％と全区域

の中で最も高い状況であること、また、地域の拠点病院である１医療機関に勤務する

医師・看護師を除くと、人口１０万対医師数・看護師数は全県平均値を大きく下回る

状況であることに留意する必要がある。 
今後も、救急医療など地域のニーズに即した診療機能や後方支援機能の充実を図っ

ていく。 
 
② 計画期間 

平成２６年度～平成２８年度 
 
■君津区域 

 ① 君津区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
君津区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、病院数は

上回っているものの、一般診療所数は下回っており、一般病床数は大幅に下回ってい

る。医療従事者については、医師数・看護師数ともに全県平均値を下回っている。 
また、この区域は在宅医療の担い手が特に少ない状況である。 
今後も、在宅医療機関の拡充と連携を促進し、地域の医療・介護資源の状況を踏ま

えて在宅医療の体制整備を進めるとともに、診療所の後方支援機能や救急医療など地

域のニーズに即した診療機能の充実を図っていく。 
 

② 計画期間 
平成２６年度～平成２８年度 
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■市原区域 

 ① 市原区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 
市原区域は、平成２２年時点で人口１０万対の全県平均値と比較すると、病院数・

一般診療所数ともに下回っているものの、一般病床数はわずかに上回っている。医療

従事者については、医師数・看護師数ともに全県平均値を上回っている。 
また、この区域は、在宅療養支援診療所と訪問看護ステーションの数は全県平均と

ほぼ同水準であるが、医療機関相互の連携が十分とは言えない状況である。 
このほか、三次救急医療を確保するための救命救急センターが整備されていない 

状況である。 
今後も、在宅医療機関の更なる連携を促進するとともに、救急医療など地域のニー

ズに即した診療機能の充実を図っていく。 
 
② 計画期間 

平成２６年度～平成２８年度 
 

 

(4) 目標の達成状況 

※本項目については、平成 27 年度以降の都道府県計画において作成 
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２．事業の評価方法 

 (1) 関係者からの意見聴取の方法 

・ 平成 26 年 3 月 26 日 県歯科医師会と打合せ・意見照会 

・       3 月 27 日 県医師会、薬剤師会、看護協会、県民間病院協会と打合せ・ 

  意見照会 

・           3 月 27 日 市町村、一部事務組合に意見照会 

・           3 月 27 日  千葉県医療審議会委員に意見照会  

・           3 月 28 日 県内全病院（279 機関）に意見照会 

        県医師会から全病院及び地区医師会に協力依頼を発出 

・      随  時  県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会と協議 

・           7 月 2 日  第１回千葉県医療審議会にて意見聴取 

・      随  時  県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会と協議 

・           9 月 1 日  第２回千葉県医療審議会にて意見聴取 

・      随  時  県医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会と協議 

 
 
 

(2) 事後評価の方法 

 本計画の目標を実現するためには、計画の実施状況を点検し、必要な改善に取り組むこ

とが重要であることから、目標値を設定した指標について、その数値を継続的に把握し、

事後評価を実施した上で、計画を推進していく。 
事後評価の実施にあたっては、医療・介護関係者や学識経験者で構成する「（仮称）   

千葉県医療介護総合確保促進会議」などから意見を聴き、評価の客観性の確保に努めるこ

ととする。 
 

 
 

(3) 事業評価結果 

※本項目については、平成 27 年度以降の都道府県計画において作成 
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３．計画に基づき実施する事業 

 (1) 事業の内容等 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 番 
号 １ 

事業名 在宅医療拠点運営事業 
 

【総事業費】 
18,248 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県、千葉県歯科医師会、千葉県看護協会、千葉県リハビリテーショ

ン支援センター、地域リハビリテーション広域支援センター（病院） 
事業の目標 ・在宅歯科医療に関する総合相談窓口の運営 1 か所（平成 26 年度） 

・訪問看護に関する総合相談窓口の運営 1 か所（平成 26 年度） 

・リハビリテーション支援拠点の運営 

 全県支援拠点 1 か所（平成 26 年度） 

 圏域支援拠点（9圏域すべて） 9 か所（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

事業の内容 在宅医療を推進するため、相談窓口の運営、普及啓発、情報提供など

を実施するとともに、多職種連携や医療機関相互の連携に関する調整な

どを推進する。 
 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 18,248(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公  (千円) 
3,195 基金 国 12,165(千円) 

都道

府県 
6,083(千円) 民  (千円) 

8,970 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：18,248 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 番 
号 ２ 

事業名 在宅歯科診療設備整備事業 
 

【総事業費】 
7,500 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関（歯科診療所） 
 

事業の目標 在宅歯科医療機器を購入支援した歯科診療所数 

4 施設（平成 25 年度）→ 6 施設（平成 26 年度） 

※在宅患者訪問診療（居宅）実施歯科診療所数については 11 ページに記載 

事業の期間 平成２６年１０月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 安全で質の高い、在宅歯科診療を行う歯科診療所の増加を図るために、

在宅歯科診療を行う歯科診療所に対して在宅歯科医療機器の購入費用を

助成する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 7,500(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 3,333(千円) 

都道

府県 
1,667(千円) 民 (千円) 

3,333 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 2,500(千円) 

備 考 26 年度：5,000 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 番 
号 ３ 

事業名 在宅医療推進支援事業 
 

【総事業費】 
206 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県 

事業の目標 在宅医療推進連絡協議会の開催 1 回（平成 26 年度） 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

事業の内容 在宅医療に関わる医療・福祉関係者による協議会等を開催し、在宅医

療や地域の課題について検討するとともに関係者の連携強化により在宅

医療の推進を図る。 
 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 206(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
137 基金 国 137(千円) 

都道

府県 
69(千円) 民 (千円) 

 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：206 千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 番 
号 ４ 

事業名 入院患者退院時支援事業 
 

【総事業費】 
6,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県医師会 
 

事業の目標 ・脳卒中患者の退院時支援に関するアンケート調査報告書の作成（平成

26 年度） 
・退院時支援モデルに関するシンポジウムの開催 
 1 回・参加者数 350 人（平成 26 年度） 

 
事業の期間 平成２６年７月１日～平成２７年３月３１日 

 
事業の内容 脳卒中患者の退院時支援における病院と在宅医療・介護関係者との連

携について、アンケート調査を実施し、現状と課題を明確にする。 
その結果を踏まえて、退院時支援のモデル的な実施方法についての検

討を行うとともに、検討結果についてシンポジウム等により全県的な普

及を図る。 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 6,000(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 4,000(千円) 

都道

府県 
2,000(千円) 民 (千円) 

4,000 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：6,000 千円 
  



   

22 
 

 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設

備の整備に関する事業 
番 
号 ５ 

事業名 医療機関機能強化・機能分化促進事業 
 

【総事業費】 
1,493,057 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関 
 

事業の目標 ・心肺停止状態で見つかった者の１ヵ月後生存率 

9.7％（平成 24 年）→ 20％（平成 27 年） 

・産科を有する病院・診療所における「院内助産所」「助産師外来」の開設

に係る施設整備 2件（平成27年度） 

・産科を有する病院・診療所における「院内助産所」「助産師外来」の開設

に係る設備整備 4件（平成27年度） 

・回復期リハビリテーション病棟の病床数（人口 10 万対） 

 50 床（平成 25 年度）→ 増加（平成 27 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２９年３月３１日 
 

事業の内容 地域の実情に応じて、病院・病床機能の役割分担を通じて効果的・効

率的な提供体制を構築するため、救急医療体制や周産期医療体制、回復

期病床などの確保・強化に向けて施設・設備の整備に要する経費の一部

を助成する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 1,493,057(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
 基金 国 488,666(千円) 

都道

府県 
244,333(千円) 民 (千円) 

 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 760,058(千円) 

備 考 26 年度：35,715 千円 27 年度：250,984 千円 28 年度：446,300 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ６ 

事業名 千葉県医師キャリアアップ・就労支援センター（地域医療

支援センター）運営事業 
【総事業費】 
50,000 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
ＮＰＯ法人千葉医師研修支援ネットワーク 
 

事業の目標 ・臨床研修病院合同説明会参加者数 1,000 名以上（平成 26 年度） 

・医療技術研修受講者数 300 名以上（平成 26 年度） 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

事業の内容 県内で初期・後期臨床研修を受ける医師の確保や、研修修了後の県内

就業を促進するために、就職説明会での県内病院の紹介、女性医師への

就業相談や登録研修医への後期研修プログラム情報提供など、若手医師

の県内定着を促進する事業を実施する。 

また、研修医等が最先端のシミュレータ機器を活用して、内視鏡検査

や手術など安全に高度な医療技術を習得できる研修の支援を行う。 

 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 50,000(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
 基金 国 33,333(千円) 

都道

府県 
16,667(千円) 民 (千円) 

33,333 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：50,000 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ７ 

事業名 女性医師等就労支援事業 
 

【総事業費】 
122,540 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関 
 

事業の目標 ・女性医師等就労支援に取り組む医療機関数 

9 施設（平成 25 年度）→ 11 施設（平成 26 年度） 

・女性医師等就労支援に取り組む医療機関における女性医師の離職率 

 減少（毎年度） 

 
事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 
事業の内容 育児休業復帰後の女性医師等に対する勤務条件の緩和、キャリア形成

の支援など、子どもを持つ女性医師等が働きやすい職場環境づくりに取

り組む事業者を支援する。 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 122,540(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
 基金 国 40,847(千円) 

都道

府県 
20,423(千円) 民 (千円) 

40,847 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 61,270(千円) 

備 考 26 年度：61,270 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ８ 

事業名 看護師等学校養成所整備事業 
 

【総事業費】 
1,918,028 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
看護師等学校養成所、医療機関 
 

事業の目標 ・県内看護師等学校養成所の１学年定員 

 2,293 人（平成 25 年度）→ 2,513 人（平成 28 年度） 

・看護実習生の受入人数  

  549 名（平成 25 年度）→ 949 人（平成 26 年度） 

 ※補助金交付病院に対する人数に限る。 

 
事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

 
事業の内容 看護師の養成・定着を図るため、養成所や大学看護学部が行う新設・

増改築に伴う施設・設備の整備や、病院が行う看護学生の実習受け入れ

に伴う設備等の整備に要する経費の一部を助成する。 
 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 1,918,028(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 639,343(千円) 

都道

府県 
319,671(千円) 民 (千円) 

639,343 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 959,014(千円) 

備 考 26 年度：20,000 千円 27 年度：939,014 千円 
  



   

26 
 

 

 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ９ 

事業名 看護師等学校養成所運営支援事業 
 

【総事業費】 
335,502 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
看護師等学校養成所 

事業の目標 ・県内看護師等学校養成所新卒者の県内就業者数 

 1,284 人（平成 25 年 3 月卒業生）→ 増加（平成 27 年 3 月卒業生） 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 県内で不足している看護職員の養成・定着を促進するため、看護師等学校

養成所の運営に必要な経費を補助することにより、看護師等学校養成所の教

育を充実させるとともに、経営の安定を図る。 

（看護師等養成学校への運営費助成 15 校 18 課程） 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 335,502(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
6,591 基金 国 223,668(千円) 

都道

府県 
111,834(千円) 民 (千円) 

217,077 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：335,502 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １０ 

事業名 看護職員研修事業 
 

【総事業費】 
141,450 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関、千葉県看護協会、千葉県助産師会 
 

事業の目標 看護職員の離職率 12.4％（平成 24 年度）→ 低下（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

事業の内容 新人看護職員研修ガイドラインに沿った新人看護職員に対する研修を

実施した医療機関に対し助成する。 
また、医療の高度化・専門化に対応した良質で安全な看護の提供を行

うための研修を実施する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 141,450(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
14,786 基金 国 51,838(千円) 

都道

府県 
25,919(千円) 民 (千円) 

37,052 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 63,693(千円) 

備 考 26 年度：77,757 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １１ 

事業名 看護職員就労環境改善事業 
 

【総事業費】 
4,910 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県看護協会 

事業の目標 ・就労環境改善に関する総合相談窓口の運営 １か所（平成 26 年度） 

・アドバイザーの派遣 

25 回（平成 25 年度）→ 増加（平成 26 年度） 

・研修会の参加人数 

671 人（平成 25 年度）→ 増加（平成 26 年度） 
事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 厳しい勤務環境におかれる看護職員が健康で安心して働き続けること

が可能となるよう、短時間正社員制度をはじめとする多様な勤務形態の

整備や看護業務の効率化を促進し、医療機関において看護職員の就労  

環境の改善を図る。 

 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 4,910(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 3,273(千円) 

都道

府県 
1,637(千円) 民 (千円) 

3,273 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：4,910 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １２ 

事業名 保健師等修学資金貸付事業 
 

【総事業費】 
179,182 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県 

事業の目標 ・修学資金貸付者の県内就業率 

 83.7％（平成 25 年 3 月卒業生）→ 増加（平成 27 年 3 月卒業生） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 看護師等学校養成所に在学する者のうち、卒業後、県内で看護業務に従事

しようとする者に対して修学資金の貸付を行い、県内における看護職員の確

保を図る。 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 179,182(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 105,921(千円) 

都道

府県 
52,960(千円) 民 (千円) 

105,921 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 20,301(千円) 

備 考 26 年度：158,881 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １３ 

事業名 ナースセンター事業 
 

【総事業費】 
30,856 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県看護協会 

事業の目標 未就業看護職員の再就業者数 

129 人（平成 25 年度）→ 増加（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 看護職員の就業の促進と確保を図ることを目的として、無料職業相談

事業を充実させ、未就業者を対象とした再就業に向けた講習会・相談会

を開催すると共に、看護のＰＲや看護進路相談、普及啓発事業などを実

施する。 

 

 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 30,856(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 20,571(千円) 

都道

府県 
10,285(千円) 民 (千円) 

20,571 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：30,856 千円 
  



   

31 
 

 

 

事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １４ 

事業名 看護師宿舎施設整備事業 
 

【総事業費】 
658,959 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関 
 

事業の目標 看護職員の離職率 12.4％（平成 24 年度）→ 低下（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
 

事業の内容 看護職員の定着促進を図るため、看護師宿舎の個別整備に伴う増改築

等に要する工事費の助成を行う。 

（看護師宿舎の新規整備数 7 病院・144 室） 

 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 658,959(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 146,435(千円) 

都道

府県 
73,218(千円) 民 (千円) 

146,435 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 439,306(千円) 

備 考 26 年度：9,229 千円 27 年度：210,424 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １５ 

事業名 歯科衛生士復職支援研修事業 
 

【総事業費】 
800 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県歯科医師会 

事業の目標 復職支援研修会の開催 
2 回・参加者数 60 人（平成 25 年度）→ 2 回・参加者数 増加（平成 26

年度） 

事業の期間 平成２６年５月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 未就業の歯科衛生士に対し、在宅歯科診療等の最新知識や技術を習得

するための研修会を実施することで復職を支援する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 800(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 533(千円) 

都道

府県 
267(千円) 民 (千円) 

533 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：800 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １６ 

事業名 病院内保育所施設整備事業 
 

【総事業費】 
93,450 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関等 
 

事業の目標 看護職員の離職率 12.4％（平成 24 年度）→ 低下（平成 26 年度） 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 
 

事業の内容 医療機関等が設置する病院内保育所の開設に必要な新築、増改築等の

工事費の助成を行う。 

（病院内保育所の新規整備数 5 施設・定員 111 名） 

 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 93,450(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 20,767(千円) 

都道

府県 
10,383(千円) 民 (千円) 

20,767 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 62,300(千円) 

備 考 26 年度：10,693 千円 27 年度：20,457 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １７ 

事業名 病院内保育所運営事業 
 

【総事業費】 
698,452 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関等 
 

事業の目標 看護職員の離職率 12.4％（平成 24 年度）→ 低下（平成 26 年度） 
 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 
 

事業の内容 病院等に従事する職員のために医療機関等が行う医療施設内の保育施

設を運営する事業に対し助成する。 

（医療施設内の保育施設への運営費助成 91 施設） 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 698,452(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
4,562 基金 国 310,423(千円) 

都道

府県 
155,212(千円) 民 (千円) 

305,861 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 232,817(千円) 

備 考 26 年度：465,635 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １８ 

事業名 産科医等確保・育成事業 
 

【総事業費】 
263,685 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関 
 

事業の目標 医療施設従事医師数（産科・産婦人科）（人口 10 万対） 

6.6（平成 20 年）→ 7.0（平成 26 年） 

 

 
事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

 
事業の内容 産科・産婦人科医及び助産師の処遇改善等に取り組む医療機関に対し

て分娩手当等を助成するほか、初期臨床研修修了後、産科における後期

研修を選択する医師に研修手当を支給する医療機関に対して助成する。 
（産科医等の処遇改善等に取り組む医療機関数 79 施設） 

（産科における研修手当を支給する医療機関  4 施設） 

 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 263,685(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 58,597(千円) 

都道

府県 
29,298(千円) 民 (千円) 

58,597 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 175,790(千円) 

備 考 26 年度：87,895 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 １９ 

事業名 新生児医療担当医確保支援事業 
 

【総事業費】 
7,140 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関 

事業の目標 医療施設従事医師数（小児科）（人口 10 万対） 

9.5（平成 20 年）→ 10.2（平成 26 年） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 過酷な勤務状況にある新生児担当医の処遇の改善を図るため、ＮＩＣ

Ｕにおいて新生児医療に従事する医師に対して新生児担当手当等を支給

する場合に、その一部を助成する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 7,140(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
600 基金 国 1,587(千円) 

都道

府県 
793(千円) 民 (千円) 

987 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 4,760(千円) 

備 考 26 年度：2,380 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ２０ 

事業名 小児二次救急医療対策事業 
 

【総事業費】 
191,558 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
医療機関 

事業の目標 小児二次救急医療機関数 

34 施設（平成 25 年度）→ 現状の体制を確保する（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 広域を対象に、休日及び夜間における小児救急医療の拠点となる病院

の運営費に対し助成するほか、市町村等が小児救急医療のため病院輪番

制方式により休日及び夜間における入院医療体制を整備した場合に、そ

の運営費に対して助成する。 
 
 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 191,558(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
85,137 基金 国 115,955(千円) 

都道

府県 
57,977(千円) 民 (千円) 

30,818 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 17,626(千円) 

備 考 26 年度：173,932 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ２１ 

事業名 小児救急地域医師研修事業 
 

【総事業費】 
1,040 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県医師会 

事業の目標 研修参加者数 

53 人（平成 25 年度）→ 60 人（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 地域の小児救急医療体制の補強及び質の向上を図るため、小児科医師、

内科医師等を対象として行う小児救急医療及び児童虐待に関する研修を

実施する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 1,040(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 693(千円) 

都道

府県 
347(千円) 民 (千円) 

693 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：1,040 千円 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 番 
号 ２２ 

事業名 小児救急電話相談事業 
 

【総事業費】 
36,872 千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・ 
君津・市原 

事業の実施

主体 
千葉県医師会 

事業の目標 小児救急電話相談件数 

18,724 件（平成 25 年度）→ 増加（平成 26 年度） 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

事業の内容 夜間における子どもの急病・けがについての保護者等からの電話相談

に対し、看護師・小児科医が症状に応じた助言と適切な受診判断を行う

ことにより、地域小児救急医療を補完する。 

事業に要す

る費用の額 
金額 総事業費 36,872(千円) 基金充当額 

（国費） 
における 
公民の別 

公 (千円) 
基金 国 24,581(千円) 

都道

府県 
12,291(千円) 民 (千円) 

24,581 
うち受託事業等

（再掲） 

(千円) 
 

その他 (千円) 

備 考 26 年度：36,872 千円 
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 (2) 事業の実施状況 

※本項目については、平成 27 年度以降の都道府県計画において作成 
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千葉県健康福祉部医療整備課
医師・看護師確保推進室

043‒223‒3885

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医師・看護師等確保 > 千葉県医師・看護職
員長期需要調査の結果について

更新日：平成26(2014)年4月15日

千葉県医師・看護職員長期需要調査の結果について

千葉県では、平成24年度から2年間、千葉大学附属病院（高齢社会医療政策研究部）への委
託事業により、平成37年（2025年）に必要と見込まれる医師・看護職員数の調査・推計を
行い、このたび結果がまとまりました。

1結果の概要

本調査では、平成37年の推計患者数をもとに、一定の条件の下、必要な医師数・看護職員数を
推計しました。

推計に当たっては、現場における医師・看護職員の不足感を加味した補正の程度に合わせ、低
位・中位・高位の3つのケースごとに必要数を推計しました。

1　必要数の推計結果 

(1)平成37年の医師数

（単位：人）

低位推計 中位推計 高位推計

13,470 14,350 14,580

○推計の考え方

平成37年の患者見込み数     ÷  （　平成22年時点の患者数　／　平成22年時点の医師
数　）　＝　 必要医師数

 　<1>年齢階級毎の受療率が将来にわたり一定と仮定し、推計人口及び平成23年患者調査か
ら平成37年の患者見込み数を算出

<2>　平成22年時点の医師と患者の比率（医師1人あたり患者数）を算出

<3>　<1>を<2>で除し、平成37年の医師数を推計した。（低位推計）
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<3>　<1>を<2>で除し、平成37年の医師数を推計した。（低位推計）

<4>　また、現場における医師の不足感を踏まえ、厚生労働省が平成22年に実施した「必
要医師数実態調査」における不足医師数を加味した推計も行った。
ア　低位推計・・・不足医師数を加味しない
イ　中位推計・・・不足医師数として、平成22年の「必要求人医師数 ※1」（640人）
を加味
ウ　高位推計・・・不足医師数として、平成22年の「必要求人医師数」と「必要非求人
医師数 ※2」の合計（804人)を加味

 

※1　「必要求人医師数」とは、平成22年厚生労働省「必要医師数実態調査」における、
各医療機関が必要と考え、求人しているのにもかかわらず充足されていない医師数であ
る。(以下同)

※2　「必要非求人医師数」とは、同調査における、各医療機関が必要と考えるものの求人
していない医師数である。（以下同）

(2)平成37年の看護職員数

（単位：人）

低位推計 中位推計 高位推計

68,620 78,160 79,110

○推計の考え方

  医療従事分と介護他従事分とを別々に推計し、これを合算した。

I　医療従事分
  必要医師数　 ×  （  平成22年時点の看護職員数　／ 平成22年時点の医師
数 ）  ＝　必要看護職員数（医療従事分）

II　介護他従事分
   平成37年の利用者見込み数 ÷  （  平成23年時点の利用者数 ／　 平成23年時点
の看護職員数 ）  ＝　必要看護職員数（介護他従事分）

I ＋ II ＝　必要看護職員数

Ⅰ　医療従事分

<1>　平成22年時点の医師数に対する看護職員数（医師1人あたり看護職員数）を算出

<2>　<1>が将来も一定と仮定し、（1）で得られた、低位・中位・高位の3種の必要医師
数に<1>を乗じ、平成37年の必要看護職員数（医療従事分）を推計した。

<3>　また、（1）と同様、不足医師数及び不足看護職員数を加味した推計を行った。
ア　低位推計・・・不足医師数・不足看護師数を加味しない「看護職員数／医師数」割
合を乗じて算出
イ　中位推計・・・平成22年の「必要求人医師数」（640人）を不足医師数として、ま
た、本調査結果で得られた現場における看護職員の不足数（4,290人）を不足看護職員
数として加味した。
ウ　高位推計・・・平成22年の「必要求人医師数」と「必要非求人医師数」の合計
（804人）を不足医師数として、また、本調査結果で得られた現場における看護職員の
不足数（4,290人）を不足看護職員数としてそれぞれ加味した。

II　介護他従事分

<1>　国が行った「医療・介護に係る長期推計」(平成23年6月)をベースに本県版推計を
行った。

<2>　平成23年時点のサービス利用者推計人口・平成23年時点のサービス利用率等から平
成37年の利用者見込み数を求める。

<3>　平成23年時点の看護職員とサービス利用者の比率（看護職員1人あたり利用者数）
を求める。

<4>　<2>を<3>で除し、平成37年の必要看護職員数（介護他従事分）を推計した。

サービス停止情報

現在情報はありません。
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2　医師及び看護職員の推計結果

(1)平成37年の医師数推計

 　13,410人
　（平成22年末現在の実員数：10,213人）

○推計の考え方

　平成12年から平成22年の本県の医師の2年ごとの増加数の平均426人を単年に換算し、平
成22年以降、1年あたり213人が増加すると考え算出した。
　なお、平成24年末の実員数は10,698人となっている。

(2)平成37年の看護職員数推計

 　　ア　平均増加数による場合　　　64,090人

　　イ　コホート要因法による場合　63,960人

　　 （平成22年末現在の実員数：　47,127人）

 ○推計の考え方

ア　平均増加数

　平成12年から平成22年の本県の看護職員の2年ごとの増加数の平均2,262人を単年に換算
し、平成22年以降、1年当たり1,131人が今後も増加すると考え算出した。
　なお、平成24年末の実員数は49,548人となっている。

　イ　コホート要因法

　看護師及び准看護師について、平成12年から平成22年の5歳階級ごとの在職数から在職率
を求め、平成24年の在職者に対して、平成37年までの推移を算出した。

3　必要数と医師・看護職員数（推計値）との差

(1)医師

（単位：人）

低位推計 中位推計 高位推計

‒60 ‒940 ‒1,170

(2)看護職員

　ア　平均増加数による場合

（単位：人）

低位推計 中位推計 高位推計

‒4,530 ‒14,070 ‒15,020

　イ　コホート要因法による場合

（単位：人）

低位推計 中位推計 高位推計

‒4,660 ‒14,200 ‒15,150

 
 ※ 本調査は、以上の前提条件により、推計を行ったものです。
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5 将来の医師数および看護職員数の推計 

5.1 必要医師数および必要看護職員数の推計 

（1）方法 

1）基本的な考え方 

必要医師数については、現状の医師一人あたり患者数が変わらないと考えて、将来の

患者数の増加に対応した「必要医師数」（低位推計）、さらに「不足医師数」の影響を加

えた「必要医師数」（中位推計および高位推計）の 3パターンを示した。また、「供給医

師数」は本県内で従事すると見込まれる医師数である。 

必要看護職員数については、医療分野では「不足看護職員数」を加味しないパターン

と加味しないパターンの 3 通りについて、先に求めた必要医師数に対応した値を求め

た。さらに介護他分野について後述する「医療・介護に係る長期推計」の本県版で求め

た値を加え、合計で 3 通りの「必要看護職員数」（低位推計・中位推計・高位推計）を

算出した。「供給看護職員数」は本県内で従事すると見込まれる看護職員数であり、2通

りの考え方を用いて求めている。 

推計作業は平成 22年（2010年）を起点とし、平成 27年（2015年）、平成 37年（2025

年）の値を示した。下図（図 50）に基本的な考え方を図示する。 
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不足医師数、不足看護職員数 

不足医師数：「必要求人医師数」（厚生労働省の調査による） 

不足看護職員数：施設側が求人中の看護職員数（今回の調査による補正値） 

 

必要医師数、必要看護職員数（低位推計、中位推計、高位推計の 3種） 

必要医師数：患者数の増加、不足医師数を見込んだ医師数 

必要看護職員数： 

医療分野：医師の増加、不足看護職員数を見込んだ看護職員数 

介護他分野：利用者数の増加に対応した人数 

 

供給医師数、看護職員数 

供給医師数：過去の平均増加数で求めた看護職員数 

供給看護職員数：過去の平均増加数またはコホート要因法で求めた看護職員数 

図 50 推計の考え方と用語の定義 

 

平成 22年の医師数 

（＋不足医師数） 

平成 22年の推計患者数 

医師一人あたり患者数 

平成 27年、平成 37年の 

推計患者数 

平成 22年の医療分野の 

看護職員数 

（＋不足看護職員数） 

医師一人あたり看護職員数 
必要看護職員数 

（低位・中位・高位） 

「医療・介護に係る長期推

計」より介護他分野の 

看護職員数 

必要医師数 

（低位・中位・高位） 
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2）患者数の推計 

二次保健医療圏別、疾病別の 2種類の患者数の推計を実施した。前者は全県および二

次保健医療圏毎の検討、後者は診療科毎の検討に用いた。 

国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来推計人口」（平成 25年 3月

推計）、厚生労働省による「平成 23年 患者調査」をデータとして用い、入院は二次保

健医療圏別、外来は全県を対象として平成 22年（2010年）から平成 47年（2035年）

の期間で推計した（11ページ、95～103ページ）。なお、二次保健医療圏別の受療率（入

院）は公表されていないため、性年齢別の推計患者数から同年の性年齢別人口を用いて

求めた値を使用している。 

診療科別患者数の推計は以下の方法で行った。最初に全県の疾病別患者数を求めた後

に、過去の「平成 11 年 患者調査」で公表されている疾病別診療科別患者数、および

千葉大学医学部附属病院の疾病別診療科別患者数の実績を元にして、診療科別の推計患

者数に変換した（206ページの表 71）。このような方法を採用した理由は、最近の患者

調査では疾病別診療科別患者数の対応を示した集計表が作成されていないためである。 

将来の患者数を推計するために、ここで用いた方法はしばしば採用されており、後述

する国の「医療・介護に係る長期推計」でも用いられている。本県の受療率が今後上昇

し、患者数が増加する可能性もあるが、本県の受療率（年齢調整後）は入院外来共に全

国的に見て低位であり（図 51および図 52）、近年、高齢者ではさらに低下傾向にある

（図 53および図 54）。また、平均在院期間短縮などの国の政策誘導によって、受療率

が変化する可能性もある。現状の受療率を用いて将来の患者数を推計することについて

は、一定程度、許容されると考えられる。 
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厚生労働省「患者調査」より作成 

図 51 入院受療率（人口 10万人あたり） 

 

 

厚生労働省「患者調査」より作成 

図 52 外来受療率（人口 10万人あたり） 
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厚生労働省「平成 23年 患者調査」より作成 

図 53 本県の年齢別の入院受療率（人口 10万人あたり） 

 

 

厚生労働省「平成 23年 患者調査」より作成 

図 54 本県の年齢別の外来受療率（人口 10万人あたり） 
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3）医師 

必要医師数については、二次医療圏毎の入院および外来（歯科を除く入院外）の患者

数に対して連動する（医師一人あたり患者数は一定である）と考えた。平成22年度（2010

年度）時点の医師と患者の比率（医師一人あたり患者数）を求め、将来の推計患者数を

医師一人あたり患者数で除し、必要医師数（低位推計）を推計した。 

本県における医師の厳しい不足状況を踏まえ、厚生労働省が平成 22年（2010年）に

実施した「必要医師数実態調査」（病院および分娩取扱い施設が回答）における「必要

求人医師数」（640人、詳細は 18ページの表 5）を「不足医師数（1）」とし、これに「必

要非求人医師数」（164人）を加えた 804人を「不足医師数（2）」とした。実際の医師

数にこれらの不足医師数を加え、あらためて医師一人あたり患者数を求め、必要医師数

（中位推計および高位推計）を計算した。以上の 3種類の必要医師数について、全県お

よび二次保健医療圏毎の値を示した。 

診療科別医師数の算出では、病院の診療科別医師数は入院の診療科別患者数に連動し、

診療所の医師数は外来の総患者数に連動すると考えた。診療科別患者数の算出には、疾

病別患者数からの変換について 2種類の方法を用いたが、ここから求められた診療科別

医師数は、小児科以外については両者を比較して大きい方の値を採用した。診療科の区

分は、内科、皮膚科、小児科、精神科、外科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、眼科、

耳鼻いんこう科、産婦人科、その他の 12 区分とした。外来の医師数については、診療

科の区別はない。診療科別医師数の検討については、必要医師数（低位推計）と同じく

不足医師数を加味していない。なお、必要医師数は二次保健医療圏毎の患者数を元に、

診療科別医師数は疾病別患者数を元に計算したので、両者の合計は一致しない。 

供給医師数については、平成 12 年から平成 22 年（2000 年から 2010 年）の本県の

医師（医療機関勤務）の 2 年毎の増加数（2 年毎）の平均 426 人（最大 533 人、最少

313人）を単年に換算した 213人が今後も増加すると考え、算出した（図 55）。 
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厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」より作成 

図 55 医師の増加数 

 

4）看護職員 

医療分野で従事する看護職員については、平成 22年（2010年）時点の二次保健医療

圏毎の医師数に対する看護職員数（医師一人あたり看護職員数）が将来も一定であると

考え、必要看護職員数を推計した。これは必要医師数の場合の低位推計に相当する。 

次に不足看護職員数を加味し、医師の必要医師数（中位推計および高位推計）に対応

した必要看護職員数（中位推計および高位推計）を求めた。不足看護職員数については、

本事業から得た結果を二次保健医療圏毎の回収率で補正した値（4,290人）とした（図 

56）。ただし、保健師および助産師については母数が少ないため、二次保健医療圏毎の

補正を行わなかった。平成 22 年（2010 年）時点の看護職員数に不足看護職員数を加

え、あらためて医師一人あたり看護職員数を計算し、必要医師数（中位推計および高位

推計）に、新たに求めた医師一人あたり看護職員数を乗じ、必要看護職員数（中位推計

および高位推計）とした。 

介護他分野で従事する看護職員については、後述する「医療・介護の長期推計」で求

めた値を利用し、将来の医療分野と合算し、結果を示した。 

供給看護職員数については、医師と同様に平均増加数を用いる方法に加え、コホート

要因法による検討も行った。平成 12 年から平成 22 年（2000 年から 2010 年）におけ

る本県の看護師および准看護師の 2年毎の増加数の平均は 2,262人（最大 3,073人、最
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少 1,801人）であり、これを単年に換算した 1,131 人を単年の増加数とした（図 57）。 

コホート要因法を用いた場合は、看護師および准看護師について、平成 12 年から平

成 22年（2000年から 2010年）の衛生行政報告例に基づく 5歳階級毎の在職数から在

職率を求め（全国、年率）、平成 24年（2012年）の千葉県データによる 5歳階級毎の

在職者に対して、平成 37年（2025年）までの推移を計算した。新卒者については、第

七次千葉県看護職員需給見通しの年度毎の新卒者が 21~24 歳に看護師として参入する

ものと仮定した。新卒者の経年の推移については、本事業で実施した調査のデータから

40代で 20歳から 24歳の間に免許を取得した者のデータを集計し、25歳以降はこれと

同程度従事すると考えた。また、平成 27年（2015年）以降の新卒者数は平成 27年水

準を維持するものとした。看護師、准看護師以外については、平成 22 年の看護師、准

看護師に対する比率（6.7%）が一定であると仮定し、看護師、准看護師に対応した人数

を求め、これらを合計して供給看護職員数とした。 

 

 

図 56 二次保健医療圏毎の不足看護職員数 
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厚生労働省「衛生行政報告例」より作成 

図 57 看護職員の増加数 

 

5）「医療・介護に係る長期推計」の本県推計 

政府が実施した「医療・介護に係る長期推計」（平成 23年 6月）の推計根拠が公開さ

れており、推計中の人口、サービス利用率を本県の実績値に置き換えるなどして、将来

のサービス利用者数、マンパワーの必要量を算出した。推計では医師、看護職員に加え、

参考に介護職員などの必要数も示した。なお、現状の年齢階級別・サービス類型別の利

用状況がそのまま続くと仮定した場合の試算となっている。本推計では平成 23 年度

（2011年度）を起点として、平成 27年度（2015年度）、平成 37年度（2025年度）の

結果を示した。また、用語は元々長期推計で使用されている用語に統一した。 
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（2）結果 

1）推計患者数 

全県の推計患者数は 8 ページの「2.2 推計患者数」に示している。ここでは疾病別

の入院患者数の合計の推移を示すが、「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービス

の利用」に係る患者数を除いているため、推計値は疾病別の推計患者数の方が若干小さ

い。疾病別の推計患者数の合計は平成 22年（2010年）の 45千人から増加し、平成 37

年（2025年）には 60千人に迫り、以降は同程度の水準で推移すると見込まれる。この

値を診療科別患者数に変換し、必要医師数の検討を行った（図 58）。 

 

 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成 25年 3月推計）および厚生労働省「平成 23年 患者調査」より作成  

図 58 全県の推計患者数（疾病別に推計した入院患者数の合計）の推移 
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2）医師 

平成 22年（2010年）の医師数は 10,213人であったが、今後の必要医師数（中位推

計）は平成 27 年（2015 年）では 12,130 人、平成 37 年（2025 年）には 14,350 人に

増加する（表 35）。平成 37年では、低位推計で 13,470人、高位推計で 14,580人であ

る。 

供給医師数は平成 27年（2015年）11,280人、平成 37年（2025年）13,410人とな

る。必要医師数（中位推計）と供給医師数のギャップは、平成 27 年に－850 人（供給

医師数の－7.5%）、平成 37 年に－940 人（同－7.0%）となる。ただし、低位推計と比

べると、平成 37年には必要医師数と供給医師数はほぼ均衡する（表 35）。 

二次保健医療圏別の必要医師数（中位推計）は、平成 37年（2025年）で千葉保健医

療圏 3,550人、東葛南部保健医療圏 3,540人、東葛北部保健医療圏 2,830人が多く、こ

れらの保健医療圏と印旛保健医療圏では平成 22年（2010年）の実績と比較して 4~5割

の増加が必要となる（図 59）。 

診療科別医師数は、平成 37年（2025年）に病院で 9,020人、診療所で 3,910人、合

計で 12,930人となる。平成 37年における病院の診療科医師数は、対平成 22年（2010

年）比で 135.4%であるが、高齢化の影響を受けて特に内科、外科、整形外科の増加数

が大きい。診療所でも 1割程度の増加が必要となる（表 36）。なお、計算方法が異なる

ため、前述の必要医師数とは一致しない。 

なお、平成 24 年（2012 年）「医師・歯科医師・薬剤師調査」によれば、本県の医療

機関勤務医師数は 10,698人、医療機関以外に勤務している医師数は 377人である（う

ち介護老人保健施設の従事者は 102人）。ここでの推計は医療機関勤務医に対して行っ

ているので、総数としてはこれらの人数も加味して考える必要がある。 
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表 35 全県の必要医師数および供給医師数 

 

 

※グラフ中の数字は各地域の平成 22年実績（左）と平成 37年の中位推計（右） 

図 59 二次保健医療圏毎の平成 37年の必要医師数 

 

（単位：人）

平成22年

供給医師数 a 10,213 11,280 13,410

必要医師数 低位推計 b 10,213 11,410 (1,200) 13,470 (3,260)

(111.7%) (131.9%)

中位推計 c 12,130 (1,920) 14,350 (4,140)

(118.8%) (140.5%)

高位推計 d 12,330 (2,120) 14,580 (4,370)

(120.7%) (142.8%)

ギャップ 低位推計 e=a-b -130 -60

 供給医師数に対する比率 -1.2% -0.4%

中位推計 f=a-c -850 -940

-7.5% -7.0%

高位推計 g=a-d -1,050 -1,170

-9.3% -8.7%

※1　必要医師数・低位推計欄の10,213人は、平成22年の実績値

※2　（）内の数字は平成22年の実績値（10,213人）からの増加数および増加率

※3　平成22年の値は実数、他の値は一桁目で四捨五入

平成27年 平成37年
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表 36 診療科別医師数 

 

 

  

（単位：人）

平成22年

実数 対平成22年 実数 対平成22年

内科 1,996 2,310 115.7% 2,890 144.8%

皮膚科 96 110 114.6% 130 135.4%

小児科 354 340 96.0% 280 79.1%

精神科 449 470 104.7% 500 111.4%

外科 950 1,090 114.7% 1,320 138.9%

泌尿器科 170 190 111.8% 230 135.3%

脳神経外科 219 250 114.2% 320 146.1%

整形外科 446 510 114.3% 620 139.0%

眼科 176 200 113.6% 250 142.0%

耳鼻いんこう科 141 170 120.6% 210 148.9%

産婦人科 242 260 107.4% 280 115.7%

その他 1,423 1,620 113.8% 1,990 139.8%

小　計 6,662 7,520 112.9% 9,020 135.4%

3,551 3,740 105.3% 3,910 110.1%

10,213 11,260 110.3% 12,930 126.6%

平成27年 平成37年

病院

診療所

合　計
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3）看護職員 

必要看護職員数（中位推計）は平成 27 年（2015 年）64,150 人、平成 37 年（2025

年）78,160 人である。このうち介護他分野の看護職員数は、平成 27 年 13,320 人、平

成 37年 18,370人である。平成 37年における必要看護職員数は、対平成 22年（2010

年）で増加数 31,030人（うち医療分野 21,250人、介護他分野 9,780人）、増加率 166%

（うち医療分野 155%、介護他分野 214%）となる。 

供給看護職員数は平均増加数を用いた場合とコホート要因法（5 歳階級毎の 10 年毎

の在職率を用いた計算）による場合の 2種類の方法で検討した。平均増加数を用いた場

合、平成 27年（2015年）の供給看護職員数は 52,780人、平成 37年（2025年）には

64,090人となる。コホート要因法を用いた場合では、平成 27年 54,600人、平成 37年

63,960人となる。平成 37年では供給看護職員数は必要看護職員数（中位推計）を 14,070

～14,200人（－22.0~－22.2）下回る。低位推計でも 4,530～4,660人（－7.1～－7.3%）

下回る。 
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表 37 全県の必要看護職員数および供給看護職員数 

 

 

4）「医療・介護に係る長期推計」の本県推計 

 本県の推計では、平成 37 年度（2025 年度）の医師の必要量は 1.2～1.3 万人、看護

職員は 6.5～6.8 万人で、いずれも先に見た必要医師数および必要看護職員数の推計値

を下回る結果となった（表 38）。 

推計上、平成 23 年度（2011 年度）の在宅患者数は 24,000 人、訪問看護師は 1,060

人であるが、平成 37年度（2025年度）の在宅患者数は 31,500人に増加し、訪問看護

師の必要量は 1,830人に増加する（表 39）。 

 

（単位：人）

平成22年

供給看護職員数 平均増加数による a 47,127 52,780 64,090

コホート要因法による b 47,127 54,600 63,960

必要看護職員数 低位推計 c 47,127 56,210 (9,080) 68,620 (21,490)

(119.3%) (145.6%)

中位推計 d 64,150 (17,020) 78,160 (31,030)

(136.1%) (165.8%)

高位推計 e 64,990 (17,860) 79,110 (31,980)

(137.9%) (167.9%)

ギャップ 低位推計 f=a-c -3,430 -4,530

 供給看護職員数に対する比率 -6.5% -7.1%

g=b-c -1,610 -4,660

-2.9% -7.3%

中位推計 h=a-d -11,370 -14,070

-21.5% -22.0%

i=b-d -9,550 -14,200

-17.5% -22.2%

高位推計 j=a-e -12,210 -15,020

-23.1% -23.4%

j=b-e -10,390 -15,150

-19.0% -23.7%

※1　必要看護職員数・低位推計欄の47,127人は、平成22年の実績値

※2　（）内の数字は平成22年の実績値（47,127人）からの増加数および増加率

※3　平成22年の値は実数、他の値は一桁目で四捨五入

平成27年 平成37年
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表 38 マンパワーの必要量 

 

 

表 39 在宅患者数と訪問看護師の必要量 

 

 

（単位：万人、倍）

職種
2011年度
（平成23）

2015（平成27）年度 2020（平成32）年度 2025（平成37）年度

医師 1.0 1.1 ～ 1.2 1.2 ～ 1.2 1.2 ～ 1.3

看護職員 5.0 5.4 ～ 5.7 6.0 ～ 6.3 6.5 ～ 6.8

介護職員 5.3 6.3 ～ 6.6 7.9 ～ 8.3 9.5 ～ 9.9

医療その他職員 3.1 3.3 ～ 3.5 3.6 ～ 3.8 3.8 ～ 4.0

介護その他職員 2.4 2.9 ～ 3.0 3.6 ～ 3.8 4.3 ～ 4.5

計 16.8 19.0 ～ 20.0 22.2 ～ 23.3 25.3 ～ 26.6

（対2011年度比） ( 1.13 ～ 1.19 ) ( 1.32 ～ 1.39 ) ( 1.51 ～ 1.58 )

（単位：人）

平成23年度 平成27年度 平成37年度

ある月の在宅患者数 24,000 28,500 31,500

訪問看護師の必要量 1,060 1,270 1,830
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5.2 脳卒中に関する検討 

（1）目的 

高齢人口の増加に伴い、患者数の増加が見込まれている。これは高齢者が疾病に罹患

する確率が高い（罹患率が高い）ためであるが、罹患した者がどの程度医療や介護のサ

ービスを受療するのかは、医療技術の進歩、診療報酬制度や介護報酬制度にも依存する。

例えば、新しい治療法が導入され、必要な入院期間が短縮されることは稀ではない。つ

まり、高齢人口の増加によって患者数は増加する可能性が高いものの、医療提供の在り

方によっても変化しうるのである。 

医療提供体制の整備にあたり、これらの変動する要因を踏まえ、将来にわたる必要量

を検討する必要がある。今回はこの検討のためにコンピューター上で、マルコフモデル

を用いたシミュレーションを実施した。 

今回は以下の理由により、脳卒中（脳梗塞、脳出血等）を事例として取り上げ、検討

した。まず、脳卒中のリスクファクターは年齢であり、高齢化に伴って脳卒中の罹患者

は増加している。今後も脳卒中患者の新規発生の増加が見込まれ、超高齢社会の医療提

供体制にとって重要な課題である。また、脳卒中の診療は、急性期の病床に限らず、回

復期リハビリテーション病床、介護施設、在宅へと多段階に及ぶことから、一般病床だ

けを考慮するのではなく、施設間の連携を踏まえた提供体制が必要である。今後の医療・

介護に係る制度の動向を踏まえた時には、この地域医療連携も重要な点である。 

傷病を罹患した者が、医療を受け、完治、軽快する過程には個人差が大きく、一様に

記述することは難しいが、シミュレーションの実施には施設間を遷移する確率、在院期

間といった情報が必要である。本県では平成 22年度（2010年度）に「千葉県脳卒中患

者動向調査」が実施されており、この調査から脳卒中患者の受診、転帰に関する情報が

得られたため、脳卒中に関するシミュレーションが実施できた。 

 

（2）方法 

1）発生数 

脳卒中患者の発生数に関して明確に示した統計は存在しない。一般に人口 10 万人あ

たりの発生数は年間に 200~250 人程度であるとされている。この数字を参照すると、

本県における年間の発生数は 120~150 百人程度であると考えられる。しかし、発生数

が明らかではないことから、ここでは複数の方法を用いて間接的に県内の脳卒中患者の
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発生数を検討した。 

 

① 推計入院患者数および在院期間による検討（検討①） 

厚生労働省が実施している「患者調査」（3年毎実施）では、各都道府県の疾病毎の推

計入院患者数および在院期間が公表されている。ここで推計入院患者数を在院期間で除

して、一日あたりの入院患者数（新規）、年間の発生数を検討した。ただし、患者調査

が実施されるのは 10月であることに注意が必要である。10月は冬に多い脳出血、夏に

多い脳梗塞のいずれにも端境期に相当する。 

 

② 千葉県救急搬送実態調査による検討（検討②） 

本県では毎年 9～10 月中の救急搬送の実態について救急隊、医療機関を通じて調査

している（救急搬送実態調査）。この調査では傷病別の搬送も調べられており、脳卒中

の搬送数を知ることができる。ただし、脳卒中患者の中には自家用車等で医療機関を訪

れる者もおり、日本脳卒中データバンクによる「脳卒中データバンク 2009」では救急

車による搬送割合は 55.9%と報告されている。脳卒中の搬送数を救急車による搬送割合

で除することで、9～10月の発生数、年間の発生数を検討した。ただし、ここでも元に

なるデータが脳卒中発生の端境期に取得されていることに注意する必要がある。 

 

③ 脳卒中地域連携パス関連のデータによる検討（検討③） 

診療報酬制度では、脳卒中の地域連携パスの算定要件は、計画管理病院から回復期リ

ハビリテーション病院に転院し、地域に帰ることが想定されている。県内では診療報酬

の算定を行うために地域連携パスを利用する医療機関の登録が進められており、この中

で患者の移行の状況が明らかになってきている。ここでは平成 24年（2012年）7月か

ら平成 25年（2013年）6月までの計画管理病院のデータを参考として検討した。 

 

2）高齢化に伴う患者数の動向 

前項で検討した年間発生数は現時点のものであるが、今後の高齢化の進展で発生数が

増加すると考えられる。今回は増加の程度を検討するにあたり、「平成 23 年患者調査」
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の脳卒中の受療率（性、年齢階級別、千葉県分）を、国立社会保障・人口問題研究所に

よる都道府県別の将来推計人口（性、年齢階級別）に乗じ、対平成 22年（2010年）比

の入院患者数の増加を示した。ここで求めたのは入院患者数であるが、発生数も同じト

レンドで増加するものとみなした。ただし、将来的には在院期間の短縮、一次・二次予

防の進展、診療報酬の改定、血栓溶解療法（t-PA）へのアクセスの改善などが想定され、

これらの要因によって脳卒中患者の発生数が減少、平均在院期間が短縮する可能性があ

る。 

 

3）シミュレーションの方法 

ここではマルコフモデルを用いてシミュレーションを行う。マルコフモデルはがんを

はじめとして、病状の遷移の把握がよくできている疾患での費用効果分析などでしばし

ば用いられている。例えばマルコフモデルでがんを記述した場合には、新規の罹患者数、

ステージの移行、完解、再発、死亡等の事象を樹状図に表現し、計算する。 

今回は脳卒中患者の発生数、主に急性期病院での退院時病床の種別による転帰の確率

と在院期間の情報をマルコフモデル上で表現し（209 ページの図 118）、平成 22 年初

（2010 年初）の発生を起点としてシミュレーションを開始し、平成 36 年末（2024 年

末）までの期間における一般病床、回復期リハビリテーション等の在院患者数を求めた。 

 

4）遷移確率および在院期間 

入院した脳卒中患者の退院時病床を起点として、自宅、施設または病床への遷移確率

を「千葉県脳卒中患者動向調査」の結果から利用した。また、この調査のデータを再集

計し、退院時病床毎の在院期間を求め、利用した（210ページの表 74）。 

 

5）医療資源 

マルコフモデルによるシミュレーションで計算された在院患者数は、脳卒中に対して

必要な病床数に相当する。また、在院患者に対して医療を提供するために必要となる人

的資源の量に関して、一般病床と回復期リハビリテーション病床で必要となる医師数お
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よび看護職員数を次のデータに基づいて計算した。 

 

① 一般病床 

シミュレーションで求めた ICU および一般病床に入院する患者数に対し、医師数に

ついては社団法人全国自治体病院協議会による「病院経営分析調査報告」の医師一人一

日あたり患者数（入院 5.3人、平成 23年）の値を参考にし、医師数を求めた。 

本事業で県内施設に対して実施した調査から、脳神経外科医が常勤換算数で 2人以上

勤務している病院（101 病院中 20 病院）のみを選択し、診療報酬上の届出病床数（一

般病床）に対する看護職員数（総数の実人数）の比を求めた。病院の病床稼働率を 80%

と仮定して、シミュレーションで求めた患者数に対する看護職員数を求めた。 

脳卒中の診療に従事するのは、脳神経外科医、神経内科医、リハビリテーション科医

等、多岐にわたるため、ここで求める医師数は目安程度であることに注意が必要である。 

 

② 回復期リハビリテーション病床 

一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会では、毎年協会に加入している医療

機関に対して、回復期リハビリテーション病床の患者数、患者の入退院経路、原疾患、

在院期間、配置している医療資源（人的資源）、診療報酬上の届出の状況等を調査して

いる。平成 25年（2013年）2月の調査報告から 100床あたり、患者数比といった単位

あたりの医療資源の配置に関するデータを引用し、シミュレーション結果の患者数に対

応した医療資源の量を求めた。用いたデータの性格上、ここで求める医師数及び看護職

員数は回復期リハビリテーション病床に直接関連するもののみである。 

なお、ここでは将来的な医療提供体制、診療報酬制度の変化を織り込んだ計算とはせ

ず、現状レベルの体制で医療が提供された場合に必要となる医療資源量を求めている。 

 

6）シミュレーションのパターン 

千葉県脳卒中患者動向調査の結果と、回復期リハビリテーション病棟協会の調査結果

を比較したところ、回復期リハビリテーション病床の在院期間に差異が認められた（県

内の調査では平均 103 日、回復期リハビリテーション協会の調査では平均 72 日）。し
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たがって、県内の回復期リハビリテーション病床の在院期間が全国並みになる可能性が

あるものと考え、現状の在院期間（現状維持ケース）と在院期間が短縮された場合（在

院期間短縮ケース）の 2種類の検討を行った。 

 

（3）結果 

1）年間および一日あたり発生数 

3種類の検討による年間の脳卒中の発生数は、順に検討①で 243百人、検討②で 199

百人、検討③で 163百人となった。これと一般に言われている人口 10万人あたり 200

～250人（県内で 120～150百人）という数字から想定される発生数を比較し、最も近

い結果（163 百人、表 40）をシミュレーションに用いた。なお、この結果の根拠とな

るデータは、現状の県内における一年間の脳卒中の診療から得られたものであり、季節

変動も織り込まれている。 

この数字を用いると、平成 22年（2010年）時点の一日あたり発生数は 44人となり、

最終日である平成 36年（2024年）末日の発生数は 67人と見込まれる。なお、検討①

および②の結果は 210ページの表 75に示した。 

 

表 40 脳卒中の年間発生数（検討③） 

 

 

2）患者数の増加率 

平成 37年（2025年）の脳卒中による入院患者数は平成 22年（2010年）時点の 1.53

倍となると見込まれた。この倍率を基にして、平成 22 年から平成 37 年の期間におけ

る一日あたりの増加率を求めると 9.6×10－5%となる。シミュレーションでは、初日の

発生数を 44人とし、日毎に増加率を乗じた。 

（単位：人）

計画管理病院の脳卒中患者 6,365 計画管理病院による集計 a

　うち回復期リハビリテーション病院への転院者 1,153 〃 b

回復期リハビリテーション病院における上記患者の割合 35% WG委員の見解 c

回復期リハビリテーション病院の患者数 3,294 d=b/c

急性期病院から回復期リハビリテーション病院に転院する患者の割合 20% 計画管理病院による集計 e

年間発生数 16,228 ｆ=d/e
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推計に用いた受療率と、推計結果としての患者数の推移（平成 22年（2010年）を 1

とした時の比）は 211ページの図 119および図 120に示した。 

 

3）在院患者数 

シミュレーションの結果は、現状維持ケースの場合、平成 36年末（2024年末）の患

者数は ICU54 人、一般病床 1,466 人、回復期リハビリテーション病床 1,814 人となっ

た。同じく在院期間短縮ケースでは、ICU、一般病床における患者数は変わらず、回復

期リハビリテーション病床で 1,270人となった。 

現状維持ケースと在院期間短縮ケースで、療養病床の患者数がほとんど変わらない理

由は、今回シミュレーションに用いたデータの制約による。千葉県脳卒中患者動向調査

では、個々の患者について、当初の入院先から転院、在宅への移行などの一回の遷移を

調査しているので、医療提供等の全体の流れが記録できているわけではない。この点に

関しては、今後シミュレーションモデルの改良の余地がある。 

 

表 41 在院患者数 

 

※ICU等、一般病床、回復期リハビリテーション病床、療養病床の値はシミュレーション終了時点の入院

患者数、その他、死亡、不明は累積の値である。 

 

（単位：人）

回復期リハビリテーション病床の
在院期間

ICU等 一般病床
回復期リ

ハビリテー
ション病床

療養病床 その他 死亡 不明

103日（現状維持ケース） 54 1,466 1,814 3,002 237,256 40,876 32,705

72日（在院期間短縮ケース） 54 1,466 1,270 3,004 237,759 40,889 32,732
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図 60 現状維持ケースと在院期間短縮ケースの比較 

 

4） 医療資源 

① 一般病床 

一般病床に入院している患者数は、シミュレーションの最後で一日あたり 1,466人で

ある。この結果は、一般病床の場合、現状維持ケースも在院期間短縮ケースでも変わら

ない。平成 36年末（2024年末）に脳卒中患者の診療に必要となる医師数は 346人、看

護職員数は 1,740人となった。 

 

表 42 一般病床の医師数および看護職員数 

 

 

② 回復期リハビリテーション病床 

回復期リハビリテーション病床で必要な医師及び看護職員の数は、在院期間によって

異なり、在院期間が 103日の現状維持ケースでは医師 30人、看護職員 674人、在院期

間が全国平均並みの 72 日に短縮した在院期間短縮ケースではそれぞれ 21 人、472 人

（単位：人）
医師 346
看護職員 1,740
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と見込まれた。 

 

表 43 回復期リハビリテーション病床の医師数および看護職員数 

 

 

 

（単位：人）

現状 現状維持ケース 在院期間短縮ケース

医師 18 30 21

看護職員 401 674 472
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施設別検索地域別統計地図から地域指定

関連地域

千葉県｜市川市｜船橋市｜習志野市｜八千代市｜鎌ケ
谷市｜浦安市
（クリックすると、その地域の画面に移動します）

面積 253.80k㎡

国勢調査
人口

（2005年） 1,634,059人

（2010年） 1,710,000人

人口増減率
（2005～2010年）

4.65％
（※）　0.23％

高齢化率
（65歳以上・2010年）

19.00％
（※）　23.00％

人口密度
（2010年）

6,737.60人／k㎡
（※）　343.40人／k㎡

（※）比較地域：全国平均
（→比較する地域を変更できます）

白地図  スクロール地図 

将来推計人口（人） 医療介護需要予測指数（2010年＝100）

トップページ > 地域別統計 > 千葉県 東葛南部医療圏

JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用してい
ただくことを目的としています。

千葉県 東葛南部医療圏

将来推計人口

国立社会保障・人口問題研究所（2013年3月推計）

年齢階層 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

年少人口（0～14歳） 231,556 226,230 213,096 196,322 178,947 168,733 162,200

生産年齢人口1（15～39歳） 576,747 503,580 463,551 439,118 428,716 412,553 387,704

生産年齢人口2（40～64歳） 577,634 591,480 608,058 618,930 594,885 544,672 484,212

高齢者人口（65歳以上） 324,059 395,499 426,847 437,841 456,905 490,981 534,184

後期高齢者人口（75歳以上＝再掲） 126,160 170,937 219,902 266,302 276,291 270,233 278,533

総人口 1,710,000 1,716,789 1,711,552 1,692,211 1,659,453 1,616,939 1,568,300

http://jmap.jp/facilities/search
http://jmap.jp/
http://jmap.jp/cities/detail/pref/12
http://jmap.jp/cities/detail/city/12203
http://jmap.jp/cities/detail/city/12204
http://jmap.jp/cities/detail/city/12216
http://jmap.jp/cities/detail/city/12221
http://jmap.jp/cities/detail/city/12224
http://jmap.jp/cities/detail/city/12227
http://jmap.jp/
http://jmap.jp/cities/search
http://jmap.jp/
http://www.med.or.jp/
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■0～14歳  ■15～39歳  ■40～64歳 

■65～74歳  ■75歳以上

■ 医療：東葛南部医療圏  ■ 医療：全国平均

■ 介護：東葛南部医療圏  ■ 介護：全国平均

全国
平均 2015 2020 2025 2030 2035 2040

医療 107 111 112 112 110 109

介護 115 129 146 151 150 149

■将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所（2013年3月推計）
　・福島県の各市町村は、県全体の推計値を2010年国勢調査人口で按分
　・さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市、熊本市の各区は、市全体の推計値を2010年国勢調査人口で按分

■医療介護需要予測：各年の需要量を以下で計算し、2010年の介護需要量＝100として指数化
　・各年の医療需要量＝～14歳×0.6＋15～39歳×0.4＋40～64歳×1.0＋65～74歳×2.3＋75歳～×3.9
　・各年の介護需要量＝40～64歳×1.0＋65～74歳×9.7＋75歳～×87.3

＜参考＞医療介護需要予測指数の計算式の根拠は、日医総研ワーキングペーパーNo.323「地域の医療提供体制の現状と将来‒ 都道府県別・二次医療
圏別データ集 ‒（2014 年度版）」のP17をご参照ください。

地域医療資源

2015年9月現在の地域内医療機関情報の集計値（人口10万人あたりは、2010年国勢調査総人口で計算）

施設種類別の施設数 
施設数 人口10万人あたり施設数

■東葛南部医療圏
■全国平均　（→比較する地域を変更できます）東葛南部医療

圏
東葛南部医療

圏 全国平均

一般診療所　合計 957 55.96 68.42  55.96
 68.42

診
療
科
目
に
よ
る
分
類

内科系診療所 552 32.28 40.13  32.28
 40.13

外科系診療所 254 14.85 17.02  14.85
 17.02

小児科系診療所 264 15.44 15.46  15.44
 15.46

産婦人科系診療所 61 3.57 3.56  3.57
 3.56

皮膚科系診療所 178 10.41 8.40  10.41
 8.40

眼科系診療所 101 5.91 5.65  5.91
 5.65

耳鼻咽喉科系診療所 62 3.63 4.23  3.63
 4.23

精神科系診療所 58 3.39 4.12  3.39
 4.12

病院 61 3.57 6.62  3.57
 6.62

在宅療養支援診療所1 1 0.06 0.15  0.06
 0.15

在宅療養支援診療所2 27 1.58 2.02  1.58
 2.02

http://www.jmari.med.or.jp/research/working/wr_553.html
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E5%86%85%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E5%A4%96%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E5%B0%8F%E5%85%90%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%94%A3%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%9A%AE%E8%86%9A%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%9C%BC%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E8%80%B3%E9%BC%BB%E5%92%BD%E5%96%89%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:2/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:1/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:2/searchArea:medical_area/searchId:1202
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在宅療養支援診療所3 74 4.33 9.20  4.33
 9.20

在宅療養支援診療所合計 102 5.96 11.37  5.96
 11.37

在宅療養支援病院1 1 0.06 0.11  0.06
 0.11

在宅療養支援病院2 1 0.06 0.24  0.06
 0.24

在宅療養支援病院3 2 0.12 0.49  0.12
 0.49

在宅療養支援病院合計 4 0.23 0.84  0.23
 0.84

病床種類別の病床数 
病床数 人口10万人あたり病床数

■東葛南部医療圏
■全国平均　（→比較する地域を変更できます）東葛南部医療

圏
東葛南部医療

圏 全国平均

一般診療所病床 506 29.59 86.78  29.59
 86.78

病院病床（全区分計） 14,291 835.73 1,214.25  835.73
 1214.25

病
床
分
類

一般病床 8,175 478.07 697.70  478.07
 697.7

精神病床 3,567 208.60 260.07  208.6
 260.07

療養病床 2,496 145.96 250.83  145.96
 250.83

結核・感染症病床 53 3.10 5.65  3.1
 5.65

職種別の人員数 
職員数 人口10万人あたり人員数

■東葛南部医療圏
■全国平均　（→比較する地域を変更できます）東葛南部医療

圏
東葛南部医療

圏 全国平均

医師（常勤換算人数） 3,380.20 197.67 244.12  197.67
 244.12

看護師（常勤換算人数） 9,003.50 526.52 840.13  526.52
 840.13

地域介護資源

2015年8月現在の地域内介護施設情報の集計値（75歳以上人口1千人あたりは、2010年国勢調査総人口で計算）

施設種類別の施設数 
施設数 75歳以上1千人あたり施設数

■東葛南部医療圏
■全国平均　（→比較する地域を変更できます）東葛南部医療

圏
東葛南部医療

圏 全国平均

介護施設数（合計） 1,610 12.76 13.57  12.76
 13.57

訪問型介護施設数 374 2.96 3.15  2.96
 3.15

通所型介護施設数 420 3.33 3.50  3.33
 3.50

入所型介護施設数 194 1.54 2.16  1.54
 2.16

特定施設数 37 0.29 0.30  0.29
 0.30

居宅介護支援事業所数 360 2.85 2.54  2.85
 2.54

福祉用具事業所数 121 0.96 0.91  0.96
 0.91

施設種類別の定員数 

定員数 75歳以上1千人あたり定員数 ■東葛南部医療圏
■全国平均　（→比較する地域を変更できます）

東葛南部医療

圏

東葛南部医療

圏

全国平均

http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:3/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:all/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:1/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:2/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:3/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:all/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:1/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:2/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:3/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:4/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoService:23/searchArea:medical_area/searchId:1202
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:6/searchArea:medical_area/searchId:1202
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圏 圏

入所定員数（入所型） 8,556 67.82 77.34  67.82
 77.34

入所定員数（特定施設） 2,540 20.13 17.57  20.13
 17.57

職種別の人員数 
職員数 75歳以上1千人あたり人員数

■東葛南部医療圏
■全国平均　（→比較する地域を変更できます）東葛南部医療

圏
東葛南部医療

圏 全国平均

看護師（常勤換算人数） 2,027.31 16.07 19.12  16.07
 19.12

介護職員（常勤換算人数） 12,727.13 100.88 100.99  100.88
 100.99

比較する地域を変更することができます。

比較したい地域（都道府県／二次医療圏／市区町村）を選択して、ボタンを押してください。
都道府県が空欄の場合は「全国平均」と比較します。

都道府県  

二次医療圏 

市区町村 

比較地域を変更する

ご利用案内   よくある質問   お問い合わせ

Copyright Japan Medical Association, All Rights Reserved.

http://jmap.jp/pages/guide
http://jmap.jp/pages/faq
http://jmap.jp/pages/contact
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施設別検索地域別統計地図から地域指定

関連地域

千葉県｜東葛南部医療圏｜市川市｜船橋市｜習志野市
｜八千代市｜鎌ケ谷市｜浦安市
（クリックすると、その地域の画面に移動します）

面積 51.27k㎡

国勢調査
人口

（2005年） 180,729人

（2010年） 189,781人

人口増減率
（2005～2010年）

5.01％
（※）　0.23％

高齢化率
（65歳以上・2010年）

20.30％
（※）　23.00％

人口密度
（2010年）

3,701.60人／k㎡
（※）　343.40人／k㎡

（※）比較地域：全国平均
（→比較する地域を変更できます）

白地図  スクロール地図 

将来推計人口（人） 医療介護需要予測指数（2010年＝100）

トップページ > 地域別統計 > 千葉県 八千代市

JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用してい
ただくことを目的としています。

千葉県 八千代市

将来推計人口

国立社会保障・人口問題研究所（2013年3月推計）

年齢階層 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

年少人口（0～14歳） 28,994 28,533 26,680 24,859 23,192 22,451 22,216

生産年齢人口1（15～39歳） 59,218 53,793 51,886 51,564 52,250 51,459 49,028

生産年齢人口2（40～64歳） 63,099 65,846 68,191 69,533 67,200 62,276 56,523

高齢者人口（65歳以上） 38,466 46,760 50,041 50,608 52,250 56,120 61,486

後期高齢者人口（75歳以上＝再掲） 14,596 20,356 26,464 31,601 32,202 30,901 31,569

総人口 189,781 194,932 196,798 196,564 194,892 192,306 189,253

http://jmap.jp/facilities/search
http://jmap.jp/
http://jmap.jp/cities/detail/pref/12
http://jmap.jp/cities/detail/medical_area/1202
http://jmap.jp/cities/detail/city/12203
http://jmap.jp/cities/detail/city/12204
http://jmap.jp/cities/detail/city/12216
http://jmap.jp/cities/detail/city/12221
http://jmap.jp/cities/detail/city/12224
http://jmap.jp/cities/detail/city/12227
http://jmap.jp/
http://jmap.jp/cities/search
http://jmap.jp/
http://www.med.or.jp/
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■0～14歳  ■15～39歳  ■40～64歳 

■65～74歳  ■75歳以上

■ 医療：八千代市  ■ 医療：全国平均

■ 介護：八千代市  ■ 介護：全国平均

全国
平均 2015 2020 2025 2030 2035 2040

医療 107 111 112 112 110 109

介護 115 129 146 151 150 149

■将来推計人口：国立社会保障・人口問題研究所（2013年3月推計）
　・福島県の各市町村は、県全体の推計値を2010年国勢調査人口で按分
　・さいたま市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、堺市、岡山市、熊本市の各区は、市全体の推計値を2010年国勢調査人口で按分

■医療介護需要予測：各年の需要量を以下で計算し、2010年の介護需要量＝100として指数化
　・各年の医療需要量＝～14歳×0.6＋15～39歳×0.4＋40～64歳×1.0＋65～74歳×2.3＋75歳～×3.9
　・各年の介護需要量＝40～64歳×1.0＋65～74歳×9.7＋75歳～×87.3

＜参考＞医療介護需要予測指数の計算式の根拠は、日医総研ワーキングペーパーNo.323「地域の医療提供体制の現状と将来‒ 都道府県別・二次医療
圏別データ集 ‒（2014 年度版）」のP17をご参照ください。

地域医療資源

2015年9月現在の地域内医療機関情報の集計値（人口10万人あたりは、2010年国勢調査総人口で計算）

施設種類別の施設数 
施設数 人口10万人あたり施設数 ■八千代市

■全国平均　（→比較する地域を変更できます）八千代市 八千代市 全国平均

一般診療所　合計 121 63.76 68.42  63.76
 68.42

診
療
科
目
に
よ
る
分
類

内科系診療所 68 35.83 40.13  35.83
 40.13

外科系診療所 33 17.39 17.02  17.39
 17.02

小児科系診療所 31 16.33 15.46  16.33
 15.46

産婦人科系診療所 10 5.27 3.56  5.27
 3.56

皮膚科系診療所 14 7.38 8.40  7.38
 8.40

眼科系診療所 11 5.80 5.65  5.80
 5.65

耳鼻咽喉科系診療所 7 3.69 4.23  3.69
 4.23

精神科系診療所 5 2.63 4.12  2.63
 4.12

病院 10 5.27 6.62  5.27
 6.62

在宅療養支援診療所1 0 0.00 0.15  0.00
 0.15

在宅療養支援診療所2 2 1.05 2.02  1.05
 2.02

在宅療養支援診療所3 7 3.69 9.20  3.69

http://www.jmari.med.or.jp/research/working/wr_553.html
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E5%86%85%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E5%A4%96%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E5%B0%8F%E5%85%90%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%94%A3%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%9A%AE%E8%86%9A%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%9C%BC%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E8%80%B3%E9%BC%BB%E5%92%BD%E5%96%89%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:1/services:%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%A7%91%E7%B3%BB/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:2/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:1/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:2/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:3/searchArea:city/searchId:12221
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 9.20

在宅療養支援診療所合計 9 4.74 11.37  4.74
 11.37

在宅療養支援病院1 0 0.00 0.11  0.00
 0.11

在宅療養支援病院2 0 0.00 0.24  0.00
 0.24

在宅療養支援病院3 0 0.00 0.49  0.00
 0.49

在宅療養支援病院合計 0 0.00 0.84  0.00
 0.84

病床種類別の病床数 
病床数 人口10万人あたり病床数 ■八千代市

■全国平均　（→比較する地域を変更できます）八千代市 八千代市 全国平均

一般診療所病床 95 50.06 86.78  50.06
 86.78

病院病床（全区分計） 2,535 1,335.75 1,214.25  1335.75
 1214.25

病
床
分
類

一般病床 712 375.17 697.70  375.17
 697.7

精神病床 1,097 578.03 260.07  578.03
 260.07

療養病床 726 382.55 250.83  382.55
 250.83

結核・感染症病床 0 0.00 5.65  0
 5.65

職種別の人員数 
職員数 人口10万人あたり人員数 ■八千代市

■全国平均　（→比較する地域を変更できます）八千代市 八千代市 全国平均

医師（常勤換算人数） 406.40 214.14 244.12  214.14
 244.12

看護師（常勤換算人数） 1,156.00 609.12 840.13  609.12
 840.13

地域介護資源

2015年8月現在の地域内介護施設情報の集計値（75歳以上人口1千人あたりは、2010年国勢調査総人口で計算）

施設種類別の施設数 
施設数 75歳以上1千人あたり施設数 ■八千代市

■全国平均　（→比較する地域を変更できます）八千代市 八千代市 全国平均

介護施設数（合計） 209 14.32 13.57  14.32
 13.57

訪問型介護施設数 51 3.49 3.15  3.49
 3.15

通所型介護施設数 57 3.91 3.50  3.91
 3.50

入所型介護施設数 25 1.71 2.16  1.71
 2.16

特定施設数 4 0.27 0.30  0.27
 0.30

居宅介護支援事業所数 41 2.81 2.54  2.81
 2.54

福祉用具事業所数 16 1.10 0.91  1.10
 0.91

施設種類別の定員数 
定員数 75歳以上1千人あたり定員数 ■八千代市

■全国平均　（→比較する地域を変更できます）八千代市 八千代市 全国平均

入所定員数（入所型） 891 61.04 77.34  61.04
 77.34

入所定員数（特定施設） 244 16.72 17.57  16.72

http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_clinic:all/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:1/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:2/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:3/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type_zaitaku_hospital:all/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:1/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:2/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:3/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:4/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoService:23/searchArea:city/searchId:12221
http://jmap.jp/facilities/search/type:3/kaigoType:6/searchArea:city/searchId:12221
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 17.57

職種別の人員数 
職員数 75歳以上1千人あたり人員数 ■八千代市

■全国平均　（→比較する地域を変更できます）八千代市 八千代市 全国平均

看護師（常勤換算人数） 232.41 15.92 19.12  15.92
 19.12

介護職員（常勤換算人数） 1,444.50 98.97 100.99  98.97
 100.99

比較する地域を変更することができます。

比較したい地域（都道府県／二次医療圏／市区町村）を選択して、ボタンを押してください。
都道府県が空欄の場合は「全国平均」と比較します。

都道府県  

二次医療圏 

市区町村 

比較地域を変更する

ご利用案内   よくある質問   お問い合わせ

Copyright Japan Medical Association, All Rights Reserved.

http://jmap.jp/pages/guide
http://jmap.jp/pages/faq
http://jmap.jp/pages/contact
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計画の性格と位置づけ 

 
◇ 本計画のうち「第７次老人保健福祉計画」は老人福祉法第 20 条の８に定める「老

人福祉計画」で，健康分野に関する高齢者保健施策も内包※しており，また，「第６期

介護保険事業計画」は介護保険法第117条に定める「介護保険事業計画」であり，両

計画を一体的に策定した計画です。 

◇ 「団塊の世代」が後期高齢期を迎える平成37年を見据えた上で，「地域包括ケア体

制」の構築・推進に向けて策定するものです。 

◇ 『八千代市第４次総合計画』の個別計画として位置づけます。 

◇ 国及び千葉県それぞれが策定した関連計画や，『八千代市第２次健康まちづくりプ

ラン』など市が策定した各種計画等との整合・連携を図ります。 

 
※従来の老人保健法に基づく老人保健制度は，平成19年度をもって廃止されましたが，

本計画は高齢者を総合的に支える計画として，健康づくりなど「高齢者保健」につい

ても引き続き方針を定め掲載していくこととします。なお，老人保健法によって実施

していた事業については，高齢者の医療の確保に関する法律と健康増進法に基づき引

き続き実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計画の期間 

 
 介護保険事業計画は，介護保険法第117条第１項により３年を１期とすることが求め

られていることから，本計画の計画期間は，平成27年度（2015年度）から平成29年度

（2017年度）までの３年間とします。 

 

 

八千代市高齢者保健福祉計画【平成27～29年度】 

八千代市 

第７次老人保健福祉計画 

（根拠法：老人福祉法） 

八千代市 

第６期介護保険事業計画 

（根拠法：介護保険法） 

Ⅰ 計画の概要 



 

- 2 - 

 

 高齢者等の現状 
（１）人口の推移 

平成21年から平成26年までの本市の総人口の推移をみると，平成24年を除き，前

年より増加しており，平成26年10月1日現在で193,861人となっています。 

また，65歳以上の高齢者人口は，一貫して総人口の伸びを上回るペースで増加し続

けており，構成比（高齢化率）の上昇が続いています。 

【総人口・高齢者人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年10月1日現在の八千代市の人口を，５歳ごとの男女別に分布を示すと下記

のとおりとなります。 

 男女ともに，40歳から 44歳までの年齢層に人口が多く分布しており，年少人口が少

なく，高齢者人口が多い，“つぼ型”となっています。 

【男女別人口分布】 
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0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

男性

女性

資料：住民基本台帳 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

総人口 192,274 193,123 193,307 193,077 193,181 193,861

65歳以上 36,886 38,176 39,216 41,183 43,168 45,025

総人口 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

65歳以上 19.2 19.8 20.3 21.3 22.3 23.2

区分

実
数

（

人
）

構
成
比

（

％
）

Ⅱ 高齢者等をめぐる現状と課題 

注：平成26年10月１日現在 
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（２）高齢者世帯の状況 

  高齢者のいる世帯は，増加を続け全体の33.6％を占めています。これに伴い，ひと

り暮らし高齢者数や高齢者のみの世帯は，急速に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：国勢調査（各年10月１日現在） 

注：「高齢者のいる世帯」には，入院や施設入所の高齢者を含む 

注：（ ）内は「総世帯数」に対する割合 

 

 

   

 

 高齢者等に関する施策課題 

 

 

 

区  分 平成17年 平成22年 

総世帯数 
世帯 68,609 74,765 

 高齢者のいる世帯 世帯 

（％） 

19,853 

（28.9） 

25,161 

（33.6） 

 

ひとり暮らし高齢者世帯 世帯 

（％） 

3,917 

（5.7） 

5,584 

（7.4） 

高齢者夫婦のみ世帯 世帯 

（％） 

4,788 

（6.9） 

6,906 

（9.2） 

◇高齢者の社会参加の促進 

〈詳細・具体的な内容〉 

・仲間づくりのための活動の場や自己啓発や教養を高めるための学習機会を求め 

る高齢者が多い。 

・日常生活のちょっとした事（ごみ出し、草むしり等）で困っている高齢者等が 

いる。 

  ・１割近くの高齢者が，収入のある仕事をしている。 

◇健康づくり・介護予防の推進 

〈詳細・具体的な内容〉 

・介護予防への意識が低く，介護予防事業を知らない人が多いと思われる。 

・「骨折・転倒」が原因となって，要介護となった高齢者が多い。 

・「口腔ケア」の重要性を再認識してもらう必要がある。 
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◇相談支援体制の充実 

〈詳細・具体的な内容〉 

・相談相手がいない高齢者がみられる。 

・「地域包括支援センター」について「知らない」という高齢者が過半数となっ 

ており，認知度が低い。 

・地域における“助け合い”のネットワークが必要になっている。 

・安否確認の必要な高齢者がいる。また，地域の中で孤立してしまう高齢者がい 

る。 

◇住み慣れた地域で住み続けられる安心・快適な生活環境づくりの推進 

〈詳細・具体的な内容〉 

・高齢者が住みやすい環境整備が必要である。 

・住居が“ごみ屋敷”のようになり，近隣に迷惑になってしまっている高齢者が 

いる。 

・高齢者の緊急時の支援が必要である。 

・買い物ができなくて困っている高齢者等がいる。 

・介護予防の事業に関する制度改正が行われる。また，そのことに不安を感じて 

いる高齢者等がいる。 

・高齢者の移動手段が少なくて困っている。 

・医療ニーズの高い高齢者等の介護サービスの利用が難しい。 

◇認知症ケア体制の構築 

〈詳細・具体的な内容〉 

・認知症に対する理解が不足している。 

・高齢者が，金銭管理や日常生活上のさまざまな手続きができない。 

・地域における“助け合い”のネットワークが必要になっている。 

◇介護保険サービスの質と量の確保 

〈詳細・具体的な内容〉 

・介護サービスが不足している。 

・ケアマネジャーのスキルアップが必要である。 

・高齢者の施設入所が難しい。 

・介護保険サービスを受ける際の費用負担が重い。 
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高齢者が生涯にわたり健やかで安心した生活を 

営むことができるまちづくり 

 

 計画の基本理念 

 第６期の計画期間においても，高齢者の加齢に伴う心身状態の低下と安心して暮らせ

る体制を社会全体でサポートしていく必要が高まると同時に，高齢者自身の社会参加も

よりいっそう必要とされます。 

このようなことから，基本理念は第５期の計画を継承し，次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 計画の基本方針 

 本計画の「基本理念」を実現するため，次のような方針によって計画を推進していく

こととします。 

◇2025年を見据えた施策展開 

  団塊の世代の方々が75歳以上となる2025年（平成37年）を見据え，そこへ至るス

テップとして施策，事業を展開していきます。 

◇介護保険制度改正への対応 

  次ページに示すような，介護予防給付による訪問介護，通所介護の地域支援事業へ

の移行，小規模な通所介護の地域密着型サービスへの移行などの制度改正について，

必要となる条例の制定なども含め適切に対応していきます。 

◇地域包括ケア体制の推進 

  地域包括ケア体制（システム）とは，『地域包括ケア研究会報告書(平成22年３月)』

の中で，「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で，生活上の安全・安

心・健康を確保するために，医療や介護，予防のみならず，福祉サービスを含めた様々

な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制」である

と定義されています。 

本計画においては，地域包括ケア体制の構成要素として，①医療・看護との連携強

化，②介護・リハビリテーション（サービスの充実強化，自立支援型の介護の推進），

③保健・予防（介護予防や疾病予防等），④生活支援・福祉サービス（見守り，買い物

など多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など），⑤（高齢期になっても住み続け

ることのできるバリアフリーの）住宅の整備，の取り組みの包括的推進を重視してい

きます。 

Ⅲ 計画の基本的な考え方 
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介護保険制度改正の主な内容 

１ 地域支援事業の内容の変更など 

    従来の介護予防事業の部分を「介護予防・日常生活支援総合事業」として再編するとと

もに，全国一律の「予防給付」の「訪問介護（ホームヘルプサービス）」，「通所介護（デ

イサービス）」を，市町村が取り組む地域支援事業へ移行させ，既存の介護事業者による

サービスに加えて特定非営利活動法人，民間企業，シルバー人材センター，市民ボランテ

ィア等の社会資源を担い手とする多様化を図る。 

２ 特別養護老人ホームの入所基準 

特別養護老人ホームの新規入所者を，原則，要介護３以上に限定する（※既入所者は除

く）。（平成27年４月１日施行） 

※要介護１または２でも，一定の場合には入所可能 

３ 費用負担の公平性の確保 

（1）低所得者の保険料軽減を拡充 （平成27年４月１日施行） 

（2）一定以上の所得のある利用者の自己負担を２割とする。（平成27年８月１日施行） 

（3）低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する補足給付の要件に資産などを追加する。
（平成27年８月１日施行） 

４ 住所地特例 

有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を住所地特例の対象とする。

（平成27年４月１日施行） 

５ 地域密着型サービスへの移行等 

小規模な通所介護の地域密着型サービスへの移行 

（平成28年４月１日までの政令で定める日施行） 

 

 

 

 

 

 

 計画の基本目標 

 
 基本理念の内容を実現するための本計画の基本目標を，次の６つとし，施策の方向を

明らかにするとともに，その総合的な展開を図ります。 
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基本目標１ 高齢者の社会参加の促進 
 

元気な高齢者の活動を支援し，はつらつ・いきいきとした暮らしを続けてい

けるように図ります。生きがいづくりの支援や社会参加の促進を行い，高齢者

が生涯にわたり生活を楽しむことができるような地域社会の構築を進めます。 
 

基本目標２ 健康づくり・介護予防の推進 
 

高齢者ができる限り要介護状態にならず，一人ひとりが健やかな生活を送る

ことができるように，介護予防事業を推進するとともに，地域での支え合いを

基盤とした住民主体の健康づくりを推進します。 

また，健康診査，各種がん検診等により疾病の早期発見，早期治療につなげ，

壮年期からの健康づくりに努めます。 
 

基本目標３ 相談支援体制の充実 
 

高齢者の地域での自立した生活を支援していく体制の整備を進めるとともに，

地域ぐるみで高齢者を見守り，支える体制の確立を図ります。また，地域包括

支援センターを核にして，地域ケア会議の活用などを行い地域における高齢者

等支援のネットワークの構築を図ります。 
 

基本目標４ 住み慣れた地域で住み続けられる安心・快適な生活環境づくりの推進 
 

地域包括ケア体制の重要な構成要素である高齢者の住まいの確保，在宅福祉

サービス，在宅医療と介護の連携などを推進します。また，今回の介護保険制

度改正の最も大きな事項である介護予防・日常生活支援総合事業の開始に向け

て準備を進めます。 
 

基本目標５ 認知症ケア体制の構築 
 

高齢者が尊厳を持って生活していくためには，認知症になっても誰もが住み

慣れた地域の中で安心して暮らせることが大切であることから，認知症に関す

る正しい理解，認知レベルに応じた相談，介護サービスの基盤整備等の認知症

支援体制の充実を図っていきます。 
 

基本目標６ 公的介護施設等の整備及び介護保険事業と保険料 

介護が必要になった場合でも，可能な限り住み慣れた地域で生活し続けるこ

とができるよう，在宅サービスの充実を図るとともに，施設サービスでも広域

的な整備計画によってサービスの確保に努めます。 

また，介護保険サービスの質の向上を図るため事業者の育成・指導に当たる

とともに，制度運営の持続可能性をより高めるため介護給付の適正化を推進し

ます。 
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 日常生活圏域の設定等 

（１）日常生活圏域の設定 

本市では，地域コミュニティ推進計画における地域コミュニティとの整合性，交通事

情等の社会的条件を考慮し，第３期の計画において設定した日常生活圏域を第５期まで

引き継いでいます。本計画の日常生活圏域についても設定当時に考慮した状況に大きな

変化は見られないこと，及び日常生活圏域を単位として地域密着型サービスの整備を進

めている継続性に配慮し，第５期の日常生活圏域を次のとおり引き継ぐこととします。 

【日常生活圏域の区割り表】 

日常生活圏域 地  区 

１ 阿蘇地域 
米本，神野，保品，下高野，米本団地，堀の内，上高野の一部（阿

蘇中学校の学区内にある上高野） 

２ 村上地域 
村上，村上南，下市場，村上団地，勝田台北，上高野の一部（村

上東中学校の学区内にある上高野） 

３ 睦地域 
桑納，麦丸，桑橋，吉橋，尾崎，島田，神久保，小池，真木野，

佐山，平戸，島田台，大学町 

４ 大和田地域 
大和田，萱田，萱田町，ゆりのき台，大和田新田の一部（萱田中

学校，大和田中学校の学区内にある大和田新田） 

５ 高津・緑が丘地域 
高津，高津東，緑が丘，高津団地，大和田新田の一部（高津中学

校，東高津中学校の学区内にある大和田新田） 

６ 八千代台地域 八千代台東，八千代台南，八千代台西，八千代台北 

７ 勝田台地域 勝田台，勝田，勝田台南 

 



 

- 9 - 

（２）「地域包括支援センター」の設置 

 地域包括支援センターは，地域で暮らす高齢者を保健，医療，福祉，介護などさまざ

まな面から総合的に支援するため，主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）・社会福

祉士・保健師等の３職種がチームを組んで対応し，地域にあるさまざまな社会資源を活

用しながら高齢者のニーズに応じた適切なサービスを提供しています。設置は，日常生

活圏域ごとに１か所ずつ（睦，大和田地域については２圏域で１か所），合計６か所（市

直営１か所，社会福祉法人委託５か所）で，地域包括ケアを担う拠点として機能してい

ます。 

 

【地域包括支援センター設置状況】 

日常生活 

圏域 
センター名称・所在地 運営 

阿蘇地域 

八千代市阿蘇地域包括支援センター 
社会福祉法人

八千代美香会 米本2208-3 

村上地域 

八千代市村上地域包括支援センター 
社会福祉法人

愛生会 村上団地2-7-104 

高津・ 

緑が丘地域 

八千代市高津・緑が丘地域包括支援センター 
社会福祉法人

清明会 
高津団地1-13-112 

八千代台 

地域 

八千代市八千代台地域包括支援センター 
社会福祉法人

悠久会 
八千代台西1-7-2山﨑ビル３階Ｂ号室 

勝田台地域 

八千代市勝田台地域包括支援センター 
社会福祉法人

翠燿会 
勝田台2-3-1 

 

睦地域 

八千代市大和田・睦地域包括支援センター 

 大和田新田312-5市役所内 市直営 
 

大和田地域 
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 高齢者人口等の見通し 
（１）高齢者数等の推計 

本市の総人口は，緩やかに増加していく一方で，高齢者人口の伸びは，顕著であり高

齢化率は，平成29年に25％に達すると見込まれます。 

【総人口の推移と高齢化率の推移】 

平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３７年

総人口 193,077 193,181 193,861 194,410 194,596 195,070 199,355

４０～６４歳 65,938 66,143 66,434 66,961 67,393 67,937 72,122

６５歳以上 41,183 43,168 45,025 46,663 47,758 48,731 51,900

（内訳）

６５～７４歳 24,515 25,362 26,211 26,414 26,183 25,821 20,847

７５歳以上 16,668 17,806 18,814 20,249 21,575 22,910 31,053

４０～６４歳 34.2 34.2 34.3 34.4 34.6 34.8 36.2

６５歳以上 21.3 22.3 23.2 24.0 24.5 25.0 26.0

（内訳）

６５～７４歳 12.7 13.1 13.5 13.6 13.5 13.2 10.5

７５歳以上 8.6 9.2 9.7 10.4 11.1 11.7 15.6

構

成

比

（

％

）

区分

実

数

（

人

）

実績 推計

注：各年10月１日現在 

注：人口推計は，コーホート要因法を用いた八千代市将来 
人口調査報告書（平成25年10月）を基礎データとし， 
本計画のために作成したものです。 
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（２）要介護等認定者数の推計 

第６期計画期間以降も高齢化が進展し，高齢者数の増加とともに，要介護・要支援認

定者も増加することが予測されます。 

要介護等認定者数は，平成27年で6,556人，平成29年で7,406人，平成37年におい

ては1万人を超える人数になると推計されます。推計は，現在の年齢構成別認定状況か

ら将来の年齢構成を踏まえたものです。 

 

 【要介護等認定者数の実績と推計】                       単位：人 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 内1号被保険者 認定率(％)

平成24年 767 698 991 914 593 652 521 5,136 4,962 12.0

25年 854 814 1,137 946 684 737 566 5,738 5,563 12.9

26年 925 799 1,233 1,022 736 784 584 6,083 5,912 13.1

27年 1,010 789 1,363 1,125 804 856 609 6,556 6,389 13.7

28年 1,087 766 1,481 1,218 859 916 623 6,950 6,786 14.2

29年 1,167 747 1,608 1,327 918 980 659 7,406 7,235 14.8

37年 1,604 958 2,386 2,001 1,304 1,520 864 10,637 10,443 20.1

注：各年10月１日現在 

注：認定率は，認定者である第１号被保険者を前頁に記載されている65歳以上人口で除した値 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔推計〕 
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基本目標１ 高齢者の社会参加の促進 

 通い・集いの場の提供 
 高齢者の閉じこもりや孤立を予防するための仲間づくり支援として，各種レクリエー

ション活動の機会及び気軽に通え，集える場を提供します。 

（１）通いの場の提供 

（２）老人クラブへの支援   

（３）老人福祉センターの利用促進 

（４）地域密着型サービス事業所の活用  新規  

（５）社会参加マップの配布  新規  

   

 

 地域で活躍できる場の提供 
 高齢者が豊富な知識，経験等を活かして，地域社会の支え手として活躍できる場を提

供します。 

（１）シルバー人材センターの支援 

（２）ふれあい大学校の実施 

（３）ボランティア活動の推進  新規  

 

 

 

基本目標２ 健康づくり・介護予防の推進 

 介護予防に関する普及啓発 
 要介護状態等の原因となるロコモティブ症候群＊やメタボリック症候群＊，認知症，口

腔機能低下等を予防するために，運動や食生活等の生活習慣の改善に関する知識や情報

を提供します。 

（１）いきいき教室の実施 

（２）やちよ元気体操を活用した運動教室の実施 

（３）介護予防に関する出前講座の実施 

 

＊ロコモティブ症候群…骨，関節，筋肉等の運動器の障害のために介護が必要となる危険性の高い状態 

＊メタボリック症候群…内臓脂肪型肥満に加えて，高血糖，高血圧，脂質異常のうちいずれか２つ以上重な

り，生活習慣病をはじめ，脳梗塞・心筋梗塞等の病気が引き起こされやすくなった

状態 

Ⅳ 具体的な取組内容 
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 健康づくりや介護予防を推進する人材の養成とその活動支援 
 身近な地域で住民同士が楽しみながら運動等を続けられるように，地域の中で健康づ

くりや介護予防を推進する人材の養成とその自主活動を支援します。 

（１）「やちよ元気体操応援隊＊養成講座」の実施 

（２）住民主体の健康づくりへの活動支援 

＊やちよ元気体操応援隊…やちよ元気体操の普及と地域に根付いた住民主体の健康づくりを推進する人材 

 

 

 介護予防を目的とした保健事業の推進 
 要介護状態等の原因となる生活習慣病の予防，早期発見，早期治療により，健康の保

持増進を図るために，健康診査，がん検診等を行います。 

（１）健康診査・保健指導の実施 

（２）がん検診等の実施 

（３）歯科健康診査の実施 

 

 

 

 

基本目標３ 相談支援体制の充実 

 発見・見守り機能の強化 
 周囲の人たちが「最近様子がおかしい」，「近頃見かけなくなった」等高齢者の異変を

発見し，市や地域包括支援センターに連絡してくれるような体制を整備します。 

（１）民間事業者等による見守り  新規 （平成26年度から実施） 

（２）地域団体による見守り 

（３）認知症サポーター＊による見守り  新規  

（４）やちよ情報メールの普及・啓発 

 

＊認知症サポーター…認知症サポーター養成講座を受講した，認知症の高齢者やその家族を応援す

るボランティア 
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 地域包括支援センターの相談機能の強化 
 高齢者等へより効果的な支援を行い，住み慣れた地域での生活が続けられるよう地域

包括ケアシステムにおける相談・コーディネートの中心的な役割を担う地域包括支援セ

ンターの機能を強化します。 

（１）地域包括支援センターの周知 

（２）適正な人員配置 

（３）地域包括支援センター及び職員の質の確保 

（４）基幹型センターの機能強化  新規  

 

 

 連携の取れた支援体制の構築 
 地域包括支援センター等に相談があった事案に関し，適切な援助につながるよう，地

域の他機関と連携する支援体制を構築します。 

（１）支援ネットワークの構築 

（２）介護支援専門員（ケアマネジャー）の技能向上のための支援 

（３）地域ケア会議＊の充実  新規  

（４）家族介護者への支援 

  

＊地域ケア会議…地域での高齢者の生活を支えていくためには，関係機関や地域住民，民間サービ

スも含め包括的に支援体制を構築する必要があるため，高齢者を支える関係者が

集まり，住み慣れた地域での支援を行うよう連携した支援を検討する会議 

 

 

 高齢者の権利擁護に関する相談 
 高齢者の人権が，認知症等による判断能力や心身の機能低下，家族関係の悪化等の理

由により侵害されることがあります。また，悪質な業者による消費者被害や介護者等に

よる身体的・心理的・性的な暴力や経済搾取，介護放棄等の高齢者虐待が年々増加して

います。高齢者の権利擁護に関する相談支援体制を整備し，被害の防止を図ります。 

（１）高齢者虐待への対応 

（２）消費者被害の防止 

① 消費者被害情報の把握 

② 消費者被害の発見と早期対応への取り組み 
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基本目標４ 住み慣れた地域で住み続けられる安心・快適な生

活環境づくりの推進 
 高齢者の住まいの確保 
 高齢化の進行やひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯の増加により，高齢者の住まい

に対するニーズは多様化しています。 

高齢者が住み慣れた地域で状況に適した住まいを確保できるよう，公的介護施設等や

高齢者向け住宅等の整備の促進，その他必要な支援を行っていきます。 

（１）公的介護施設等の整備 

（２）高齢者向け住宅等の整備 

（３）高齢者が安心して住まいを確保することのできる仕組みの紹介  新規  

  

 

 在宅福祉サービスの実施 
 ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等ができる限り住み慣れた地域で自立した生

活を継続できるよう，介護保険サービスで賄えない様々な在宅福祉サービスを実施しま

す。 

（１）ひとり暮らし老人緊急通報システムの設置 

（２）老人日常生活用具の給付・貸与 

（３）ねたきり老人福祉手当の支給 

（４）介護用品購入費の助成 

（５）在宅重度認知症高齢者手当の支給 

（６）はいかい高齢者家族支援サービス 

（７）ＳＯＳネットワーク 

（８）生きがいデイサービスの実施 

（９）高齢者ホームヘルプサービスの実施 

 

 

 高齢者の緊急時の対応 
 高齢者が安心して生活を送ることができるよう，自然災害その他緊急事態に高齢者の

生命，財産を守る施策を推進します。 

（１）避難行動要支援者への対応 

（２）高齢者緊急一時保護制度 

（３）養護老人ホーム＊への措置 

＊養護老人ホーム…65歳以上の高齢者で，環境上の理由及び経済的な理由により居宅において生活

することが困難な人を入所させ，養護することを目的とする入所施設 
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 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 
 新規  

 介護予防・日常生活支援総合事業は，市町村が中心となり，地域の実情に応じて住民

等の多様な主体が参画し，多様なサービスを充実させることで，地域の支え合い体制づ

くりを推進し，要支援者等への効果的・効率的な支援等を可能とすることをめざすもの

です。 

 本市では，介護予防・日常生活支援総合事業の体制を築くために，介護保険法の経過

措置期間を活用し，平成29年４月からの開始としますが，体制が整ったときは，これよ

りも早期に開始する可能性もあります。 

（１）介護予防・生活支援サービス事業における訪問型サービス・通所型サービス 

（２）生活支援コーディネーターの配置 

（３）生活・介護支援サポーターの養成・活動支援 

 

 

 

 生活支援サービスの充実 
 新規  

 地域の高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定的・継続的に構築するため，

新たな住民参加サービス等の担い手として生活・介護支援サポーターを養成し，地域で

高齢者の生活を支えるシステムを構築します。 

（１）生活支援コーディネーターの配置 

（２）生活・介護支援サポーターの養成 

（３）高齢者の生活を支える社会資源の把握 

（４）高齢者の移動手段の確保（一部平成26年度から実施） 
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参考：厚生労働省資料 

 

 

 

 

 在宅医療・介護連携の推進 
 新規  

 高齢者が疾病を抱えても，住み慣れた生活の場で療養し，自分らしい生活を続けられ

るよう，地域の医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護の

提供を行える体制の構築を図ります。 

（１）地域の医療・介護サービス資源の把握 

（２）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議 

（３）在宅医療・介護関係者の研修会の開催 

（４）認知症施策における在宅医療・介護連携（「認知症支援関係者協議会」の開催） 

 



 

- 18 - 

基本目標５ 認知症ケア体制の構築 

 認知症支援策の充実 
 新規  

 従来取り組んできた認知症予防及び認知症に関する広報・啓発，認知症相談並びに認

知症高齢者の権利擁護の取り組みに加え，早期からの適切な診断や対応，認知症につい

ての正しい知識と理解に基づく本人やその家族への支援を包括的かつ継続的に実施する

体制づくりを推進します。 

（１）認知症に関する知識の普及・啓発 

① 介護予防事業 

② 認知症サポーターの養成 

③ 認知症ケアパスの作成・普及 

（２）認知症に関する相談体制の強化 

① 認知症コーディネーター＊による相談 

 ② 介護サービス事業所等での相談・支援の促進 

 ③ 認知症高齢者とその家族の支援 

（３）地域における認知症支援体制の構築 

 ① 認知症地域支援推進員等設置事業 

② 認知症支援関係者協議会の開催 

 

＊千葉県認知症コーディネーター…千葉県が養成し，認知症の初期対応や入退院等，生活環境の変化の際

等の困難事例に際し，専門職に対する助言・支援・関係機関相互の調

整等を行う者 

 

 

 認知症高齢者の権利擁護の推進 
 認知症等によって判断能力が低下し，生活維持が困難になった場合でも，適切な介護

サービス等が受けられるよう，また，金銭の管理や法律行為が適切に行えるよう支援し

ます。 

（１）成年後見制度の活用推進 

① 地域包括支援センターにおける権利擁護事業 

 ② 成年後見開始の市長申立て制度の活用 

③ 市民後見推進事業  新規  
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基本目標６ 公的介護施設等の整備 

 介護保険施設等の整備の推進 

 地域密着型サービスの基盤整備の推進 
 各施設の必要整備量を見極めながら，計画的な整備を促進します。 

【介護保険施設等の整備済数と新規整備目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※介護老人福祉施設の整備済数は，公設公営の特別養護老人ホーム三山園の八千代市民入所枠を含む。 

 

【地域密着型サービスの基盤整備済数と新規整備目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所*による整備も可能とする。 

 

＊サテライト型小規模多機能型居宅介護事業所…本体事業所との密接な連携の下に運営される事業所 

施設の種類 整備目標年度

(1)介護老人福祉施設
平成27年度:1施設10床
平成28年度:1施設40床

(2)介護老人保健施設

(3)介護療養型医療施設

(4)特定施設入居者生活介護 平成27年度:1施設４床

整備済数
施設数（定員）

新規整備目標
施設数（定員）

　　　４(244) 　　　１(4)

　　　７(516) ※ 　　　２(50)

　　　３(300) 　　　０(0)

　　　０(0) 　　　０(0）

施設の種類
整備目標年度

（日常生活圏域）

(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護 平成29年度（村上地域）

(2)夜間対応型訪問介護

(3)認知症対応型通所介護

(4)小規模多機能型居宅介護
平成28年度
（阿蘇地域・八千代台地域）

(5)認知症対応型共同生活介護

(6)地域密着型特定施設入居者生活介護

(7)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 平成29年度（村上地域）

(8)看護小規模多機能型居宅介護

整備済数
施設数（定員）

新規整備目標
施設数（定員）

1 1

       8（135）      0（0）

2 0

　　　　3（27）      0(0）

       5（112）    2 ※

     0（0）      0（0）

     0（0）      0（0）

      2（56）       1（29）
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 介護保険事業費と算出の流れ 
（１）介護保険の財源 

 
 

（２）保険料収納必要額の算出 

第１号被保険者の保険料収納必要額は，下記の流れで算出されます。  
 

【必要となる費用の見込み】 

① 総給付費 

＋）② 特定入所者介護サービス費等給付額 

＋）③ 高額介護サービス費等給付額 標準給付費 

＋）④ 高額医療合算介護サービス費等給付額 

＋）⑤ 算定対象審査支払手数料 

＋）⑥ 地域支援事業費 
 

   ⑦ 介護保険事業費 

⑧ 第１号被保険者負担分相当額（上記⑦介護保険事業費の22％）  
 
【保険者ごとに異なる係数】 

⑧ 第１号被保険者負担分相当額 

＋）⑨ 調整交付金相当額（標準給付費の5.00％） 

－）⑩ 調整交付金見込額 

＋）⑪ 財政安定化基金拠出金見込額 

＋）⑫ 財政安定化基金償還金 

－）⑬ 介護給付費準備基金取崩額 
 

Ⅴ 介護保険事業費と保険料 

■介護保険の財源 （居宅） 

＊国から交付される調整交付金の交付率

によって実質の負担割合は変化します。 

＊介護予防，総合相談等の地域支援事業に

も保険料が充てられます。 

⑭ 保険料収納必要額 
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（３）保険給付費の算出 

  推計した計画期間３年間の各サービスの提供見込み量を給付費に換算すると，下の

表のようになり，「介護給付費」と「予防給付費」を合わせた「総給付費」は，305億

9,872万9,827円となります。 

                                          単位：円  

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

居宅サービス 

 

訪問介護 885,928,165 926,833,556 993,244,709 

訪問入浴介護 62,350,738 63,735,795 67,492,724 

訪問看護 247,436,765 322,046,816 422,980,541 

訪問リハビリテーション 21,580,549 25,873,951 32,837,173 

居宅療養管理指導 103,892,157 116,290,442 132,353,431 

通所介護 1,806,915,070 776,926,775 870,094,473 

通所リハビリテーション 350,943,802 379,211,433 415,715,897 

短期入所生活介護 607,667,985 690,119,458 802,180,154 

短期入所療養介護 44,461,990 60,497,981 80,533,621 

福祉用具貸与 275,133,684 288,586,114 308,974,398 

特定福祉用具購入 12,765,373 13,576,757 14,672,117 

住宅改修 45,716,351 49,652,730 54,941,390 

特定施設入居者生活介護 506,365,893 521,182,750 539,642,194 

居宅介護支援 483,016,000 523,652,000 569,961,000 

地域密着型サービス 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 24,588,479 

夜間対応型訪問介護 14,553,357 15,548,800 16,852,988 

認知症対応型通所介護 39,788,085 43,253,933 48,068,791 

小規模多機能型居宅介護 214,413,516 308,486,805 309,835,320 

認知症対応型共同生活介護 406,966,950 404,920,741 404,920,741 

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 185,661,454 185,109,303 282,140,959 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 

地域密着型通所介護（仮称）  1,216,215,579 1,362,062,038 

施設サービス 

 

介護老人福祉施設 1,466,875,976 1,627,080,353 1,703,389,791 

介護老人保健施設 1,029,260,875 1,072,154,179 1,119,060,290 

介護療養型医療施設 16,090,855 16,052,326 16,052,326 

介護給付費計（Ａ） 8,827,785,590 9,647,008,577 10,592,595,545 
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                                                                  単位：円 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

介護予防サービス 

 介護予防訪問介護 124,402,489 125,995,021 64,473,588 

介護予防訪問入浴介護 966,264 954,500 950,560 

介護予防訪問看護 17,382,846 20,682,809 24,305,773 

介護予防訪問リハビリテーション 3,478,945 5,496,503 7,952,199 

介護予防居宅療養管理指導 10,146,759 12,393,728 15,065,147 

介護予防通所介護 188,317,466 188,329,109 95,386,000 

介護予防通所リハビリテーション 45,244,109 50,205,335 55,925,442 

介護予防短期入所生活介護 1,962,228 1,966,133 1,991,744 

介護予防短期入所療養介護 151,474 149,726 148,740 

介護予防福祉用具貸与 20,642,006 21,928,880 23,459,627 

特定介護予防福祉用具購入 2,350,318 2,326,656 2,325,671 

介護予防住宅改修 22,535,922 23,039,016 23,744,302 

介護予防特定施設入居者生活介護 47,150,751 48,957,441 51,104,300 

介護予防支援 58,638,000 59,367,000 34,110,000 

地域密着型介護予防サービス 

 介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 7,222,227 9,462,260 8,551,101 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 

予防給付費計（Ｂ） 550,591,804 571,254,117 409,494,194 

 

「総給付費」に特定入所者介護サービス費等給付額と高額介護サービス費等給付額，

高額医療合算介護サービス費等給付額を加え「保険給付費」が算出されます。 

                                           単位：円 

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合 計 

介護給付費（Ａ） 8,827,785,590 9,647,008,577 10,592,595,545 29,067,389,712 

予防給付費（Ｂ） 550,591,804 571,254,117 409,494,194 1,531,340,115 

総給付費（Ｃ） 
＝（Ａ）＋（Ｂ） 

9,378,377,394 10,218,262,694 11,002,089,739 30,598,729,827 

特定入所者介護サービス費等給付額（Ｄ） 265,331,068 269,342,453 293,917,706 828,591,227 

高額介護サービス費，高額医療合算介護サービス費等給付額（Ｅ） 178,235,700 195,547,817 214,517,719 588,301,236 

保険給付費（Ｆ） 
＝（Ｃ）＋（Ｄ）＋（Ｅ） 

9,821,944,162 10,683,152,964 11,510,525,164 32,015,622,290 
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（４）標準給付費の算出 

「保険給付費」に，審査件数の伸びを勘案した算定対象審査支払手数料を加えて，

「標準給付費」が算出されます。 

                                           単位：円 

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合 計 

保険給付費（Ｆ） 9,821,944,162 10,683,152,964 11,510,525,164 32,015,622,290 

算定対象審査支払手数料 9,072,804 9,870,224 10,737,740 29,680,768 

標準給付費 （Ｇ） 9,831,016,966 10,693,023,188 11,521,262,904 32,045,303,058 

   

（５）介護保険事業費の算出 

地域支援事業費の内訳は，下記のとおりです。 

                                           単位：円 

 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合 計 

地域支援事業費（Ｈ） 
161,257,000 192,941,000 379,580,000 733,778,000 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 
33,111,000 34,247,000 210,886,000 278,244,000 

 包括的支援事業費 
125,039,000 155,087,000 165,087,000 445,213,000 

 任意事業費 
3,107,000 3,607,000 3,607,000 10,321,000 

 

 

「標準給付費」に，地域支援事業費を加えて「介護保険事業費」が算出されます。 

                                         単位：円 

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合 計 

標準給付費（Ｇ） 9,831,016,966 10,693,023,188 11,521,262,904 32,045,303,058 

地域支援事業費（Ｈ） 161,257,000 192,941,000 379,580,000 733,778,000 

介護保険事業費 9,992,273,966 10,885,964,188 11,900,842,904 32,779,081,058 
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 介護保険料の算出 
（１）第１号被保険者介護保険料基準額の推計 

 

【第１号被保険者の保険料額の計算】 

⑭ 保険料収納必要額 

÷）⑮ 予定保険料収納率 

÷）⑯ 所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数（３年間） 
 

⑰ 第１号被保険者保険料額 

 

 

（２）所得段階別の第１号被保険者介護保険料 

【第６期での主な変更点】 

・第１号被保険者の負担割合が21％から22％に変更になります。 

・平成27年４月に介護報酬の改定が予定されています。 

・給付費の５割の公費とは別枠で公費が投入され，低所得者の保険料の軽減強化が予定

されています。 

 

第５期計画における介護保険料の所得段階は，14段階としています。第６期において

も，国の標準段階の見直し（６段階→９段階）を踏まえ，多段階化及び保険料率の設定

を見直し，３年間の安定的な事業運営を目指します。 

保険料収納必要額 8,239,066,286円 

 ÷ 

予定保険料収納率 98.0％ 

 ÷ 

所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数（３年間） 152,980人 

 ≒ 

年額保険料 54,960円 

 ÷ 

12か月 

 ＝ 

月額保険料（基準額） 4,580円 
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○ 所得段階別介護保険料 

段 階 対 象 保険料率 保険料〔年額〕 保険料〔月額〕 

第１段階 

○生活保護を受けている人 

○世帯全員が住民税非課税で，老齢福

祉年金を受けている人又は前年の合

計所得金額と課税年金収入額の合計

が80万円以下の人 

0.50 

（0.30） 

27,480円 

（16,490円） 

2,290円 

（1,374円） 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で，前年の合

計所得金額と課税年金収入額の合計

が80万円を超えて120万円以下の人 

0.65 

（0.50） 

35,730円 

（27,480円） 

2,977円 

（2,290円） 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で，前年の合

計所得金額と課税年金収入額の合計

が120万円を超える人 

0.75 

（0.70） 

41,220円 

（38,480円） 

3,435円 

（3,206円） 

第４段階 

本人は住民税非課税（世帯内の人が住

民税課税）で，前年の合計所得金額と

課税年金収入額の合計が80万円以下

の人 

0.90 49,470円 4,122円 

第５段階 
（標準段階） 

本人は住民税非課税（世帯内の人が住

民税課税）で，前年の合計所得金額と

課税年金収入額の合計が80万円を超

える人 

1.00 54,960円 4,580円 

第６段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が120万円未満の人 
1.15 63,210円 5,267円 

第７段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が120万円以上190万円未満の人 
1.30 71,450円 5,954円 

第８段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が190万円以上290万円未満の人 
1.50 82,440円 6,870円 

第９段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が290万円以上400万円未満の人 
1.60 87,940円 7,328円 

第10段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が400万円以上500万円未満の人 
1.70 93,440円 7,786円 

第11段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が500万円以上600万円未満の人 
1.90 104,430円 8,702円 

第12段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が600万円以上700万円未満の人 
2.10 115,420円 9,618円 

第13段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が700万円以上800万円未満の人 
2.30 126,410円 10,534円 

第14段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が800万円以上1,000万円未満の

人 

2.40 131,910円 10,992円 

第15段階 
本人が住民税課税で，前年の合計所得

金額が1,000万円以上の人 
2.50 137,400円 11,450円 

※（ ）内は，公費投入が行われた場合の軽減後の保険料率・保険料額です。 
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　将来、ビジネスパーソンとして活躍するために必要な経営
学の専門知識を学びます。また、将来に役立つ簿記資格の
取得を目指します。

企業会計コース







学校教師学部B棟











卒業者
数
（Ｔ）

正規採
用
（Ａ）

臨時的
任用
（Ｂ）

合計
（Ａ＋Ｂ
＝Ｃ）

正規採
用率
（Ａ/Ｔ）

臨時的
任用率
（Ｂ/Ｔ)

教員就
職率
（Ｃ/Ｔ）

大学院
等進学
率

教員以
外就職
率

その
他・
未就職
率

秀明 107 43 51 94 40.2% 47.7% 87.9% 1.9% 3.7% 6.5%
和歌山 151 52 62 114 34.4% 41.1% 75.5% 9.3% 12.6% 2.6%
高知 98 43 29 72 43.9% 29.6% 73.5% 6.1% 15.3% 5.1%
金沢 111 61 20 81 55.0% 18.0% 73.0% 9.9% 11.7% 5.4%
上越教育 164 64 54 118 39.0% 32.9% 72.0% 7.3% 16.4% 4.3%
鳴門教育 114 52 30 82 45.6% 26.3% 71.9% 19.3% 5.3% 3.5%
広島 183 113 17 130 61.7% 9.3% 71.0% 11.5% 10.9% 6.6%
兵庫教育 166 71 45 116 42.8% 27.1% 69.9% 13.3% 15.6% 1.2%
愛知教育 708 321 166 487 45.3% 23.4% 68.8% 7.3% 20.5% 3.4%
大阪教育 571 265 120 385 46.4% 21.0% 67.4% 7.9% 13.8% 10.9%
宇都宮 143 68 28 96 47.6% 19.6% 67.1% 7.0% 18.9% 7.0%
三重 148 64 35 99 43.2% 23.6% 66.9% 9.5% 20.9% 2.7%
奈良教育 191 88 39 127 46.1% 20.4% 66.5% 10.5% 16.8% 6.3%
香川 131 64 22 86 48.9% 16.8% 65.6% 7.6% 22.9% 3.8%
信州 233 89 63 152 38.2% 27.0% 65.2% 10.7% 14.1% 9.9%
島根 155 47 54 101 30.3% 34.8% 65.2% 5.8% 12.6% 3.2%
群馬 219 100 42 142 45.7% 19.2% 64.8% 13.7% 19.2% 2.3%
滋賀 181 89 27 116 49.2% 14.9% 64.1% 5.0% 23.7% 2.7%
福岡教育 478 160 144 304 33.5% 30.1% 63.6% 9.2% 14.0% 13.2%
茨城 244 110 44 154 45.1% 18.0% 63.1% 14.8% 17.6% 4.5%
愛媛 130 57 25 82 43.8% 19.2% 63.1% 10.0% 18.5% 8.5%
山口 134 63 21 84 47.0% 15.7% 62.7% 12.7% 20.2% 4.5%
岡山 272 123 46 169 45.2% 16.9% 62.1% 11.0% 22.8% 4.0%
大分 108 39 27 66 36.1% 25.0% 61.1% 15.7% 16.7% 6.5%
弘前 153 50 42 92 32.7% 27.5% 60.1% 7.2% 25.5% 7.2%
静岡 302 118 61 179 39.1% 20.2% 59.3% 8.3% 28.8% 3.6%
宮崎 152 48 42 90 31.6% 27.6% 59.2% 11.8% 16.4% 12.5%
長崎 235 92 46 138 39.1% 19.6% 58.7% 7.2% 28.1% 6.0%
新潟 215 90 36 126 41.9% 16.7% 58.6% 11.6% 24.2% 5.6%
北海道教育 741 178 256 434 24.0% 34.5% 58.6% 8.9% 28.2% 4.3%
熊本 235 69 68 137 29.4% 28.9% 58.3% 17.0% 20.0% 4.7%
秋田 98 36 21 57 36.7% 21.4% 58.2% 10.2% 24.5% 7.1%
佐賀 88 27 24 51 30.7% 27.3% 58.0% 8.0% 28.4% 5.7%
千葉 430 165 81 246 38.4% 18.8% 57.2% 11.9% 24.4% 6.5%
東京学芸 760 240 193 433 31.6% 25.4% 57.0% 14.6% 18.0% 10.4%
京都教育 300 104 66 170 34.7% 22.0% 56.7% 10.7% 26.0% 6.7%
岐阜 250 97 44 141 38.8% 17.6% 56.4% 17.2% 21.6% 4.8%
横浜国立 228 90 30 120 39.5% 13.2% 52.6% 8.3% 33.3% 5.7%
琉球 92 22 26 48 23.9% 28.3% 52.2% 15.2% 19.6% 13.0%
福井 102 17 35 52 16.7% 34.3% 51.0% 18.6% 22.6% 7.8%
埼玉 467 156 82 238 33.4% 17.6% 51.0% 9.2% 30.4% 9.4%
宮城教育 347 126 41 167 36.3% 11.8% 48.1% 9.8% 28.8% 13.3%
山梨 104 26 20 46 25.0% 19.2% 44.2% 18.3% 27.0% 10.6%
鹿児島 230 47 50 97 20.4% 21.7% 42.2% 9.1% 32.6% 16.1%
岩手 161 44 17 61 27.3% 10.6% 37.9% 9.9% 41.0% 11.2%

合計・平均 10723 4045 2441 6486 37.7% 22.8% 60.5% 10.5% 21.9% 7.1%

国立の教員養成大学・学部（教員養成課程）等の平成27年3月卒業者の就職状況

教員就職率順

出典：文部科学省高等教育局大学振興課教員養成企画室

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/01/1366495.htm

本学27年卒

（4期生）をあ

てはめると、

教員就職率で

はトップです。



看護学部カリキュラムツリー

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

総合教養演習Ⅰ 総合教養演習Ⅱ 総合教養演習Ⅲ 総合教養演習Ⅳ 総合教養演習Ⅴ

生命倫理学 看護倫理 臨床心理学

生理学 生活環境と健康 病理学 疫学

解剖生理学Ⅰ 解剖生理学Ⅱ 薬理学 免疫学

生化学 臨床栄養学

疾病と治療Ⅰ 疾病と治療Ⅱ

微生物学・感染症学

基礎看護学概論Ⅰ 基礎看護学概論Ⅱ

基礎看護学実習Ⅰ 看護技術論 生活援助技術 医療支援技術

共通看護技術 フィジカルアセスメント

基礎看護学実習Ⅱ

成人看護学概論 成人看護の方法(慢性期） 成人看護の方法(急性期） 成人看護実習Ⅰ 成人看護実習Ⅲ

成人看護の方法（周手術期） 成人看護実習Ⅱ

在宅看護学概論 在宅看護の方法Ⅰ 在宅看護の方法Ⅱ 在宅看護学実習

母性看護学概論 母性看護の方法Ⅰ 母性看護の方法Ⅱ 母性看護学実習

精神看護学概論 精神看護の方法Ⅰ 精神看護の方法Ⅱ 精神看護学実習

小児看護学概論 小児看護の方法Ⅰ 小児看護の方法Ⅱ 小児看護学実習

老年看護学概論 老年看護の方法Ⅰ 老年看護の方法Ⅱ 老年看護学実習Ⅰ 老年看護学実習Ⅱ

看護英語基礎Ⅰ 看護英語基礎Ⅱ 看護英語リーディングⅠ 看護英語リーディングⅡ

看護英会話基礎Ⅰ 看護英会話基礎Ⅱ 看護英会話中級Ⅰ 看護英会話中級Ⅱ

5
医療現場における看護に必要な情報を的確に活用するた
めにITスキルを獲得できる科目

コンピュータリテラシーⅠ コンピュータリテラシーⅡ 保健統計学 看護情報論
D3：ＩＴスキルを獲得し、医療現場における看護に必要な情
報を的確に活用できる人

救急看護論 総合実習 クリティカルケア論

感染看護論 緩和ケア論

災害看護論 創傷ケア論

看護管理学  リハビリテーションケア論

看護人類学 性の健康看護論

看護研究方法論

総合教養演習Ⅰ 総合教養演習Ⅱ 総合教養演習Ⅲ 総合教養演習Ⅳ 総合教養演習Ⅴ 公衆衛生看護学実習Ⅱ

公衆衛生看護学概論 社会福祉学 保健医療福祉行政論Ⅰ 公衆衛生看護対象論

家族看護論 公衆衛生看護学実習Ⅰ 公衆衛生看護診断論

看護コミュニケーション 公衆衛生看護技術論

公衆衛生看護管理論

保健医療福祉行政論Ⅱ

6
身につけた知識や技術を統合し、問題解決と新たな看護の
創造につなげていく能力や自己研鑽し続ける能力を育成す
るためのスペシャリティーの高い科目

１年次 ２年次

D4:主体的な学修態度を身につけ、知識や技術の統合力、
問題解決能力や創造力などを磨いて、生涯を通じて自己研
鑽に励み、質の高い看護を実践できる人

看護の対象としての人間の健康と疾病を科学的根拠に基
づいて理解するために、人体の構造と機能、疾病の成り立
ちと回復の促進について学ぶ科目

2

全学共通教養科目

教養数学

教養生物学

３年次 ４年次
ディプロマポリシ－カリキュラムポリシー

D1：ナイチンゲール・スピリッツに基づく看護の知・技・心が
調和した人
d2．人間の健康と疾病に関する科学的根拠に基づいた最
新の知識を修得し、看護の基盤となる知識のある人

D1：ナイチンゲール・スピリッツに基づく看護の知・技・心が
調和した人
d3．看護学の最新の知識と技術の修得により科学的根拠
に基づいた看護実践能力を備えた人

看護過程

看護学の最新の知識と技術を修得するための、各看護学
分野の対象の特徴、看護の方法に関する科目

3

7
地域包括ケアシステムの中で、地域の医療専門職と連携・
協働し、看護の専門性を発揮できるための公衆衛生学や

保健医療福祉行政学などに関する科目

4

D2：グローバル社会で活躍する英語力と国際感覚を持った
人　d1.看護職に必要な英語力を持つ人
d2.全員イギリス研修（ナイチンゲールの故郷）による高い
英語力を持つ人

グローバル社会で活躍できる英語力、国際感覚を高めるた
めの英語科目

1
生命にかかわる専門職としての幅広い教養と豊かな人間
性の涵養、高い倫理的感受性を高めるための多様な教養

科目

D1：ナイチンゲール・スピリッツに基づく看護の知・技・心が
調和した人

d1.生命にかかわる専門職としての幅広い教養と豊かな人
間性の涵養、倫理的感受性のある人

看護研究

D5：地域包括ケアシステムの中で、地域の医療専門職と連
携・協働し、看護の専門性を発揮できる人



























フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

教授 65
茅島
カヤシマ

　江子
キミコ

＜平成29年4月＞

看護師
（第267398号）

助産師
（第71151号）

保健師
（第35333号）

0年

2年3ヶ月

5ヶ月

21年

教授 65
飯村
イイムラ

　直子
ナオコ

＜平成29年4月＞

看護師
（第673060号）

保健師
（第63798号）

3年10ヶ月

0年
21年

教授 66
石川
イシカワ　リミコ

　りみ子

＜平成29年4月＞

看護師
（第248681号）

3年5ヶ月 17年

教授 65
市村
イチムラ

　久美子
クミコ

＜平成31年4月＞

看護師
（第294355号）

5年 20年

教授 60
香月
カツキ

　毅
タケシ

史
シ

＜平成29年4月＞

看護師
（第1172117号）

2年3ヶ月 10年9ヶ月

教授
69

(高）
門川
カドカワ

　由紀江
ユキエ

＜平成29年4月＞

看護婦
（第195、196号）

保健婦
（第28、224号）

6年

5年2ヶ月
7年

教授 46
越田
コシダ

　澄
ス

人
ミト

＜平成29年4月＞

教授 65
齋藤
サイトウ

　泰子
ヤスコ

＜平成29年4月＞

看護婦
（第266725号）

保健師
（第35001号）

9年1ヶ月

8年11ヶ月
24年

教授 62
戸田
トダ　　　スマコ

　すま子

＜平成29年4月＞

看護婦
（第307686号）

10年 11年1ヶ月

教授 66
長弘
ナガヒロ

　千惠
チエ

＜平成31年4月＞

看護師
（第265667号）

助産師
（第72146号）

保健師
（第38305号）

0年

1年6ヶ月

14年6ヶ月

21年2ヶ月

教授 61
庭野
ニワノ

　吉己
ヨシミ

＜平成29年4月＞

専任教員の看護師、保健師、助産師免許保有状況

職位
就任時
年齢

免許
（登録番号）

臨床
実務経験

（平成28年3月時点）

大学での
実務経験

（平成28年3月時点）



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

職位
就任時
年齢

免許
（登録番号）

臨床
実務経験

（平成28年3月時点）

大学での
実務経験

（平成28年3月時点）

教授 60
平山
ヒラヤマ

　惠美子
エミコ

＜平成29年4月＞

看護婦
（第378042号）

14年1ヶ月 11年6ヶ月

教授 68
藤野
フジノ　　　ショウコ　

　彰子

＜平成30年4月＞

看護師免許
(第225706号)

保健師免許
(第43858号)

4年9ヶ月

0年
16年

教授 64
松葉
マツバ

　育雄
イクオ

＜平成29年4月＞

教授 58
吉
ヨシ

田
ダ

　聡
サトシ

＜平成29年4月＞

准教授 56
鈴木
スズキ

　育子
イクコ

＜平成30年4月＞

看護婦
（第471608号）

保健婦
（第59804号）

16年

0年
9年10ヶ月

准教授 48
東
ヒガシ

　亜紀
アキ

＜平成29年4月＞

看護師
（第703476号）

助産師
（第95353号）

0年

10年
4年

准教授 51
山口
ヤマグチ

　絹世
キヌヨ

＜平成29年4月＞

看護師
（第592076号）

保健師
（第60033号）

0年

12年2ヶ月
8年

講師 47
江口
エグチ

　恭子
キョウコ

＜平成30年4月＞

看護師
（第911335号）

保健師
（第160137号）

10年

0年
6年

講師 43
金丸
カナマル

　友
トモ

＜平成29年4月＞

看護師
（第898699号）

保健師
（第78757号）

9年

0年
2年

講師 61
瀬戸口
セトグチ　　　　ヒトミ

　ひとみ

＜平成29年4月＞

看護師
（第320367号）

17年3ヶ月 5年8ヶ月

講師 55
中嶋
ナカジマ

　尚子
ナオコ

＜平成29年4月＞

看護師
（第464435号）

11年 8年



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

職位
就任時
年齢

免許
（登録番号）

臨床
実務経験

（平成28年3月時点）

大学での
実務経験

（平成28年3月時点）

講師 41
梁原
ヤナハラ

　裕恵
ヒロエ

＜平成29年4月＞

看護師
（第990360号）

保健師
（第86006号）

5年11ヶ月

1年2ヶ月
4年

助教 50
石津
イシヅ

　仁
　ニナコ

奈子

＜平成29年4月＞

看護師
（第638204号）

9年3ヶ月 0年

助教 48
石渡
イシワタ

　智恵美
チエミ

＜平成29年4月＞

看護師
（第717855号）

8年9ヶ月 3年6ヶ月

助教 38
稲野辺
イナノベ

　奈緒子
ナオコ

＜平成29年4月＞

看護師
（第1100794号）

8年 1年

助教 38
岸本
キシモト

　久美子
クミコ

＜平成29年4月＞

看護師
（第1135083号）

保健師
（第170997号）

10年

0年
4年

助教 53
美濃
ミノグチ

口　真由美
マユミ

＜平成29年4月＞

看護師
（第558038号）

助産師
（第88069号）

18年

0年

0年

助教 33
宮島
ミヤジマ

　加奈
カナ

＜平成29年4月＞

看護師
（第1412555号）

保健師
（第146687号）

9年

0年

0年



秀明大学看護学部「保健師課程履修者の選抜要項」（案） 

 

保健師課程

の履修単位 

卒業要件の 130単位に加えて、保健師課程の履修単位 14単位を加えて、合計 144

単位の修得が必要となる 

定員  1学年 ２０人 

応募要件等 

保健師としての就業に関心が強く、かつ意欲的に学習する意志を有していること 

２年後期までに必要な科目すべての履修が終了していること（履修中の科目は単位

修得が見込めること） 

選抜方法 

・履修希望者に対し面接を実施し、入学後の成績との総合評価によって、履修予定

者を決定する。 

・原則として、応募者が定員に充たない場合であっても選抜を行う。 

募集及び選

抜実施時期

等 

2年後期  

・学生に、履修希望者募集について公示し応募者を募る。 

・履修希望者に対し面接を実施する。 

・面接結果及び成績に基づき、学部内及び学内の所定の会議等で履修予定者を決定

する。 

・履修予定者に対し、履修の意志確認を含めた履修のための諸手続きを行う。 

＊保健師課程履修者の選抜（上記の過程）は、看護学部長の責任の下に当該年度に

おける委員会等を設置して行う。 

履修に関す

る費用 

保健師課程履修費用は、履修決定時に 100,000円を納入する。 

その他、履修のためのテキスト及び参考書代、実習費用が必要となる。 

 



秀明大学看護学部看護学科　看護師　履修モデル

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

看護英語基礎Ⅰ　１ 看護英語基礎Ⅱ　１ 看護英語リーディングⅠ　１ 看護英語リーディングⅡ　１

看護英会話基礎Ⅰ　１ 看護英会話基礎Ⅱ　１ 看護英会話中級Ⅰ　１ 看護英会話中級Ⅱ　１

コンピュータリテラシーⅠ　２ コンピュータリテラシーⅡ　２

総合教養演習Ⅰ　１ 総合教養演習Ⅱ　１ 総合教養演習Ⅲ　１ 総合教養演習Ⅳ　１ 総合教養演習Ⅴ　１

教養数学　２

小計 ７ ５ ３ ３ １

生理学　２ 解剖生理学Ⅱ　２ 病理学　１ 免疫学　１ 臨床心理学　２

解剖生理学Ⅰ　２ 薬理学　２ 臨床栄養学　２

生命倫理学　１ 生化学　２ 微生物学・感染症学　２

疾病と治療Ⅰ　２ 疾病と治療Ⅱ　２

公衆衛生看護学概論　２ 社会福祉学　２ 保健医療福祉行政論Ⅰ　１

生活環境と健康　２ 保健統計学　２

小計 ５ ６ ９ １０ ２

基礎看護学概論Ⅰ　２ 基礎看護学概論Ⅱ　２

看護技術論　２ フィジカルアセスメント　１ 看護倫理　２

共通看護技術　１ 生活援助技術　２ 医療支援技術　２

看護コミュニケーション　１

基礎看護学演習 基礎看護学実習Ⅰ　１ 基礎看護学実習Ⅱ　２

小計 ３ ５ ７ ４

成人看護学概論　２ 成人看護の方法（慢性期）　２ 成人看護の方法（急性期）　２

成人看護の方法（周手術期）　２

成人看護学実習Ⅰ　２ 成人看護学実習Ⅲ　２

成人看護学実習Ⅱ　２

老年看護学 老年看護学概論　２ 老年看護の方法Ⅰ　１ 老年看護の方法Ⅱ　１

老年看護学実習 老年看護学実習Ⅰ　２ 老年看護学実習Ⅱ　２

小児看護学 小児看護学概論　２ 小児看護の方法Ⅰ　１ 小児看護の方法Ⅱ　１

小児看護学実習 小児看護学実習　２

母性看護学 母性看護学概論　２ 母性看護の方法Ⅰ　１ 母性看護の方法Ⅱ　１

母性看護学実習 母性看護学実習　２

精神看護学 精神看護学概論　２ 精神看護の方法Ⅰ　１ 精神看護の方法Ⅱ　１

精神看護学実習 精神看護学実習　２

小計 ６ ４ ２ ４ ８ １２ ４

在宅看護論 在宅看護学概論　２ 家族看護論　２ 在宅看護の方法Ⅰ　１ 在宅看護の方法Ⅱ　１

在宅看護実習 在宅看護学実習　２

救急看護論　１ クリティカルケア論　１

感染看護論　１ 緩和ケア論　１

看護情報論　１

看護研究方法論　２

看護の統合と実践実習 公衆衛生看護学実習Ⅰ　１ 総合実習　２

小計 ２ ２ ２ ６ ２ ２ ４

２１ ２２ ２３ ２３ １７ １４ ６ ４

専
門
基
礎
分
野

人体構造機能・疾病の成り立
ちと回復促進

健康支援と社会保証制度

専
門
分
野
Ⅰ

卒業単位 １３０

合計（看護のみ）

年次別合計 ４３ ４６ ３１ １０

３年次（平成31年度） ４年次（平成32年度）

統
合
分
野

看護の方法と実践

科目群

１年次（平成29年度） ２年次（平成30年度）

基礎看護学

看護過程　１

専
門
分
野
Ⅱ

成人看護学

成人看護実習

基
礎
分
野

科学的思考の基盤

人間と生活・社会の理解

看護研究　２
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秀明大学看護学部看護学科　保健師　履修モデル

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

看護英語基礎Ⅰ　１ 看護英語基礎Ⅱ　１ 看護英語リーディングⅠ　１ 看護英語リーディングⅡ　１

看護英会話基礎Ⅰ　１ 看護英会話基礎Ⅱ　１ 看護英会話中級Ⅰ　１ 看護英会話中級Ⅱ　１

コンピュータリテラシーⅠ　２ コンピュータリテラシーⅡ　２

総合教養演習Ⅰ　１ 総合教養演習Ⅱ　１ 総合教養演習Ⅲ　１ 総合教養演習Ⅳ　１ 総合教養演習Ⅴ　１

教養数学　２

小計 ７ ５ ３ ３ １

生理学　２ 解剖生理学Ⅱ　２ 病理学　１ 免疫学　１ 臨床心理学　２

解剖生理学Ⅰ　２ 薬理学　２ 臨床栄養学　２

生命倫理学　１ 生化学　２ 微生物学・感染症学　２

疾病と治療Ⅰ　２ 疾病と治療Ⅱ　２

公衆衛生看護学概論　２ 社会福祉学　２ 保健医療福祉行政論Ⅰ　１

生活環境と健康　２ 保健統計学　２

小計 ５ ６ ９ １０ ２

基礎看護学概論Ⅰ　２ 基礎看護学概論Ⅱ　２

看護技術論　２ フィジカルアセスメント　１ 看護倫理　２

共通看護技術　１ 生活援助技術　２ 医療支援技術　２

看護コミュニケーション　１

基礎看護学演習 基礎看護学実習Ⅰ　１ 基礎看護学実習Ⅱ　２

小計 ３ ５ ７ ４

成人看護学概論　２ 成人看護の方法（慢性期）　２ 成人看護の方法（急性期）　２

成人看護の方法（周手術期）　２

成人看護学実習Ⅰ　２ 成人看護学実習Ⅲ　２

成人看護学実習Ⅱ　２

老年看護学 老年看護学概論　２ 老年看護の方法Ⅰ　１ 老年看護の方法Ⅱ　１

老年看護学実習 老年看護学実習Ⅰ　２ 老年看護学実習Ⅱ　２

小児看護学 小児看護学概論　２ 小児看護の方法Ⅰ　１ 小児看護の方法Ⅱ　１

小児看護学実習 小児看護学実習　２

母性看護学 母性看護学概論　２ 母性看護の方法Ⅰ　１ 母性看護の方法Ⅱ　１

母性看護学実習 母性看護学実習　２

精神看護学 精神看護学概論　２ 精神看護の方法Ⅰ　１ 精神看護の方法Ⅱ　１

精神看護学実習 精神看護学実習　２

小計 ６ ４ ２ ４ ８ １２ ４

在宅看護論 在宅看護学概論　２ 家族看護論　２ 在宅看護の方法Ⅰ　１ 在宅看護の方法Ⅱ　１

在宅看護実習 在宅看護学実習　２

救急看護論　１ クリティカルケア論　１

感染看護論　１ 緩和ケア論　１

看護情報論　１

看護研究方法論　２

看護の統合と実践実習 公衆衛生看護学実習Ⅰ　１ 総合実習　２

小計 ２ ２ ２ ６ ２ ２ ４

２１ ２２ ２３ ２３ １７ １４ ６ ４

スポーツ演習Ⅰ　１ スポーツ演習Ⅱ　１ 日本国憲法　２ 公衆衛生看護対象論　２ 公衆衛生看護技術論　２ 公衆衛生看護管理論　１

疫学　２ 公衆衛生看護診断論　２ 公衆衛生看護学実習Ⅱ　４

保健医療福祉行政論Ⅱ　１

小計 １ １ ４ ５ ６ １

看護研究　２

３年次（平成31年度） ４年次（平成32年度）

基

礎

分

野

科学的思考の基盤

人間と生活・社会の理解

専

門

分

野

Ⅱ

成人看護実習

科目群

１年次（平成29年度） ２年次（平成30年度）

看護過程　１

基礎看護学

成人看護学

専

門

基

礎

分

野

人体構造機能・疾病の成り立ち

と回復促進

健康支援と社会保証制度

専

門

分

野

Ⅰ

統

合

分

野

看護の方法と実践

合計（看護のみ）

５ ７

３１ １０

卒業単位 １３０

保

健

師

関

係

４６年次別合計 ４３

合計（保健師のみ） ２ ４
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看護学部時間割モデル（１～２年次） (科目名）は選択科目、（　　）なしは必修科目

１年次前期（2017年度）

月 火 水 木 金

１時限 9:00～10:30 看護英語基礎Ⅰ 生命倫理学 （教養数学） コンピュータリテラシーⅠ

２時限 10:40～12:10 生理学 解剖生理学Ⅰ 看護英会話基礎Ⅰ 母性看護学概論 基礎看護学概論Ⅰ

３時限 12:50～14:20 成人看護学概論 老年看護学概論 総合教養演習Ⅰ （教養生物学）

４時限 14:30～16:00

５時限 16:10～17:40

臨地実習 1週間 基礎看護学実習Ⅰ 前期15週終了後（8月上旬）に一斉に実施

１年次後期（2017年度）

月 火 水 木 金

１時限 9:00～10:30 看護英語基礎Ⅱ 公衆衛生看護学概論 （コンピュータリテラシーⅡ）

２時限 10:40～12:10 共通看護技術 解剖生理学Ⅱ 看護英会話基礎Ⅱ 在宅看護学概論 基礎看護学概論Ⅱ

３時限 12:50～14:20 小児看護学概論 精神看護学概論 総合教養演習Ⅱ 看護技術論 生活環境と健康

４時限 14:30～16:00

５時限 16:10～17:40

臨地実習 なし

２年次前期（2018年度）

月 火 水 木 金

１時限 9:00～10:30 病理学 社会福祉学 疾病と治療Ⅰ

２時限 10:40～12:10 生化学 フィジカルアセスメント 看護過程 看護コミュニケーション

３時限 12:50～14:20 薬理学 生活援助技術 総合教養演習Ⅲ 成人看護の方法（慢性期）

４時限 14:30～16:00 家族看護論 看護英語リーディングⅠ 看護英会話中級Ⅰ

５時限 16:10～17:40

臨地実習 ２週間 基礎看護学実習Ⅱ 後期開始前（8月下旬～9月）、２グループが交代で実施

２年次後期（2018年度）

月 火 水 木 金

１時限 9:00～10:30 微生物学・感染症学 免疫学 保健医療福祉行政論Ⅰ 疾病と治療Ⅱ

２時限 10:40～12:10 母性看護の方法Ⅰ 小児看護の方法Ⅰ 看護倫理 看護過程 保健統計学

３時限 12:50～14:20 老年看護の方法Ⅰ 精神看護の方法Ⅰ 総合教養演習Ⅳ 在宅看護の方法Ⅰ 医療支援技術

４時限 14:30～16:00 臨床栄養学 看護英語リーディングⅡ （疫学） 看護英会話中級Ⅱ

５時限 16:10～17:40

臨地実習 1週間 (公衆衛生看護学実習Ⅰ) 後期15週終了後（2月下旬）に一斉に実施

看護学部時間割モデル（３～４年次） (科目名）は選択科目、（　　）なしは必修科目

３年次前期（2019年度）

月 火 水 木 金

１時限 9:00～10:30 成人看護の方法（急性期） 看護情報論 臨床心理学 （保健医療福祉行政論Ⅱ） （救急看護論）

２時限 10:40～12:10 母性看護の方法Ⅱ 小児看護の方法Ⅱ 看護研究方法論 成人看護の方法(周手術期） （感染看護論）

３時限 12:50～14:20 老年看護の方法Ⅱ 精神看護の方法Ⅱ 総合教養演習Ⅴ 在宅看護の方法Ⅱ （災害看護論／看護人類学）

４時限 14:30～16:00 （公衆衛生看護対象論） （公衆衛生看護技術論） （公衆衛生看護管理論） （公衆衛生看護診断論） （看護管理論）

５時限 16:10～17:40

臨地実習 なし

３年次後期（2019年度） 講義なし

２週間 成人看護実習Ⅰ 後期期間中（10月前半）に一斉に実施

２週間 成人看護実習Ⅱ

２週間 老年看護学実習Ⅰ

２週間 小児看護学実習 後期期間中（10月後半～2月上旬）、５グループでローテーション

２週間 母性看護学実習

２週間 精神看護学実習

２週間 在宅看護学実習

４年次前期（2020年度） 講義なし

２週間 成人看護実習Ⅲ

２週間 老年看護学実習Ⅱ 前期期間中（5月～7月上旬）、４グループでローテーション

４週間 （公衆衛生看護学実習Ⅱ）

２週間 総合実習 前期期間中（7月後半）に一斉に実施

４年次後期（2020年度）

月 火 水 木 金

１時限 9:00～10:30 （クリティカルケア論）

２時限 10:40～12:10 （緩和ケア論／創傷ケア論）

３時限 12:50～14:20 看護研究 （性の健康看護論）

４時限 14:30～16:00 （リハビリテーションケア論）

５時限 16:10～17:40

臨地実習 なし

臨地実習

臨地実習
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教室の使用状況（前期）

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

大講義室
成人看護学概論
市村・平山

フィジカルアセスメント

戸田・中嶋・稲野辺

看護過程
戸田・中嶋・稲野辺

看護コミュニケーション

香月・岸本

アクティブラーニングスペース

公衆衛生・在宅・精神看護学実習室
精神看護の方法Ⅱ

瀬戸口

在宅看護の方法Ⅱ

鈴木・梁原

基礎・成人・老年看護実習室
成人看護の方法
（急性期）
市村・藤野

老年看護の方法Ⅱ

石川・江口・石津
生活援助技術
戸田・中嶋・稲野辺

成人看護の方法
（周手術期）
市村

成人看護の方法
（慢性期）
平山・藤野

シミュレーション教室
解剖生理学Ⅰ
神崎

母性・小児看護学実習室
母性看護の方法Ⅱ

東・美濃口
小児看護の方法Ⅱ

飯村・金丸・宮島

講義室1
看護英語基礎Ⅰ

吉田
老年看護学概論

石川
生命倫理学
勝井

看護英会話基礎Ⅰ

コンロイ
公衆衛生看護管理論

長弘
教養数学
松葉

公衆衛生看護診断論

長弘
疾病と治療Ⅰ
相澤

教養生物学
越田

講義室2
家族看護論
長弘

生化学
神崎

看護英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞⅠ

吉田
病理学
岡田

社会福祉学
金子

救急看護論
平山

災害看護論
平山

講義室3
生理学
庭野

薬理学
庭野

臨床心理学
鮫島

保健医療福祉行政論Ⅱ

門川
基礎看護学概論Ⅰ

戸田
看護管理論
習田

講義室4
公衆衛生看護対象論

山口
公衆衛生看護技術論

山口
看護研究方法論
飯村・石川

母性看護学概論
茅島

感染看護論
崎浜

看護人類学
東

講義室5
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
香月・瀬戸口・岸本

講義室6
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
門川・長弘・山口

講義室7
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
戸田・中嶋・稲野辺

講義室8
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
齋藤・鈴木・梁原

ゼミ室1
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
庭野

ゼミ室2
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

吉田

ゼミ室3
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
藤野

ゼミ室4

演習室1
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
茅島・東・（美濃口）

演習室2
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
飯村・金丸・（宮島）

演習室3
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
石川・江口・石津

演習室4
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
市村・平山・石渡

ゼミ室5

ゼミ室6

ゼミ室7

ゼミ室8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

コンピュータールーム1
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰⅠ

田島

コンピュータールーム2

金

看護学部棟 教室名

2階

1階

5階

月 火 水 木

3階

4階

木 金

1階

ＩＴ教育センター 教室名

月 火 水
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教室の使用状況（後期）

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

大講義室
小児看護学概論
飯村・金丸

看護過程
戸田・中嶋・稲野辺

アクティブラーニングスペース

公衆衛生・在宅・精神看護学実習室
精神看護の方法Ⅰ

瀬戸口
在宅看護の方法Ⅰ

鈴木・梁原

基礎・成人・老年看護実習室
共通看護技術

戸田・中嶋・稲野辺

老年看護の方法Ⅰ

石川・江口・石津
医療支援技術

戸田・中嶋・稲野辺

シミュレーション教室

母性・小児看護学実習室
母性看護の方法Ⅰ

東・美濃口
小児看護の方法Ⅰ

飯村・金丸・宮島

講義室1
臨床栄養学
庭野

看護英語基礎Ⅱ
吉田

看護英語ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞⅡ

吉田

公衆衛生看護学概論

門川
疫学
豊島

保健医療福祉行政論Ⅰ

門川
在宅看護学概論
齋藤・鈴木

看護技術論
戸田

疾病と治療Ⅱ
相澤

生活環境と健康
森

講義室2
微生物学・感染症学

神崎
解剖生理学Ⅱ
神崎

免疫学
神崎

クリティカルケア論

西開地
性の健康看護論

茅島
基礎看護学概論Ⅱ

戸田

講義室3
精神看護学概論

香月
看護英会話基礎Ⅱ

コンロイ
緩和ケア論
望月

リハビリテーションケア論

市村

講義室4
看護倫理
平山

創傷ケア論
渡辺

保健統計学
田島

講義室5
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
香月・瀬戸口・岸本

講義室6
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
門川・長弘・山口

講義室7
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
戸田・中嶋・稲野辺

講義室8
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
齋藤・鈴木・梁原

ゼミ室1
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
庭野

ゼミ室2
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

吉田

ゼミ室3
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
藤野

ゼミ室4

演習室1
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
茅島・東・（美濃口）

演習室2
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
飯村・金丸・（宮島）

演習室3
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
石川・江口・石津

演習室4
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究
市村・平山・石渡

ゼミ室5

ゼミ室6

ゼミ室7

ゼミ室8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

コンピュータールーム1
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀﾘﾃﾗｼｰⅡ

田島

コンピュータールーム2

5階

看護学部棟 教室名

月 火 金

1階

2階

3階

4階

水 木

木 金

1階

ＩＴ教育センター 教室名

月 火 水
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看護学部　実習機器リスト

No. 室 名 機器名称

1 実験室兼シミュレーション教室 高機能患者シミュレータ 1 式

2 実験室兼シミュレーション教室 ICUベッド 1 台

3 実験室兼シミュレーション教室 フィジカルアセスメントモデル 1 式

4 実験室兼シミュレーション教室 電動ベッド 2 台

5 実験室兼シミュレーション教室 心臓病診察シミュレータ 1 式

6 実験室兼シミュレーション教室 呼吸音診察シミュレータ 1 式

7 実験室兼シミュレーション教室 血圧測定トレーナ 2 式

8 実験室兼シミュレーション教室 メディカルフットケアモデル 2 台

9 実験室兼シミュレーション教室 男性導尿・浣腸シミュレータ 2 式

10 実験室兼シミュレーション教室 ⼥性導尿・浣腸シミュレータ 2 式

11 実験室兼シミュレーション教室 点滴静注シミュレータ 2 式

12 実験室兼シミュレーション教室 採血・静注シミュレータ 2 式

13 実験室兼シミュレーション教室 小児の手背静脈注射シミュレータ 2 式

14 実験室兼シミュレーション教室 装着式上腕筋肉注射シミュレータ 2 式

15 実験室兼シミュレーション教室 殿筋注射2ウェイモデル 2 式

16 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 手動ベッド 25 台

17 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 ベッドサイドキャビネット 25 台

18 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 オーバーベッドテーブル 25 台

19 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 折りたたみカート 25 台

20 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 折りたたみ式ストレッチャー 2 台

21 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 米式担架 1 台

22 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 万能型成人実習モデル 10 式

23 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 皮内注射シミュレータ 2 式

24 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 DAM(気管送管)シミュレータ トレーニングモデル 2 式

25 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 CPR(心肺蘇生)シミュレーター 全身スキルガイド人形 1 式

点 数
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看護学部　実習機器リスト

No. 室 名 機器名称 点 数

26 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 洗髪⾞ 5 台

27 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 清拭⾞ 2 台

28 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 リットマン聴診器 20 個

29 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 電子血圧計 20 台

30 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 ⾦属⾝⻑計 1 台

31 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 体重計 1 台

32 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 デジタル握⼒計 1 台

33 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 デジタル肺活量計 1 台

34 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 デジタル背筋⼒計 1 台

35 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 体組成計 1 台

36 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 エマージェンシカート 1 台

37 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 救急用人工蘇生器 1 式

38 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 酸素吸入救急蘇生セット 1 式

39 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 人工呼吸器 1 式

40 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 ステンレス注射台 2 台

41 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 輸液ポンプ 2 台

42 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 シリンジポンプ 2 個

43 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 経管栄養シミュレータ 2 式

44 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 中⼼静脈栄養チューブ管理トレーナ 2 式

45 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 CPS実習ユニット 2 式

46 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 サニライザ（吸入器） 2 台

47 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 吸引器 2 台

48 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 吸引シミュレータ 2 式

49 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 心電計 1 台

50 基礎・成⼈・⽼年看護学実習室 卓上煮沸消毒器 1 台
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看護学部　実習機器リスト

No. 室 名 機器名称 点 数

51 基礎・成⼈・⽼年準備室 人体解剖模型 1 式

52 基礎・成⼈・⽼年準備室 人体骨格模型 男子 1 体

53 基礎・成⼈・⽼年準備室 血液循環系模型 1 台

54 基礎・成⼈・⽼年準備室 頭骨模型 1 台

55 基礎・成⼈・⽼年準備室 心臓構造模型 1 台

56 基礎・成⼈・⽼年準備室 呼吸器模型 1 台

57 基礎・成⼈・⽼年準備室 消化器系統模型 1 台

58 基礎・成⼈・⽼年準備室 脳および神経系模型 1 台

59 基礎・成⼈・⽼年準備室 筋肉組織模型 1 台

60 基礎・成⼈・⽼年準備室 皮膚截断模型 1 台

61 基礎・成⼈・⽼年準備室 目の構造模型 1 台

62 基礎・成⼈・⽼年準備室 耳の構造模型 1 台

63 基礎・成⼈・⽼年準備室 ⻭の構造模型 1 台

64 基礎・成⼈・⽼年準備室 ⿐腔・咽頭・喉頭模型 1 台

65 基礎・成⼈・⽼年準備室 泌尿器系統模型（腎臓を含む） 1 台

66 基礎・成⼈・⽼年準備室 食品交換モデル 1 式

67 基礎・成⼈・⽼年準備室 調理交換モデル 1 式

68 基礎・成⼈・⽼年準備室 減塩食指導モデル 1 式

69 ⺟性・⼩児看護学実習室 小児用ベッド 6 台

70 ⺟性・⼩児看護学実習室 新生児ベッド 5 台

71 ⺟性・⼩児看護学実習室 保育器 1 台

72 ⺟性・⼩児看護学実習室 乳房マッサージモデル 5 式

73 ⺟性・⼩児看護学実習室 沐浴人形（男性） 10 体

74 ⺟性・⼩児看護学実習室 沐浴⼈形（⼥性） 10 体

75 ⺟性・⼩児看護学実習室 分娩介助モデルセット 1 式
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看護学部　実習機器リスト

No. 室 名 機器名称 点 数

76 ⺟性・⼩児看護学実習室 小児看護実習モデル 1 体

77 ⺟性・⼩児看護学実習室 ⼩児実習モデル 乳児7〜10ヵ⽉モデル 1 体

78 ⺟性・⼩児看護学実習室 小児CPRトレーニング人形 1 式

79 ⺟性・⼩児看護学実習室 乳幼児⾝⻑計 1 台

80 ⺟性・⼩児看護学実習室 デジタルベビースケール 6 台

81 ⺟性・⼩児看護学実習室 児頭計測器 1 個

82 ⺟性・⼩児看護学実習室 ブライスキー骨盤計 1 個

83 ⺟性・⼩児看護学実習室 救急用人工蘇生器（小児用） 1 式

84 ⺟性・⼩児看護学実習室 分娩台 1 台

85 ⺟性・⼩児看護学実習室 透明骨盤経線模型 1 台

86 ⺟性・⼩児看護学実習室 妊娠子宮模型 1 式

87 ⺟性・⼩児看護学実習室 離乳⾷⽤フードモデル 1 式

88 地域・在宅・精神看護学実習室 電動ベッド（在宅⽤低ベッド） 2 台

89 地域・在宅・精神看護学実習室 布団セット 2 式

90 地域・在宅・精神看護学実習室 男性入浴介護実習モデル 1 式

91 地域・在宅・精神看護学実習室 ⼥性⼊浴介護実習モデル 1 式

92 地域・在宅・精神看護学実習室 ⾞いす（⾃⾛式） 1 台

93 地域・在宅・精神看護学実習室 ⾞いす（介助⽤） 1 台

94 地域・在宅・精神看護学実習室 ⾞いす（⽚⼿駆動） 1 台

95 地域・在宅・精神看護学実習室 セーフティーアーム ウォーカー 1 台

96 地域・在宅・精神看護学実習室 歩⾏補助器 1 台

97 地域・在宅・精神看護学実習室 口腔ケアモデル 4 式

98 地域・在宅・精神看護学実習室 眼・耳診断セット 8 式

99 地域・在宅・精神看護学実習室 AEDトレーニングセット 1 式

100 地域・在宅・精神看護学実習室 簡易浴槽 1 台
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看護学部　基本図書リスト

NO. 分野 ISBN (13桁) 書名 版次 著者名 出版社 出版年月

1 基礎看護 9784263235379
看護微生物学 第３版 今西二郎

医歯薬出版 201002

2 基礎看護 9784260005135
看護大事典 第２版 和田攻：南裕子

医学書院 201003

3 基礎看護 9784260013277
看護のための人間発達学 第４版 舟島なをみ

医学書院 201103

4 基礎看護 9784260024006
専門看護師の思考と実践 専門看護師の臨床推論

研究会：井部俊子 医学書院 201506

5 基礎看護 9784767904467
感染と生体防御 第２版 酒井徹：森口覚

建帛社 201201

6 基礎看護 9784780911022
看護管理：最良の看護を提供するための基本と実
践のプロセス

小林美亜 学研メディカル秀潤社
(発売：学研マ－ケティ
ング)

201312

7 基礎看護 9784780911879
ナ－スのためのエンゼルケア：決定版 小林光恵 学研メディカル秀潤社

(発売：学研マ－ケティ
ング)

201503

8 基礎看護 9784780912012
看護過程の解体新書 石川ふみよ 学研メディカル秀潤社

(発売：学研マ－ケティ
ング)

201503

9 基礎看護 9784791620791
ナイチンゲ－ルの『看護覚え書』：イラスト・図解でよ
くわかる！

金井一薫
西東社 201409

10 基礎看護 9784796522724
医学・看護用語便利辞書：スマ－トディク 山勢博彰：野垣宏

照林社 201209

11 基礎看護 9784796523400
ビジュアル臨床看護技術ガイド：全５１看護技術 第３版 木下佳子：ＮＴＴ東日本

関東病院 照林社 201502

12 基礎看護 9784809677755
心を看とる生き方：看護哲学講義 金子瑞穂

東洋出版（文京区） 201503

13 基礎看護 9784827204360
チ－ムケア論：医療と福祉の統合サ－ビスを目指し
て

鷹野和美
ぱる出版 200809

14 基礎看護 9784839232894
看護管理・看護研究・看護制度 第５版 矢野正子

メヂカルフレンド社 201311

15 基礎看護 9784840453233
看護実践のための心理学 改訂４版 河合優年

メディカ出版 201502

16 基礎看護 9784861941108
看護管理学 賀沢弥貴：飯島佐知子

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201412

17 基礎看護 9784861941177
看護研究 川野雅資：安藤満代

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201502

18 基礎看護 9784861941276
知る・活かす看護管理学 黒田美喜子：川野雅資

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201505

19 基礎看護 9784907176174
根拠から学ぶ基礎看護技術 新訂版 江口正信

サイオ出版 201504

20 基礎看護 9784907176235
看護技術ベ－シックス 新訂版 藤野彰子：長谷部佳子

サイオ出版 201504

21 基礎看護 9784260002455
看護診断入門 第２版 松木光子：中木高夫

医学書院 200607

22 基礎看護 9784260006545
看護カンファレンス 第３版 川島みどり（看護学）：杉

野元子（看護） 医学書院 200811

23 基礎看護 9784260015004
看護デ－タブック 第４版 神田清子：飯田苗恵

医学書院 201202

24 基礎看護 9784260016339
ＩＣＵ・ＣＣＵ看護 早川弘一：高野照夫

医学書院 201302

25 基礎看護 9784263235867
エッセンシャル看護情報学 第２版 太田勝正：前田樹海

医歯薬出版 201403

26 基礎看護 9784524250073
看護管理学：自律し協働する専門職の看護マネジ
メントスキル

手島恵：藤本幸三
南江堂 201306

27 基礎看護 9784524250493
看護教育学：看護を学ぶ自分と向き合う ミスズ・グレッグ：池西悦

子 南江堂 200912

28 基礎看護 9784524266883
災害看護：看護の専門知識を統合して実践につな
げる

改訂第２版 酒井明子：菊池志津子
南江堂 201403

29 基礎看護 9784563010133
看護系のための統計入門 服部雄一

培風館 201206

30 基礎看護 9784595313912
看護管理と医療安全 大島弓子：飯島佐知子 放送大学教育振興会

(発売：ＮＨＫ出版)
201206

31 基礎看護 9784621084915
看護倫理 浜渦辰二：宮脇美保子

丸善出版 201207

32 基礎看護 9784767934013
実践基礎看護学 内布敦子：パトリシア・

Ｊ．ラ－ソン 建帛社 199901

33 基礎看護 9784830644580
看護学概論 第３版 小玉香津子：高崎絹子

文光堂 200002

34 基礎看護 9784861570254
国際看護学 柳澤理子：川野雅資

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 200709

35 基礎看護 9784861740350
これからの看護研究：基礎と応用 第３版 小笠原知枝：松木光子

ヌ－ヴェルヒロカワ 201207

36 基礎看護 9784874741047
原文看護覚え書 第２版 フロ－レンス・ナイティン

ゲ－ル：薄井坦子 現代社（新宿区） 200105
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看護学部　基本図書リスト

NO. 分野 ISBN (13桁) 書名 版次 著者名 出版社 出版年月

37 基礎看護 9784878040528
チ－ム医療と看護：専門性と主体性への問い 川島みどり（看護学）

看護の科学社 201104

38 基礎看護 9784263235607
基本からわかる看護疫学入門 第２版 大木秀一

医歯薬出版 201112

39 基礎看護 9784524268412
基礎から学ぶ健康管理概論 改訂第３版 柳川洋：尾島俊之

南江堂 201212

40 基礎看護 9784260010993
基礎看護技術 第７版 阿曽洋子：井上智子

医学書院 201102

41 基礎看護 9784796522243
看護技術の根拠Ｑ＆Ａ：解剖生理の視点でわかる 竹内修二：松永保子

照林社 201011

42 成人看護 9784524262847
成人看護技術：成人看護学 野崎真奈美：林直子

南江堂 201204

43 成人看護 9784805831618
疾患別成人看護 佐藤栄子

中央法規出版 200904

44 成人看護 9784263235119
透析看護 甲田豊：中山均

医歯薬出版 200806

45 成人看護 9784521732015
運動器障害：フィジカルアセスメントと看護ケア 箭野育子

中山書店 201003

46 成人看護 9784780911862
がん看護ビジュアルナ－シング：見てできる臨床ケ
ア図鑑

花出正美：濱口恵子 学研メディカル秀潤社
(発売：学研マ－ケティ
ング)

201506

47 成人看護 9784780911978
整形外科ビジュアルナ－シング：見てできる臨床ケ
ア図鑑

畑田みゆき：近籐泰児 学研メディカル秀潤社
(発売：学研マ－ケティ
ング)

201504

48 成人看護 9784805837788
呼吸器系の症状・疾患の理解と看護 奥宮暁子：角田直枝

中央法規出版 201302

49 成人看護 9784805839058
ライフステ－ジから理解する糖尿病看護：事例で学
ぶアセスメントのポイント

瀬戸奈津子：森小律恵
中央法規出版 201310

50 成人看護 9784818019133
ナ－スのための糖尿病透析予防支援ガイド 日本糖尿病教育・看護

日本看護協会出版会 201506

51 老年看護 9784524260621
老年看護学概論：「老いを生きる」を支えることとは 正木治恵：真田弘美

南江堂 201106

52 老年看護 9784904084052
認知症看護入門：誠実さと笑いと確かな技術で包
む世界

堀内園子
ライフサポ－ト社 200811

53 老年看護 9784767934075
老人看護学 沼本教子：水谷信子

建帛社 200111

54 老年看護 9784798042244
看護師・介護士が知っておきたい高齢者の解剖生
理学：気持ちに寄り添う仕事をするための実践知識

野溝明子
秀和システム 201412

55 老年看護 9784805826515
疾病・障害をもつ高齢者の看護 野口美和子

中央法規出版 200511

56 老年看護 9784805837047
高齢者ケアガイドブック：症状・疾病でわかる 老人の専門医療を考え

る会 中央法規出版 201208

57 老年看護 9784861940217
老年看護学 守本とも子：川野雅資

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201012

58 老年看護 9784861740558
老年看護学：概論と看護の実践 第５版 奥野茂代：大西和子

ヌ－ヴェルヒロカワ 201401

59 小児看護 9784260011280
症状でみる子どものプライマリ・ケア 加藤英治

医学書院 201008

60 小児看護 9784260016186
ナ－スのミカタ小児看護：知っておきたい５３の疾患 右田真：伊藤保彦

医学書院 201305

61 小児看護 9784260330305
看護診断にもとづく小児看護ケアプラン 第２版 キャスリ－ン・Ｍ．スピ

ア：田村正徳 医学書院 199911

62 小児看護 9784263215364
小児リハビリテ－ション医学 第２版 栗原まな

医歯薬出版 201505

63 小児看護 9784263233337
小児看護学．２　小児の主要症状とケア技術 岡田洋子

医歯薬出版 200112

64 小児看護 9784263235447
小児看護学．１　小児と家族への系統的アプロ－チ 第２版 岡田洋子：茎津智子

医歯薬出版 201009

65 小児看護 9784521732701
小児のメンタルヘルス 草場ヒフミ：及川郁子

中山書店 201009

66 小児看護 9784521733883
小児看護とアレルギ－疾患：アレルギ－マ－チとと
もに歩む子どもたちへの看護

山元恵子：及川郁子
中山書店 201109

67 小児看護 9784524268511
小児看護学概論：子どもと家族に寄り添う援助 改訂第２版 二宮啓子：今野美紀

南江堂 201212

68 小児看護 9784524268528
小児看護技術：子どもと家族の力をひきだす技 改訂第２版 今野美紀：二宮啓子

南江堂 201212

69 小児看護 9784840429818
小児外科看護の知識と実際 山高篤行：下高原昭廣

メディカ出版 201008

70 母性看護 9784260015639
ウエルネスからみた母性看護過程＋病態関連図 第２版 佐世正勝：石村由利子

医学書院 201208

71 母性看護 9784263234853
カラ－写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 櫛引美代子

医歯薬出版 200611

72 母性看護 9784263235034
カラ－写真で学ぶ周産期の看護技術 第２版 櫛引美代子

医歯薬出版 200711
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73 母性看護 9784263235348
ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 第２版 太田操

医歯薬出版 200912

74 母性看護 9784498075948
ナ－スの産科学 杉本充弘

中外医学社 201303

75 母性看護 9784567587112
母子看護学原論 第２版 小松美穂子：山中久美

子 広川書店 200603

76 母性看護 9784861940729
母性看護学 茅島江子：豊島泰子

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201310

77 精神看護 9784260333849
ケ－スで学ぶ子どものための精神看護 市川宏伸

医学書院 200502

78 精神看護 9784263235690
児童青年期精神看護学：セルフケアへの支援 宇佐美しおり：岡田俊

医歯薬出版 201206

79 精神看護 9784767934112
精神看護学 安藤幸子（精神看護

学）：岡谷恵子 建帛社 200101

80 精神看護 9784791106820
看護実践における認知行動療法 シャ－ロン・モ－ギロ－・フリ－マ

ン：ア－サ－・フリ－マン 星和書店 200810

81 精神看護 9784796522113
よくわかる精神科薬物ハンドブック 風祭元

照林社 200912

82 精神看護 9784796522526
精神医学・心理学・精神看護学辞典 南光進一郎：張賢徳

照林社 201207

83 精神看護 9784805851500
精神科訪問看護 萱間真美：寺田悦子

中央法規出版 201505

84 精神看護 9784805851890
精神科ナ－スのための認知症看護 大塚恒子：末安民生

中央法規出版 201506

85 在宅看護 9784260332835
困ったときの透析患者の看護 宇田有希

医学書院 200306

86 在宅看護 9784263234907
Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ在宅看護学 木下由美子

医歯薬出版 200704

87 在宅看護 9784344998957
家族のための在宅医療実践ガイドブック 悠翔会：佐々木淳 幻冬舎メディアコンサ

ルティング(発売：幻冬
舎)

201211

88 在宅看護 9784498057111
こうすればうまくいく在宅緩和ケアハンドブック 改訂２版 高橋昭彦：村井邦彦

中外医学社 201208

89 在宅看護 9784525209216
リハビリテ－ションとしての在宅医療 藤井博之：山口明

南山堂 201110

90 在宅看護 9784780910728
よくわかる在宅看護：知識が身につく！実践でき
る！

角田直枝 学研メディカル秀潤社
(発売：学研マ－ケティ
ング)

201210

91 在宅看護 9784796521536
スト－マケアエキスパ－トの実践と技術 日本ＥＴ／ＷＯＣ協会

照林社 200709

92 在宅看護 9784767934136
家族看護学 野嶋佐由美：鈴木和子

（看護学） 建帛社 200510

93 地域看護 9784861940606
地域看護学 豊島泰子：川野雅資

ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ 201304

94 地域看護 9784767934150
実践地域看護学 井伊久美子：平野かよ

子 建帛社 201001

95 地域看護 9784263235201
Ｅｓｓｅｎｔｉａｌｓ地域看護学 第２版 木下由美子：麻原きよみ

医歯薬出版 200903

96 地域看護 9784623067312
保健医療福祉制度論 改訂版 府川哲夫：磯部文雄

ミネルヴァ書房 201309

97 地域看護 9784762466250
スタンダ－ド衛生・公衆衛生 第１３版 末高武彦：米満正美

学建書院 201303

98 地域看護 9784818016989
保健師業務要覧 新版第３版 井伊久美子：荒木田美

香子 日本看護協会出版会 201302

99 地域看護 9784818018969
事例で考える訪問看護の倫理 医療人権を考える会：杉

谷藤子 日本看護協会出版会 201505

100 地域看護 9784895905183
地域リハビリテ－ション論 Ｖｅｒ．６ 大田仁史：浜村明徳

三輪書店 201506
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秀明大学入試委員会規程秀明大学入試委員会規程秀明大学入試委員会規程秀明大学入試委員会規程 

 

 

第 １ 条 秀明大学入学者選抜に関し、入学試験を公平かつ円滑に実施するため、秀明

大学入試委員会（以下「入試委員会」という。）を置く。 

 

第 ２ 条 入試委員会は、次の教職員により構成する。 

   （１）委員長  学長 

   （２）委 員  各学部長、教務部長、学生部長、事務局長、その他、学長が必要

と認めた教職員 

２ 入試委員会の委員の任期は２年とする。ただし、重任を妨げない。 

 

第 ３ 条 入試委員会は、次のことを審議する。 

（１）学生募集に関すること 

（２）入学試験に関すること 

（３）入学試験の合否判定に関すること 

 

第 ４ 条 入試委員会は、前条の各号について審議した原案を教授会に報告しなければ

ならない。 

 

第 ５ 条 入試委員会の審議のうち、次の事項に関わる会は秘密会とする。 

（１） 入学試験問題に関わること 

（２） 合否判定に関わること 

 

第 ６ 条 入試委員長は、入学試験問題の出題を本学ならびに系列校の教員に委嘱する

ことができる。 

２ 前項の委嘱にあたっては、出題者に守秘義務を課さなければならない。 

 

第 ７ 条 入試委員会は、入学試験問題の作成ならびに入学試験の運営について責任を

負う。 

 

第 ８ 条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成３年４月 1 日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成４年４月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年４月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 



 1

秀明大学入学者秀明大学入学者秀明大学入学者秀明大学入学者選抜選抜選抜選抜規程規程規程規程 

 

 

第 １ 条 この規程は、秀明大学学則第 16 条に基づき、秀明大学の入学者の選抜に関し

て必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第 ２ 条 入学者の選抜は、次の各号を満たして入学を希望する者を公正かつ妥当な方

法で評価し、適格者の入学に許可を与えることを基本原則とする。 

（１） 本学の建学の精神に賛同する者 

（２） 本学の学生心得を遵守できる者 

（３） その他、本学の定める入学者選抜の基本方針に該当する者 

 

第 ３ 条 入学者の選抜は、次の各号のいずれかによるものとする。 

（１） 一般入学試験による入学 

（２） 本学系列高等学校の学校長推薦による入学 

（３） 指定校推薦入試による入学 

（４） ＡＯ入試による入学 

（５） 大学入試センター試験利用入試による入学 

（６） 外国人留学生入試による入学 

 

第 ４ 条 学長は、入学者選抜の全学的実施体制について、入試委員会を組織してこれ

を決定する。 

 

第 ５ 条 合格者の決定は、入試委員会の審議ならびに教授会の意見を聴取して学長が

行う。 

 

第 ６ 条 この規程に定めるもののほか、入学者選抜に関し必要な事項は学長が定める。 

 

第 ７ 条 この規程の改廃は、教授会の意見を聴取して学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 



14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

　 　 　 　

基礎Ⅰ

【戸田教授・

中嶋講師・

稲野辺助

教・村越助

手・松本助

手・柴野助

手】東京女

子医大八千

代医療セン

ター

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

公衆衛生Ⅰ

【門川教授・

山口准教

授・近藤助

手】

健診セン

ター、保育

園実習

A

(8名）

B

(8名）

C

(8名）

D

(8名）

E

(8名）

F

(8名）

G

(8名）

H

(8名）

I

(8名）

J

(8名）

臨地実習計画表（1～3年次）

月 7 8 9 10 11 12 1 2

冬

季

休

業

2年次

夏

期

休

業

基礎Ⅱ

【戸田教授・中嶋講

師・稲野辺助教・村越

助手・松本助手・柴野

助手】東京女子医大

八千代医療センター

（5G）

基礎Ⅱ

【戸田教授・中嶋講

師・稲野辺助教・村越

助手・松本助手・柴野

助手】東京女子医大

八千代医療センター

（5G）

冬

季

休

業

夏

期

休

業

週

1年次

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

3年次

夏

期

休

業

成人Ⅰ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

冬

季

休

業

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

小児

【飯村教授・金丸講

師・宮島助教・平川助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション

母性

【茅島教授・東准教

授・美濃口助教・金澤

助手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅰ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

精神

【香月教授・瀬戸口講

師・岸本助教・岩崎助

手】八千代病院、なご

みの家、八千代地域

生活支援センター

成人Ⅱ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

在宅

【斉藤教授・鈴木准教授・

梁原講師・柴野助手】

東京女子医大八千代医

療センター、訪問看護ス

テーション



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A

(8名）

B

(8名）

C

(8名）

D

(8名）

E

(8名）

F

(8名）

G

(8名）

H

(8名）

I

(8名）

J

(8名）

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

臨地実習計画表（4年次）

月 4 5 6 7 8 9 10

週

4年次

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

夏

期

休

業

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

総合実習

【全教員】

東京女子医大八千代

医療センター

八千代病院

シンワ総合健診セン

ター

荒井記念ホーム

訪問看護ステーショ

ン

なごみの家

八千代地域生活支援

センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）

成人Ⅲ

【平山教授・藤村教

授・市村教授・石渡助

教・松本助手・倉骨助

手】

東京女子医大八千代

医療センター

老年Ⅱ

【石川教授・江口講

師・石津助教・時岡助

手】

荒井記念ホーム

公衆衛生Ⅱ

【長弘教授・山口准教授・近藤助手】

千葉県指定の実習地、近隣保健センター

(選択）



 

 

実習科目の概要実習科目の概要実習科目の概要実習科目の概要 
 

科目名科目名科目名科目名 基 礎 看 護 学 実 習基 礎 看 護 学 実 習基 礎 看 護 学 実 習基 礎 看 護 学 実 習 ⅠⅠⅠⅠ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

看護師および医師をはじめとする他の医療専門職者の実践活動を理解し、看護の使命と役割を考

え、看護職を目指す者としての基盤を作る。病院見学や看護活動場面の見学および参加を通して、

病院の役割と機能、看護の役割と機能を学ぶ。看護対象の療養生活や日常生活援助の実際を学ぶ。

対象の反応や看護師との会話の中から情報を得て、患者の気持ちを理解する。対象とコミュニケ

ーションをとり、対象を理解する。対象の安全・安楽・自立（自律）を踏まえ、個別性に配慮し

た看護について考察する。看護の学習者として適切に行動するなどが目標である。 

科目科目科目科目 基 礎 看 護 学 実 習基 礎 看 護 学 実 習基 礎 看 護 学 実 習基 礎 看 護 学 実 習 ⅡⅡⅡⅡ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

看護の対象を総合的に理解し、看護過程を展開し、よりよい健康状態に向け、日常生活を整える

ために必要な看護活動を学ぶ。具体的には、①対象を総合的に理解するために知識を活かし、全

体像を把握する。②対象をより良い健康状態に向けるために看護過程を展開し、日常生活援助の

一部を計画・実施・評価できる。③対象に関わる保健・医療チームと看護チームの関連、役割を

理解する。④対象および対象を取り巻く人々との関わりを通して、看護への関心・理解を深める

ことが目標である。 

科目名科目名科目名科目名 成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習 ⅠⅠⅠⅠ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

急性期および慢性期治療の場で展開されている看護実践を学び、それぞれの部門における看護の

機能と役割を理解する。専門外来、手術室、集中治療部にて2週間実習する。専門外来では定期的

な受診・治療が必要な疾患を持ちながら社会生活を営んでいる患者の特徴と看護の実際、手術室

では安全な手術のための環境と看護の実際、集中治療部では急性期にある患者の特徴と合併症予

防、安全・安寧を考慮した看護の実際について、主に看護援助の見学を通して学ぶ。また、実習

を通し、各部門における看護師の役割について考察する。 

科目名科目名科目名科目名 成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習 ⅡⅡⅡⅡ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

急性期や周手術期、クリティカルな状態にある成人患者に対して適切な援助を行うために必要な

援助技術を学ぶ。成人看護学実習Ⅰでの専門外来や手術室、集中治療部での見学実習の成果をも

とに、急性期または周術期の対象を受け持ち、系統的な情報収集とそれに基づくデータベースの

作成と分析、看護問題の抽出、個別性を踏まえた援助計画の立案・実施・評価の一連の看護過程

を展開する。また、これまでの講義、演習、実習で学んだ知識、技術を駆使し、行動計画に基づ

いた看護実践をし、その評価から今後の課題を明らかにする。 

科目名科目名科目名科目名 成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習成 人 看 護 学 実 習 ⅢⅢⅢⅢ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

慢性期および終末期にある患者とその家族の特徴を理解し、すでに修得した知識と技術を統合し

ながら、患者の健康レベルに応じた看護を実践できる能力を養う。慢性期系病棟で2週間実習し、

主として慢性期・終末期にある患者を1～2名受け持ち、看護過程を展開しながら、患者とその家

族の健康問題を明らかにし、問題解決に向けた看護援助を実践する。患者に合ったセルフケアの

確立やQOLの向上を目指し、患者の健康レベルや疾病の受容状況などに応じた援助方法を理解す

る。 

科目名科目名科目名科目名 老 年 看 護 学 実 習老 年 看 護 学 実 習老 年 看 護 学 実 習老 年 看 護 学 実 習 ⅠⅠⅠⅠ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

加齢に伴う疾病や障害を抱えた高齢患者とその家族に対し、病院施設での看護ならびに退院・転

院に向けた 継続看護を学ぶことを目的とする。 具体的な目標は次のとおりである。 ①脳血管疾

患や運動器疾患等の生活障害を抱える高齢患者の看護過程の展開をとおして、健康回復および機

能の維持・向上のための看護実践について学ぶ。 ② 退院後の自立支援に向け、リハビリテーシ

ョンにおける高齢患者の身体・精神・社会面の特性を理解し、高齢者の日常生活とQOLを考えるこ

とができる。 ③高齢患者を取り巻く病院、施設、地域における関係職種・機関のチーム連携につ

いて学び、看護職の役割について考えることができる。 

科目名科目名科目名科目名 老 年 看 護 学 実 習老 年 看 護 学 実 習老 年 看 護 学 実 習老 年 看 護 学 実 習 ⅡⅡⅡⅡ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

障害を抱えながら地域で生活する高齢者とその家族の特性を理解し、地域の保険・医療・福祉サ

ービス期間と連携しながら、高齢者が地域で生活し続けるための継続看護を実践するための能力

と態度を養うことを目的とする。具体的な目標は次のとおりである。①介護老人保健施設で生活

する療養者を全人的に理解し、施設における看護の機能と役割を理解する。②認知症高齢者とそ

の家族を全人的に理解する。③施設および地域における保険・医療・福祉の連携および社会資源

の活用を理解する。 



 

 
 

科目名科目名科目名科目名 小 児 看 護 学 実小 児 看 護 学 実小 児 看 護 学 実小 児 看 護 学 実 習習習習    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

疾病や入院が小児に及ぼす影響を理解し、疾病の回復および正常な成長・発達を促進させるよう、

小児および家族に適切な看護を実践する基礎的能力を養うことを目的とする。具体的な目標は次

のとおりである。①健康な小児の心身の発達を正しくとらえ、疾病・入院が小児の発達に及ぼす

影響を理解する。②小児と保護者の関わりの意義および役割の重要性を理解する。③個々の小児

の発達段階および健康障害に応じた援助が出来る。④チームの一員として自己の役割を認識し、

活動に参加できる。⑤小児にふさわしい入院環境と継続看護のあり方を考える。⑥自己の小児観

を育てる。 

科目名科目名科目名科目名 母 性 看 護 学 実母 性 看 護 学 実母 性 看 護 学 実母 性 看 護 学 実 習習習習    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

妊娠・分娩・産褥期および新生児期を中心とした母性看護学の対象者とその家族に対し、看護過

程を展開するための基礎的実践力を養う。対象者の生理的、心理・社会的特徴とその経過を理解

し、対象者とその家族に対して健康増進と家族関係（母子関係を中心として）確立を目指した看

護過程を展開し、必要な基礎技術を習得する。 

科目名科目名科目名科目名 精 神 看 護 学 実精 神 看 護 学 実精 神 看 護 学 実精 神 看 護 学 実 習習習習    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

臨床体験を通して、精神の健康に問題を抱える対象者への援助の基本的姿勢と看護過程の展開方

法を学ぶ。対象を多面的に観察し、科学的な視点でアセスメントする。対象者との関係性を構築

する。チーム内の職種の役割を認識し、看護の役割を理解する。治療関係と生活環境を考察する。

退院後の支援の必要性や社会資源の活用を考察する。主な療法と事故防止の必要性を理解し、具

体的な援助を実施する。人権擁護とノーマライゼーションについて正しく理解する。精神の健康

に問題を抱える対象者への援助を通して自己洞察するなどが主な内容である。 

科目名科目名科目名科目名 在 宅在 宅在 宅在 宅 看 護 学 実看 護 学 実看 護 学 実看 護 学 実 習習習習    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

在宅療養者と家族介護者の、療養生活の継続を支援するために必要な看護の知識と技術、在宅看

護過程の展開について実習を通して学修する。具体的には、医療支援室の実習（2日間）と訪問看

護ステーションでの実習（8日間）を組み合わせた2週間の実習を行って①在宅看護の実践に必要

な在宅サービス、ケアマネジメント、多職種連携の実際②医療機関から在宅医療への移行におけ

る看護師の役割について学ぶ。 

科目名科目名科目名科目名 公衆衛生公衆衛生公衆衛生公衆衛生看護学看護学看護学看護学実習実習実習実習ⅠⅠⅠⅠ    

講講講講義内容義内容義内容義内容 

人間の成長発達段階に応じた健康の保持・増進及び疾病予防のための基礎的な看護活動展開能力

を養うことを目的とする。グループに分かれ、市内の保育所と総合健診センターにおいて、それ

ぞれ1週間の実習を行う。具体的には、①健康な子どもの保育場面を見学し、地域で暮らす子ども

の発達や生活、子どもを取り巻く環境（家庭・保育園・社会）などについて学ぶ。②働く人々が

利用する定期健康診断、人間ドック等の実施状況を見学し、健康管理の意義とその方法を理解す

るとともに、そこでの看護職の活動を見学し、それぞれが果たす活動の意義や役割を学ぶことが

目標である。 

科目名科目名科目名科目名 公衆衛生公衆衛生公衆衛生公衆衛生看護看護看護看護学実習学実習学実習学実習ⅡⅡⅡⅡ    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

地域社会の個人、家族、集団の健康の保持増進、疾病の予防、回復および地域生活への適応を援

助するための公衆衛生看護について学び、保健・医療・福祉体系における保健師の役割を理解す

る。公衆衛生看護学実習Ⅰで習得した知識をもとに、保健所、市町村において保険事業、家庭訪

問、健康相談、健康教育等の実習を通して、地域保健医療福祉行政における保健所及び市町村保

健師の役割を学ぶ。 

科目名科目名科目名科目名 総 合 実総 合 実総 合 実総 合 実 習習習習    

講義内容講義内容講義内容講義内容 

既習の知識と技術ならびに各領域の臨地実習での学びを統合し、保健医療福祉における看護専門

職としての自覚と倫理観に基づく看護対象者への看護実践能力を修得する。具体的には、選択し

た看護分野の患者・利用者に対して援助する実践に参加し、保健医療福祉チームの中で、安全か

つ的確に看護を提供するために必要な知識、技術、役割遂行能力、他職種との連携・協働などの

資質や態度について深く洞察し、これを身につけることを目的とする。実習施設は、各看護分野

が指定する病院、助産院、健診センターまたは訪問看護ステーション等とする。 
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実習先施設一覧 

 

実習施設名 住所・電話番号・交通手段等 授業科目名 

実施 

時期 

受入 

人数 

1 

東京女子医科大学附属 

八千代医療センター 

千葉県八千代市大和田新田477-96 

047-450-6000 

東葉高速鉄道八千代中央駅下車 

路線バス3分、徒歩9分 

大学からの所要時間42分（公共交通機関） 

スクールバス配車17分 

基礎看護学実習Ⅰ 

基礎看護学実習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅰ 

成人看護学実習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅲ 

老年看護学実習Ⅰ 

小児看護学実習 

母性看護学実習 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

1年 

2年 

3年 

3年 

4年 

3年 

3年 

3年 

4年 

4年 

各 

80人 

2 

医療法人社団心和会 

八千代病院 

千葉県八千代市下高野549 

047-488-1511 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院送迎バス10分 

大学からの所要時間35分 

精神看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

80人 

10人 

3 

医療法人社団心和会 

なごみの家 

千葉県八千代市下高野549 

047-488-1511 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院送迎バス10分 

大学からの所要時間35分 

精神看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

80人 

10人 

4 

社会福祉法人栄寿会 

八千代地域生活支援センター 

千葉県八千代市大和田322-18 

047-481-3555 

京成本線大和田駅下車 徒歩10分 

大学からの所要時間 63分 

精神看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

80人 

10人 

5 

医療法人社団心和会 

荒井記念ホーム 

千葉県八千代市米本1523 

047-488-7333 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅から病院送迎

バス15分 

大学からの所要時間32分 

老年看護学実習Ⅱ 

総 合 実 習  

4年 

4年 

80人 

10人 

6 

医療法人社団心和会 

大和田訪問看護ステーション 

千葉県八千代市大和田328-1  

047-485-2133 

京成本線大和田駅徒歩5分 

大学からの所要時間58分 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

10人 

2人 
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 実習施設名 住所・電話番号・交通手段等 授業科目名 

実施 

時期 

受入 

人数 

7 

医療法人社団恵仁会 

セントマーガレット訪問看護 

ステーション 

千葉県八千代市上高野450  

047-485-5111 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院シャトルバス10分 

大学からの所要時間42分 

在宅看護学実習 3年 2人 

8 

まちのナースステーション 

八千代 

千葉県八千代市萱田2247-20 

047-455-3640 

東葉高速鉄道 八千代中央駅下車徒歩5分 

大学からの所要時間34分 

在宅看護学実習 3年 10人 

9 

セントケア千葉株式会社 

セントケア訪問看護 

ステーション八千代 

千葉県八千代市緑が丘2-2-10 

047-458-1065 

東葉高速線 八千代緑が丘駅下車徒歩3分 

大学からの所要時間20分 

在宅看護学実習 3年 10人 

10 

有限会社 ケアーズ 

ワールド訪問看護 

ステーション 

千葉県八千代市吉橋1161-4 

047-409-6420 

東葉高速線八千代緑が丘駅千葉レインボー

バス 神崎線 寺台下車 徒歩7分 

大学からの所要時間18分 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

10人 

2人 

11 有限会社フレンズ印西 

千葉県印西市草深2302-3 

0476-48-1575 

北総鉄道北総線印西牧の原駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間46分 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

10人 

2人 

12 

NPO法人ファミリーサポート 

前原ハート訪問看護ステーション 

千葉県船橋市前原東4-21-6 

047-403-5731 

新京成線前原駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間42分 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

10人 

2人 

13 

医療法人梨香会 

鎌ケ谷訪問看護ステーション 

千葉県鎌ケ谷市初富848-103 

047-445-2442 

北総鉄道北総線・東武野田線・新京成線 

新鎌ヶ谷駅より送迎バス10分 

大学からの所要時間42分 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

10人 

2人 

14 

医療法人社団 東光会 

北総白井訪問看護 

ステーション 

千葉県白井市根331-2 

047-498-1088 

新京成線鎌ヶ谷大仏駅より路線バス 

北総白井病院行き 10分 

大学からの所要時間44分 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

10人 

2人 
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実習施設名 住所・電話番号・交通手段等 授業科目名 

実施 

時期 

受入 

人数 

15 

医療法人社団心和会 

シンワ総合健診センター 

千葉県八千代市米本2167-8 

047-488-8121 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅から病院送迎

バス15分 

大学からの所要時間32分 

公衆衛生学実習Ⅰ 

総 合 実 習 

2年 

4年 

80人 

10人 

16 

八千代市立 

ゆりのき台保育園 

千葉県八千代市ゆりのき台3-7-1 

047-486-6711 

東葉高速鉄道八千代中央駅下車徒歩7分 

大学からの所要時間37分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

17 

八千代市立 

八千代台保育園 

千葉県八千代市八千代台東1-19-6 

047-483-0903 

京成本線八千代台駅下車徒歩3分 

大学からの所要時間45分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

18 

八千代市立 

米本南保育園 

千葉県八千代市米本2246 

047-488-1627 

東葉高速鉄道八千代中央駅下車バス20分 

大学からの所要時間55分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

19 

八千代市立 

八千代台西保育園 

千葉県八千代市八千代台西7-23-2 

047-484-6465 

京成本線八千代台駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間52分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

20 

八千代市立 

高津南保育園 

千葉県八千代市高津390-278 

047-450-0927 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩20分 

大学からの所要時間45分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

21 

八千代市立 

八千代台南保育園 

千葉県八千代市八千代台南1-24-1 

047-482-0922 

京成本線八千代台駅下車徒歩3分 

大学からの所要時間45分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

22 

八千代市立 

村上北保育園 

千葉県八千代市村上1113-1 

047-482-0921 

東葉高速鉄道村上駅下車徒歩15分 

大学からの所要時間47分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 
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 実習施設名 住所・電話番号・交通手段等 授業科目名 

実施 

時期 

受入 

人数 

23 

八千代市立 

睦北保育園 

千葉県八千代市島田1004 

047-488-1149 

大学から路線バス、島田台下車徒歩4分 

大学からの所要時間11分 

公衆衛生学実習Ⅰ 2年 10人 

24 

千葉県 

習志野健康福祉センター 

千葉県習志野市本大久保5-7-14 

047-475-5151 

京成本線京成大久保駅下車徒歩9分 

大学からの所要時間62分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

県保

健所

合計

20人 

25 

千葉県 

市川健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県市川市南八幡5-11-22 

047-377-1101 

JR総武線本八幡駅下車徒歩7分 

大学からの所要時間59分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

県保

健所

合計

20人 

26 

千葉県 

松戸健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県松戸市小根本7（東葛飾合同庁舎内） 

047-361-2121 

新京成線松戸駅下車徒歩7分 

大学からの所要時間77分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

27 

千葉県 

野田健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県野田市柳沢24 

04-7124-8155 

東武野田線愛宕駅下車徒歩8分 

大学からの所要時間114分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

28 

千葉県 

印旛健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1 

（印旛合同庁舎内） 

043-483-1133 

京成本線京成佐倉駅下車徒歩18分 

大学からの所要時間69分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

29 

千葉県 

香取健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県香取市佐原ロ2127 

0478-52-9161 

JR成田線佐原駅下車徒歩11分 

大学からの所要時間123分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

30 

千葉県 

海匝健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県銚子市栄町2-2-1 

0479-22-0206 

JR総武本線銚子駅下車徒歩4分 

大学からの所要時間155分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 
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 実習施設名 住所・電話番号・交通手段等 授業科目名 

実施 

時期 

受入 

人数 

31 

千葉県 

山武健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県東金市東金907-1 

0475-54-0611 

JR外房線東金駅下車徒歩5分 

大学からの所要時間117分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

県保

健所

合計

20人 

32 

千葉県 

長生健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県茂原市茂原1102-1 

（長生合同庁舎内） 

0475-22-5167 

JR外房線茂原駅下車徒歩22分 

大学からの所要時間117分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

33 

千葉県 

夷隅健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県勝浦市出水1224 

0470-73-0145 

JR外房線勝浦駅下車徒歩8分 

大学からの所要時間141分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

県保

健所

合計

20人 

 

34 

千葉県 

安房健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県館山市北条1093-1 

0470-22-4511 

JR内房線館山駅下車徒歩11分 

大学からの所要時間173分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

35 

千葉県 

君津健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県木更津市新田3-4-34 

0438-22-3743 

JR内房線木更津駅下車徒歩15分 

大学からの所要時間119分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

36 

千葉県 

市原健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県市原市五井1309 

0436-21-6391 

JR内房線五井駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間90分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 

37 八千代市役所保健センター 

千葉県八千代市ゆりのき台2-10  

047-483-4646  

東葉高速線八千代中央駅から徒歩10分 

大学からの所要時間36分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 12人 

38 習志野市保健会館 

千葉県習志野市津田沼5丁目14番24号 

047-453-2967 

京成線、新京成線京成津田沼駅徒歩3分 

大学からの所要時間42分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 2人 
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39 白井市保健福祉センター 

千葉県白井市復1123番地 

047-492-1111 

北総鉄道北総線白井駅からちばレインボー

バス乗車「白井市役所入口」下車徒歩5分 

大学からの所要時間46分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 3人 

40 印西市中央保健センター 

千葉県印西市大森2356－3 

0476-42-5595 

ちばレインボーバス神崎線秀明大学から「大

森坂上」下車、徒歩７分 

大学からの所要時間41分 

公衆衛生学実習Ⅱ 4年 4人 
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実習施設承諾書（内容一覧） 

 
実習施設名 住所・電話番号・交通手段等 代表者 授業科目名 

実施 

時期 

受入 

人数 

実習施設における実習指導者 

（所属・資格名）臨床経験年数 

1 東京女子医科大学附属八千代医療センター 

千葉県八千代市大和田新田477-96 

047-450-6000 

東葉高速鉄道八千代中央駅下車 

路線バス3分、徒歩9分 

大学からの所要時間42分 

院長 

新井田達雄 

基礎看護学実習Ⅰ 

基礎看護学実習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅰ 

成人看護学実習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅲ 

老年看護学実習Ⅰ 

小児看護学実習 

母性看護学実習 

在宅看護学実習 

総 合 実 習 

1年 

2年 

3年 

3年 

4年 

3年 

3年 

3年 

4年 

4年 

各80人 

金川綾（4階西病棟・クリニカルコーチ）12年 

菊池章子（4階西病棟・クリニカルコーチ）16年 

西谷しのぶ（4階西病棟・主任・実習指導者）18年 

甲斐節子（4階西病棟・看護師長・実習指導者）36年 

深谷美幸（5階東病棟・クリニカルコーチ）14年 

工藤みゆき（5階東病棟・皮膚・創傷認定看護師・クリニカルコーチ）10年 

川上葉子（5階東病棟・クリニカルコーチ）5年 

佐藤清美（5階西病棟・脳卒中リハビリ看護認定看護師・クリニカルコーチ）15年 

矢代恭子（5階西病棟・看護師長・実習指導者）17年 

土屋美幸（6階東病棟・主任・クリニカルコーチ）16年 

森田理美（6階東病棟・クリニカルコーチ）7年 

佐藤恵（6階西病棟・リーダー看護師）13年 

西山千尋（6階西病棟・リーダー看護師）13年 

森住優香（4階東病棟・クリニカルコーチ）12年 

中島朝子（4階東病棟・クリニカルコーチ）12年 

石井祥子（4階東病棟・チームリーダー）18年 

冨田佳代子（小児科看護師長・実習指導者）37年 

濱崎志乃（看護局・主任看護師・実習指導者）20年 

栗原和恵（4階東病棟・主任看護師）19年 

堀切晶子（PICU ・主任看護師）31年 

谷井千恵（3階東病棟・クリニカルコーチ）21年 

松村未葉（3階東病棟・看護師主任）18年 

中島麻理子（MFICU・看護師主任）22年 

(医療支援室)  

縄島正之（医療支援室長・課長補佐・成人担当ソーシャルワーカー）22年 

田中亜季（小児・周産期担当ソーシャルワーカー）6年 

町屋千鶴子（5階東病棟・医療支援室 看護師長）30年 

田原昌子（看護師長・ベッドコントロール室長・退院調整看護師）21年 

2 医療法人社団心和会八千代病院 

千葉県八千代市下高野549 

047-488-1511 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院送迎バス10分 

大学からの所要時間35分 

院長 

門倉眞人 

精神看護学実習 

総 合 実 習 

3年 

4年 

80人 

20人 

望月陽子（看護師） 40年 

佐々木和也（看護師）9年 

齋藤美加（看護師）24年 

竹重日江子（看護師）46年 

金澤明子（看護師）30年 

髙橋祐介（看護師）8年 

3 医療法人社団心和会なごみの家 

千葉県八千代市下高野549 

047-488-1511 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院送迎バス10分 

大学からの所要時間35分 

理事長 

荒井宗房 

精神看護学実習 

総 合 実 習  

3年 

4年 

80人 

10人 

檜山剛志（精神保健福祉士） 14年（宿泊型） 

永野 幸（精神保健福祉士） 21年（宿泊型） 

花島ひろみ（精神保健福祉士） 25年（宿泊型） 

木崎早苗（精神保健福祉士） 23年（相談支援） 
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4 社会福祉法人八千代地域生活支援センター 

千葉県八千代市下高野549 

047-488-1511 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院送迎バス10分 

大学からの所要時間35分 

理事長 

荒井元明 

精神看護学実習 

総 合 実 習  

3年 

4年 

80人 

10人 

福田弘子（精神保健福祉士） 17年 

    （精神科ソーシャルワーカー）35年 

    （相談支援専門員） 10年 

恩田信幸（精神保健福祉士） 10年 

    （相談支援専門員）  5年 

馬場武士（精神保健福祉士）  8年 

（相談支援専門員）  4年 

5 医療法人社団心和会荒井記念ホーム 

千葉県八千代市米本1523 

047-488-7333 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅から病院送迎バス15分 

大学からの所要時間32分 

施設長 

伊藤幸治 
老年看護学実習Ⅱ  4年 80人 

荒井加代子（看護課 看護師）30年 

高谷るみ子（看護課 看護師）20年 

6 
医療法人社団心和会 

大和田訪問看護ステーション 

千葉県八千代市大和田328-1  

047-485-2133 

京成本線大和田駅徒歩5分 

大学からの所要時間58分 

所長 

夏堀響子 
在宅看護学実習 3年 10人 

夏堀響子（看護師）20年 

高荷奈美子（看護師）24年 

片倉直美（看護師）25年 

長谷川由里子（看護師）15年 

香野郁子（看護師）18年 

大森秀文（看護師）7年 

大河内順子（看護師）29年 

下山由美子（看護師）18年 

嘉藤陽子（看護師）17年 

7 
医療法人社団恵仁会 

セントマーガレット訪問看護ステーション 

千葉県八千代市上高野450  

047-485-5111 

京成本線、東葉高速鉄道勝田台駅下車 

病院シャトルバス10分 

大学からの所要時間42分 

理事長 

朝戸健夫 
在宅看護学実習 3年 10人 榊原真由美（訪問看護認定看護師）23年 

8 
ケアラーズジャパン株式会社 

まちのナースステーション八千代 

千葉県八千代市萱田2247-20 

047-455-3640 

東葉高速鉄道 八千代中央駅下車徒歩5分 

大学からの所要時間25分 

管理者 

福田裕子 
在宅看護学実習 3年 10人 

福田裕子（看護師）25年 

三浦由実（看護師）10年 

寺岡 薫（看護師）22年 

髙橋宏枝（看護師）24年 

稲田圭子（看護師）20年 

9 
セントケア千葉株式会社 

セントケア訪問看護ステーション八千代 

千葉県八千代市緑が丘2-2-10 

047-458-1065 

東葉高速線 八千代緑が丘駅下車徒歩3分 

大学からの所要時間20分 

管理者 

小林美和子 
在宅看護学実習 3年 10人 

丸山美香（看護師）13年 

鈴木葉子（看護師）4年 



 

 

3 

 

10 
有限会社 ケアーズ 

ワールド訪問看護ステーション 

千葉県八千代市吉橋1161-4 

047-409-6420 

東葉高速線八千代緑が丘駅千葉レインボーバス 神崎線 

寺台下車 徒歩7分 

大学からの所要時間18分 

管理者 

北川トシ子 
在宅看護学実習 3年 10人 

北川トシ子（看護師）20年 

樋口由美子（看護師）15年 

葛西文子（看護師）20年 

11 有限会社フレンズ印西 

千葉県印西市草深2302-3 

0476-48-1575 

北総鉄道北総線印西牧の原駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間46分 

代表取締役 

杉山光枝 
在宅看護学実習 3年 10人 杉山光枝（所長 看護師）42年 

12 
NPO法人前原ハート 

訪問看護ステーション 

千葉県船橋市前原東4-21-6 

047-403-5731 

新京成線前原駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間42分 

代表 

村山博隆 
在宅看護学実習 3年 10人 

村山みよ子（看護師）35年 

廣田桂子（看護師）3年 

西野真由美（看護師）20年 

花田亜由美（看護師）10年 

舞鶴史絵（看護師、保健師）11年 

宮沢多恵子（看護師、保健師）20年 

13 
医療法人梨香会 

鎌ケ谷訪問看護ステーション 

千葉県鎌ケ谷市初富848-103 

047-445-2442 

北総鉄道北総線・東武野田線・新京成線 

新鎌ヶ谷駅より送迎バス10分 

大学からの所要時間42分 

管理者 

塚本トキノ 
在宅看護学実習 3年 10人 

塚本トキノ（看護師）30年 

小野木智美（看護師）17年 

飯村慶子（看護師）10年 

高梨明日美（看護師）10年 

忍足正子（看護師）18年 

鈴木てる子（看護師）35年 

永井くみ子（看護師）9年 

14 
医療法人社団 東光会 

北総白井訪問看護ステーション 

千葉県白井市根331-2 

047-498-1088 

新京成線鎌ヶ谷大仏駅より路線バス 

北総白井病院行き 10分 

大学からの所要時間44分 

理事長 

中村 毅 
在宅看護学実習 3年 10人 

下村登志江（看護師、看護教員）17年、7年 

山田芽（看護師）20年 

後藤葉子（看護師）15年 

新牧子 (看護師)15年 

15 
医療法人社団心和会 

シンワ総合健診センター 

千葉県八千代市米本2167-8 

047-488-8121 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅から病院送迎バス15分 

大学からの所要時間32分 

施設長 

村岡恒良 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 80人 

佐藤智秋（看護師長）30年 

布施涼子（看護師、保健師）14年 

16 ゆりのき台保育園 

千葉県八千代市ゆりのき台3-7-1 

047-486-6711 

東葉高速鉄道八千代中央駅下車徒歩7分 

大学からの所要時間37分 

園長 

竹平文江 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 鈴木久美子（看護師）31年 

17 八千代台保育園 

千葉県八千代市八千代台東1-19-6 

047-483-0903 

京成本線八千代台駅下車徒歩3分 

大学からの所要時間45分 

園長 

染野潤子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 川合萌子（看護師）8年 
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18 米本南保育園 

千葉県八千代市米本2246 

047-488-1627 

東葉高速鉄道八千代中央駅下車バス20分 

大学からの所要時間55分 

園長 

黒川美子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 十川由美（保健師）3年  

19 八千代台西保育園 

千葉県八千代市八千代台西7-23-2 

047-484-6465 

京成本線八千代台駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間52分 

園長 

矢本千恵子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 杉本栄子（看護師）35年 

20 高津南保育園 

千葉県八千代市高津390-278 

047-450-0927 

東葉高速鉄道八千代緑が丘駅下車徒歩20分 

大学からの所要時間45分 

園長 

立田輝子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 川越めぐみ（看護師）9年 

21 八千代台南保育園 

千葉県八千代市八千代台南1-24-1 

047-482-0922 

京成本線八千代台駅下車徒歩3分 

大学からの所要時間45分 

園長 

竹川恭子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 橋口トヨ（准看護師）43年 

22 村上北保育園 

千葉県八千代市村上1113-1 

047-482-0921 

東葉高速鉄道村上駅下車徒歩15分 

大学からの所要時間47分 

園長 

花桐千恵子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 峰岸直美（看護師）25年 

23 睦北保育園 

千葉県八千代市島田1004 

047-488-1149 

大学からバス、徒歩13分 

園長 

御園生美子 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 2年 10人 赤羽陽子（看護師）26年 

24 
千葉県習志野健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県習志野市本大久保5-7-14 

047-475-5151  

京成線大久保駅徒歩9分 

大学からの所要時間55分 

江口弘久 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 出井美知子（地域保健課 保健師）19年 

25 
千葉県市川健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県市川市南八幡5-11-22 

047-377-1101 

JR総武線本八幡駅徒歩6分 

大学からの所要時間59分 

佐久間文明 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 林 明己（総務企画課 保健師）27年 

26 
千葉県松戸健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県松戸市小根本7 

047-361-2121 

新京成線松戸駅下車徒歩6分 

大学からの所要時間81分 

児玉賀洋子 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 岸恵美子（地域保健課 保健師）20年 

27 
千葉県野田健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県野田市柳沢24 

04-7124-8155 

東武アーバンパークライン愛宕駅下車徒歩6分 

大学からの所要時間112分 

坂本泰啓 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 道本孝子（地域保健課 保健師）29年 
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28 
千葉県印旛健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県佐倉市鏑木仲田町8-1 

043-483-1133 

京成線佐倉駅下車徒歩19分 

大学からの所要時間70分 

久保秀一 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 川崎由紀（地域保健課 保健師）24年 

29 
千葉県香取健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県香取市佐原口2127 

0476-26-7231 

JR成田線佐原駅下車徒歩11分 

大学からの所要時間116分 

センター長 

中村恒穂 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 木幡亜矢子（地域保健課 保健師）10年 

30 
千葉県海匝健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県銚子市栄町2-2-1 

0479-22-0206 

JR総武線銚子駅下車徒歩4分 

大学からの所要時間224分 

野田秀平 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 塚本清江（地域保健福祉課 保健師）33年 

31 
千葉県山武健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県東金市東金907-1 

0475-54-0611 

JR外房線東金駅下車徒歩5分 

大学からの所要時間120分 

大野由記子 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 太田興子（健康生活支援課 保健師）23年 

32 
千葉県長生健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県茂原市茂原1103-1 

0475-22-5167 

JR外房線新茂原駅下車徒歩16分 

大学からの所要時間129分 

千葉県知事 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 権田好恵（地域保健福祉課 保健師）24年 

33 
千葉県夷隅健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県勝浦市出水1224 

0470-73-0145 

JR外房線勝浦徒歩8分 

大学からの所要時間203分 

鎗田和美 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 野澤憲子（地域保健福祉課 保健師）25年 

34 
千葉県安房健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県館山市北条1093-1 

0470-22-4511 

高速バス立山駅前下車徒歩11分 

大学からの所要時間182分 

松本良二 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 保田優子（総務企画課 保健師）30年 

35 
千葉県君津健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県木更津市新田3-4-34 

0438-22-3743 

JR内房線木更津駅下車徒歩15分 

大学からの所要時間195分 

一戸貞人 公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 大野雪子（総務企画課 保健師）44年 

36 
千葉県市原健康福祉センター 

（保健所） 

千葉県市原市五井中央2-24-23ファームビル51 

0436-21-6391 

JR内房線五井駅下車徒歩10分 

大学からの所要時間108分 

センター長 

杉戸一寿 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 20人 三塚智子（地域保健福祉課 保健師）8年 

37 八千代市役所保健センター 

千葉県八千代市ゆりのき台2-10  

047-483-4646  

東葉高速線八千代中央駅から徒歩10分 

大学からの所要時間36分 

健康づくり課長 

原久見子 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 12人 

岡澤美齢（母子保健課 保健師）14年 

佐藤友寿季（母子保健課 保健師）3年 

湯浅知恵（健康づくり課 保健師 19年 

佐藤歩（健康づくり課 保健師 3年 
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38 習志野市保健会館 

千葉県習志野市津田沼5丁目14番24号 

047-453-2967 

京成線、新京成線京成津田沼駅徒歩3分 

大学からの所要時間42分 

習志野市長 

宮本泰介 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 2人 

相原由美子（健康支援課係長保健師）26年 

伊藤千佳子（健康支援課係長保健師）21年 

石川由記子（健康支援課主任保健師）9年 

39 白井市保健福祉センター 

千葉県白井市復1123番地 

047-492-1111 

北総鉄道北総線白井駅からちばレインボーバス乗車「白

井市役所入口」下車徒歩5分 

大学からの所要時間46分 

社会福祉課長 

岡本和哉 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 3人 

矢野幸 （健康課 保健師）25年 

篠田亮子（健康課 保健師）16年 

三笠幸恵（健康課 保健師）15年 

林敦子 （社会福祉課 保健師）16年 

今井利恵（地域包括支援センター 保健師）14年 

矢野しのぶ（高齢者福祉課 保健師）13年 

戸田亜紀子（保健福祉相談室 保健師）17年 

40 印西市中央保健センター 

千葉県印西市大森2356－3 

0476-42-5595 

ちばレインボーバス神崎線秀明大学から「大森坂上」下

車、徒歩７分 

大学からの所要時間41分 

健康増進課長 

酒井和広 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 4年 4人 

川村理佳 （健康増進課、 主任保健師）28年 

日野原明子（健康増進課、保健師）18年 

岩井雅美（健康増進課、保健師）11年 

足立佳絵（健康増進課、保健師）17年 
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実習施設指導者一覧 

No 実習施設名 
当該実習施設を 

使用する授業科目名 

実習施設における実習指導者 

（所属・資格名）臨床経験年数 

1 
東京女子医科大学附属 

八千代医療センター 

基礎看護学実習Ⅰ 

基礎看護学実習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅰ 

成人看護学実習Ⅱ 

成人看護学実習Ⅲ 

老年看護学実習Ⅰ 

金川綾（4階西病棟・クリニカルコーチ）12年 

菊池章子（4階西病棟・クリニカルコーチ）16年 

西谷しのぶ（4階西病棟・主任・実習指導者）18年 

甲斐節子（4階西病棟・看護師長・実習指導者）36年 

深谷美幸（5階東病棟・クリニカルコーチ）14年 

工藤みゆき（5階東病棟・皮膚・創傷認定看護師・クリニカル

コーチ）10年 

川上葉子（5階東病棟・クリニカルコーチ）5年 

佐藤清美（5階西病棟・脳卒中リハビリ看護認定看護師・クリ

ニカルコーチ）15年 

矢代恭子（5階西病棟・看護師長・実習指導者）17年 

土屋美幸（6階東病棟・主任・クリニカルコーチ）16年 

森田理美（6階東病棟・クリニカルコーチ）7年 

佐藤恵（6階西病棟・リーダー看護師）13年 

西山千尋（6階西病棟・リーダー看護師）13年 

森住優香（4階東病棟・クリニカルコーチ）12年 

中島朝子（4階東病棟・クリニカルコーチ）12年 

石井祥子（4階東病棟・チームリーダー）18年 

小児看護学実習 

冨田佳代子（小児科看護師長・実習指導者）37年 

濱崎志乃（看護局・主任看護師・実習指導者）20年 

栗原和恵（4階東病棟・主任看護師）19年 

堀切晶子（PICU ・主任看護師）31年 

母性看護学実習 

谷井千恵（3階東病棟・クリニカルコーチ）21年 

松村未葉（3階東病棟・看護師主任）18年 

中島麻理子（MFICU・看護師主任）22年 

在宅看護学実習 

(医療支援室)  

縄島正之（医療支援室長・課長補佐・成人担当ソーシャルワー

カー）22年 

田中亜季（小児・周産期担当ソーシャルワーカー）6年 

町屋千鶴子（5階東病棟・医療支援室 看護師長）30年 

田原昌子（看護師長・ベッドコントロール室長・退院調整看護

師）21年 

総 合 実 習 上記の看護師全て 
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No 実習施設名 
当該実習施設を 

使用する授業科目名 

実習施設における実習指導者 

（所属・資格名）臨床経験年数 

2 
医療法人社団心和会 

八千代病院 

精神看護学実習 

総 合 実 習  

望月陽子（看護師） 40年 

佐々木和也（看護師）9年 

齋藤美加（看護師）24年 

竹重日江子（看護師）46年 

金澤明子（看護師）30年 

髙橋祐介（看護師）8年 

3 
医療法人社団心和会 

なごみの家 

精神看護学実習 

総 合 実 習  

檜山剛志（精神保健福祉士） 14年（宿泊型） 

永野 幸（精神保健福祉士） 21年（宿泊型） 

花島ひろみ（精神保健福祉士） 25年（宿泊型） 

木崎早苗（精神保健福祉士） 23年（相談支援） 

4 

社会福祉法人 

八千代地域生活支援セン

ター 

精神看護学実習 

総 合 実 習  

福田弘子（精神保健福祉士） 17年 

    （精神科ソーシャルワーカー）35年 

    （相談支援専門員） 10年 

恩田信幸（精神保健福祉士） 10年 

    （相談支援専門員）  5年 

馬場武士（精神保健福祉士）  8年 

（相談支援専門員）  4年 

5 

医療法人社団心和会 

荒井記念ホーム 

老年看護学実習Ⅱ 

総 合 実 習   

荒井加代子（看護課 看護師）30年 

高谷るみ子（看護課 看護師）20年 

6 

医療法人社団心和会 

大和田訪問看護 

ステーション 

在宅看護学実習 

総 合 実 習  

夏堀響子（看護師）20年 

高荷奈美子（看護師）24年 

片倉直美（看護師）25年 

長谷川由里子（看護師）15年 

香野郁子（看護師）18年 

大森秀文（看護師）7年 

大河内順子（看護師）29年 

下山由美子（看護師）18年 

嘉藤陽子（看護師）17年 

7 

医療法人社団恵仁会 

セントマーガレット 

訪問看護ステーション 

在宅看護学実習 榊原真由美（訪問看護認定看護師）23年 

8 

まちのナース 

ステーション八千代 
在宅看護学実習 

福田裕子（看護師）25年 

三浦由実（看護師）10年 

寺岡 薫（看護師）22年 

髙橋宏枝（看護師）24年 

稲田圭子（看護師）20年 
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No 実習施設名 
当該実習施設を 

使用する授業科目名 

実習施設における実習指導者 

（所属・資格名）臨床経験年数 

9 

セントケア千葉株式会社 

セントケア訪問看護 

ステーション八千代 

在宅看護学実習 
丸山美香（看護師）13年 

鈴木葉子（看護師）4年 

10 

有限会社 ケアーズ 

ワールド訪問看護 

ステーション 

在宅看護学実習 

総 合 実 習  

北川トシ子（看護師）20年 

樋口由美子（看護師）15年 

葛西文子（看護師）20年 

11 有限会社フレンズ印西 
在宅看護学実習 

総 合 実 習  
杉山光枝（所長 看護師）42年 

12 

NPO法人 

ファミリーサポート 

前原ハート 

在宅看護学実習 

総 合 実 習  

村山みよ子（看護師）35年 

廣田桂子（看護師）3年 

西野真由美（看護師）20年 

花田亜由美（看護師）10年 

舞鶴史絵（看護師）11年 

  〃 （保健師） 〃    

宮沢多恵子（看護師）20年 

  〃  （保健師） 〃    

13 

医療法人梨香会 

鎌ケ谷訪問看護 

ステーション 

在宅看護学実習 

総 合 実 習  

塚本トキノ（看護師）30年 

小野木智美（看護師）17年 

飯村慶子（看護師）10年 

高梨明日美（看護師）10年 

忍足正子（看護師）18年 

鈴木てる子（看護師）35年 

永井くみ子（看護師）9年 

14 

医療法人社団 東光会 

北総白井訪問看護 

ステーション 

在宅看護学実習 

総 合 実 習  

下村登志江（看護師、看護教員）17年、7年 

山田芽（看護師）20年 

後藤葉子（看護師）15年 

新牧子 (看護師)15年 

15 

医療法人社団心和会 

シンワ総合健診センター 

在宅看護学実習 

総 合 実 習  

佐藤智秋（看護師長）30年 

布施涼子（看護師、保健師）14年 

16 

八千代市立 

ゆりのき台保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 鈴木久美子（看護師）31年 

17 

八千代市立 

八千代台保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 川合萌子（看護師）8年 
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No 実習施設名 
当該実習施設を 

使用する授業科目名 

実習施設における実習指導者 

（所属・資格名）臨床経験年数 

18 

八千代市立 

米本南保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 十川由美（保健師）3年  

19 

八千代市立 

八千代台西保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 杉本栄子（看護師）35年 

20 

八千代市立 

高津南保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 川越めぐみ（看護師）9年 

21 

八千代市立 

八千代台南保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 橋口トヨ（准看護師）43年 

22 

八千代市立 

村上北保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 峰岸直美（看護師）25年 

23 

八千代市立 

睦北保育園 
公衆衛生看護学実習Ⅰ 赤羽陽子（看護師）26年 

24 

千葉県習志野 

健康福祉センター 

（保健所） 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 出井美知子（地域保健課 保健師）19年 

25 

千葉県市川 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 林 明己（総務企画課 保健師）27年 

26 

千葉県松戸 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 岸恵美子（地域保健課 保健師）20年 

27 

千葉県野田 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 道本孝子（地域保健課 保健師）29年 

28 

千葉県印旛 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 川崎由紀（地域保健課 保健師）24年 

29 

千葉県香取 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 木幡亜矢子（地域保健課 保健師）10年 

30 

千葉県海匝 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 塚本清江（地域保健福祉課 保健師）33年 

31 

千葉県山武 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 太田興子（健康生活支援課 保健師）23年 
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No 実習施設名 
当該実習施設を 

使用する授業科目名 

実習施設における実習指導者 

（所属・資格名）臨床経験年数 

32 

千葉県長生 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 権田好恵（地域保健福祉課 保健師）24年 

33 

千葉県夷隅 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 野澤憲子（地域保健福祉課 保健師）25年 

34 

千葉県安房 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 保田優子（総務企画課 保健師）30年 

35 

千葉県君津 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 大野雪子（総務企画課 保健師）44年 

36 

千葉県市原 

健康福祉センター 

（保健所 

公衆衛生看護学実習Ⅱ 三塚智子（地域保健福祉課 保健師）8年 

37 

八千代市役所 

保健センター 
公衆衛生看護学実習Ⅱ 

岡澤美齢（母子保健課 保健師）14年 

佐藤友寿季（母子保健課 保健師）3年 

湯浅知恵（健康づくり課 保健師 19年 

佐藤歩（健康づくり課 保健師 3年 

38 習志野市保健会館 公衆衛生看護学実習Ⅱ 

相原由美子（健康支援課係長保健師）26年 

伊藤千佳子（健康支援課係長保健師）21年 

石川由記子（健康支援課主任保健師）9年 

39 白井市保健福祉センター 公衆衛生看護学実習Ⅱ 

矢野幸 （健康課 保健師）25年 

篠田亮子（健康課 保健師）16年 

三笠幸恵（健康課 保健師）15年 

林敦子 （社会福祉課 保健師）16年 

今井利恵（地域包括支援センター 保健師）14年 

矢野しのぶ（高齢者福祉課 保健師）13年 

戸田亜紀子（保健福祉相談室 保健師）17年 

40 印西市保健センター 公衆衛生看護学実習Ⅱ 

川村理佳 （健康増進課、 主任保健師）28年 

日野原明子（健康増進課、保健師）18年 

岩井雅美（健康増進課、保健師）11年 

足立佳絵（健康増進課、保健師）17年 
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臨地実習時の学生、教員の配置ならびに週間計画 

 

【１】基礎看護学実習Ⅰ 

 

（１）学生配置      実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

8 月 1 週 

A（8 人） 

B（8 人） 

C（8 人） 

D（8 人） 

E（8 人） 

F（8 人） 

G（8 人） 

H（8 人） 

I（8 人） 

J（8 人） 

外来 2 階 

外来 3 階 

5 階東 

5 階西 

6 階東 

6 階西 

新棟 A 

新棟 B 

新棟 C 

16 人 

戸田教授 

中嶋講師 

稲野辺助教 

村越助手 

松本助手松本助手松本助手松本助手 

柴野助手柴野助手柴野助手柴野助手 

 

 

（２）週間計画 

8 月 

第 1 週 

A～E グループ 40 名 F～J グループ 40 名 

AM PM AM PM 

月 

学内オリエン 

テーション 

(8：00～9：00) 

 

院内オリエン 

テーション 

(10：30～12：00) 

病棟看護師 

シャドーイング 

(13：00～15：00) 

 

学内 

カンファレンス 

(16：00～17：00) 

学内オリエン 

テーション 

(8：00～9：00) 

 

院内オリエン 

テーション 

(10：30～12：00) 

医療専門識者 

シャドーイング 

(13：00～15：00) 

 

学内 

カンファレンス 

(16：00～17：00) 

火 

 

病棟看護師シャドーイング 

(8：00～16：00) 

 

カ
ン

フ
ァ

レ
ン
ス
 

 

医療専門職者シャドーイング 

(8：00～16：00) 

 

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
 

水 

病棟看護師 

シャドーイング 

(8：00～12：00) 

学内 

カンファレンス 

(14：00～17：00) 

学内 

カンファレンス 

(8：00～12：00) 

医療専門職者 

シャドーイング 

(13：00～ 

16：00) 

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
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木 

医療専門職者 

シャドーイング 

(8：00～16：00) 

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
 

病棟看護師 

シャドーイング 

(8：00～16：00) 

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
 

金 

医療専門識者 

シャドーイング 

(8：00～12：00) 

学内 

カンファレンス 

(14：00～17：00) 

病棟看護師 

シャドーイング 

(8：00～12：00) 

学内 

カンファレンス 

(14：00～17：00) 
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【２】基礎看護学実習Ⅱ 

 

（１）学生配置      実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

前半 

8 月 4 週、9 月 1 週 

A（8 人） 

B（8 人） 

C（8 人） 

D（8 人） 

E（8 人） 

5 階東 

5 階西 

6 階東 

6 階西 

新棟 A 

新棟 B 

新棟 C 

16 人 

戸田教授 

中嶋講師 

稲野辺助教 

村越助手 

松本助手松本助手松本助手松本助手 

柴野助手柴野助手柴野助手柴野助手 

後半 

9 月 1 週、2 週、3 週 

F（8 人） 

G（8 人） 

H（8 人） 

I（8 人） 

J（8 人） 

5 階東 

5 階西 

6 階東 

6 階西 

新棟 A 

新棟 B 

新棟 C 

16 人 同上 

 

（２）週間計画（平成 30 年の暦で作成） 

 
8 月 4 週 9 月 1 週 9 月 2 週 9 月 3 週 

 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 

前半 ○ ○  ○ 
○ 

※ 
○ ○  

○ 

※ 
          ま

と

め 後半          ○ ○ ○  ○ 
○ 

※ 

祝

日 
○  

○ 

※ 

○病棟実習 ※カンファレンス     帰校日      

①実習時間は月曜日～金曜日までの 8:00～17:00 とする。 

②毎週、病棟実習最終日（※）の午後に病棟毎にカンファレンスを行う。その他の 

カンファレンスは必要時実施する。 

③帰校日は病棟ごとに看護過程の確認、看護計画の評価、その後の課題の設定等を 

行なう。 

④実習最終日には各自、担当教員とともに実習の振り返りを学内で行う。 

⑤9 月第 3 週の金曜日に合同で実習のまとめを学内で行う。 

⑥実習病棟の 1 日の標準スケジュールは以下のとおりとする。 
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時 間 内      容 

8:00～ 9:00 
（初日、病院オリエンテーション） 

受け持ち患者の情報を把握後、チームカンファレンスに参加 

9:00～12:00 
教員・実習指導者と実習計画を確認後、ケア開始 

患者の食事に関するケアが終わった時点で報告し、昼食・休憩 

13:00～15:30 
午後のケア開始 

１日のケア報告（教員・実習指導者） 

15:30～17:00 記録、カンファレンス、翌日の看護計画確認 
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【３】公衆衛生看護学実習Ⅰ 

 

（１）学生の配置    実習施設：シンワ総合健診センター、八千代市立保育園（８園） 

グループ 月 火 水 木 金 土 

A（8 人） 

B（8 人） 

C（8 人） 

D（8 人） 

E（8 人） 

学内 

 

9 時～12 時 

保育園実習 

オリエン テ

ーション 

 

13 時～16 時 

健診セン タ

ー実習 

オリエン テ

ーション 

健診 

センター 

健診 

センター 
保育園 保育園 

 

9 時～ 

10 時 30 分 

保育園実習の

まとめ 

 

 

 

10 時 40 分～ 

12 時 10 分 

健診センター 

実習のまとめ 

F（8 人） 

G（8 人） 

H（8 人） 

I（8 人） 

J（8 人） 

保育園 保育園 
健診 

センター 

健診 

センター 

 ①健診センター、保育園実習ともに、5 つのグループ（計 40 人）をそれぞれ 8 グループ

（1 グループ 5 人）に編成し直し、5 人を単位として実習する。 

②保育園実習は八千代市内 8 か所の市立保育園で 5 人ずつ実施する。 

③健診センター実習は、5 人ずつ 8 つのグループに分かれ、健診部門を順番に訪問しな

がら実施する。 

 

 

＜実習概要＞ 

●Ａ～Ｅグループの場合 火、水曜日：保育園実習、木、金曜日：健診センター実習 

曜 日 内      容 指導教員 

月曜日 

学内オリエンテーション 

①午前中 

ビデオ学習、グループワークを行い、保育園の一日の様

子についてイメージ化をはかり、地域における保育園の

役割について事前学修する。 

②午後 

健診センター担当からセンターの概略と検査時に必要な

看護等についての説明を受けた後、グループワークを行

い、健康診断の意義・内容、健診センターの役割につい

て事前学修する。 

門川教授 

山口准教授 

近藤助手 



- 6 - 

 

火曜日 【保育園実習】 

保育園のプログラムにそって、乳幼児の保育活動に参加 

年少児クラス（0･1･2歳児のいずれか）1日 

年長児クラス（3･4･5歳児のいずれか）1日 

山口准教授 

近藤助手 

（巡回指導） 

 水曜日 

木曜日 

【健診センター実習】 

次の①②の内容をグループごとローテーションで学修 

①人間ドックや定期健康診断の受診者に同行し、受診者の

普段の生活や仕事の状況、健康上留意していること等を

聞く。 

②センターの看護職に活動内容や役割について、質疑応答。 

門川教授 

金曜日 

●Ｆ～Ｊグループの場合 火、水曜日：健診センター実習、木、金曜日：保育園実習 
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【４】成人看護学実習Ⅰ 

 

（１）学生の配置 

              実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

10 月 1 週、2 週 

 

A（8 人） 5 階東 

16 人 

平山教授 

藤村教授藤村教授藤村教授藤村教授 

市村教授 

石渡石渡石渡石渡助教助教助教助教 

松本助手 

倉骨助手倉骨助手倉骨助手倉骨助手 

B（8 人） 5 階東 

C（8 人） 5 階西 

D（8 人） 5 階西 

E（8 人） 6 階東 

F（8 人） 6 階東 

G（8 人） 6 階西 

H（8 人） 新棟 A 

I（8 人） 新棟 B 

J（8 人） 新棟 C 

 

（２）週間計画 

AM（8～12 時） 
PM（13 時～17 時） 

13～15 時 15～16 時 16～17 時 

1 週目 

月 
病棟オリエンテーション 

受け持ち患者の決定、情報収集 
カンファレンス 

振り返りと翌日の

行動計画確認 

火 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

水 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

木 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

金 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

2 週目 

月 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

振り返りと翌日の

行動計画確認 

火 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

水 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

木 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

金 病棟実習/最終カンファレンス 個人面接 

＊実習最終日は病棟で最終カンファレンスを行い、終了後、担当教員と個別面接を行う。 
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【５】成人看護学実習Ⅱ 

 

（１）学生の配置      実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

10 月 

4 週、5 週 

A（8 人） 

B（8 人） 
5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 

平山教授 

藤村教授藤村教授藤村教授藤村教授 

市村教授 

石渡助教石渡助教石渡助教石渡助教 

松本助手 

倉骨助手倉骨助手倉骨助手倉骨助手 

11 月 4 週 

12 月 1 週 

G（8 人） 

H（8 人） 
5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 同上 

12 月 

3 週、4 週 

C（8 人） 

D（8 人） 
新棟 A、新棟 B、新棟 C 4 人 同上 

1 月 

2 週、3 週 

E（8 人） 

F（8 人） 
新棟 A、新棟 B、新棟 C  4 人 同上 

1 月 4 週 

2 月 1 週 

I（8 人） 

J（8 人） 
5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 同上 

 

（２）週間計画 

AM（8 時～12 時） 
PM（13 時～17 時） 

13 時～15 時 15 時～16 時 16 時～17 時 

1 週目 

月 
病棟オリエンテーション 

受け持ち患者の決定、情報収集 
カンファレンス 

振り返りと翌日 

の行動計画確認 

 

火 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

水 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

木 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

金 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 
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2 週目 

月 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

 

振り返りと翌日 

の行動計画確認 

火 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

水 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

木 病棟実習（受け持ち患者の看護計画実践） カンファレンス 

金 病棟実習/最終カンファレンス 個人面接 

＊実習最終日は病棟で最終カンファレンスを行い、終了後、担当教員と個別面接を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

【６】在宅看護学実習                   

実習期間 グループ 実習施設・人数 
実 習 

指導者 

巡   回 

指導教員 

10 月 

4 週、5 週 

C（8 人） 

D（8 人） 

八千代医療センター医療支援室 1 日 2 人×8 日 

大和田訪問看護ステーション       2 人 

セントマーガレット訪問看護ステーション 2 人 

まちのナースステーション八千代     2 人 

セントケア訪問看護ステーション八千代  １人

ワールド訪問看護ステーション           2 人 

フレンズ印西              2 人 

前原ハート訪問看護ステーション         2 人 

鎌ヶ谷訪問看護ステーション             2 人 

北総白井訪問看護ステーション           1 人 

3 人 

9 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

8 人 

1 人 

1 人 

齋藤教授 

鈴木准教授 

梁原講師 

近藤助手 

11 月 

1 週、2 週 

I（8 人） 

J（8 人） 

八千代医療センター医療支援室 1 日 4 人×4 日 

大和田訪問看護ステーション       2 人 

セントマーガレット訪問看護ステーション 2 人 

まちのナースステーション八千代     2 人 

セントケア訪問看護ステーション八千代  １人

ワールド訪問看護ステーション           2 人 

フレンズ印西              2 人 

前原ハート訪問看護ステーション         2 人 

鎌ヶ谷訪問看護ステーション             2 人 

北総白井訪問看護ステーション           1 人 

3 人 

9 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

8 人 

1 人 

1 人 

同上 

11 月 4 週 

12 月 1 週 

A（8 人） 

B（8 人） 

八千代医療センター医療支援室 1 日 2 人×8 日 

大和田訪問看護ステーション       2 人 

セントマーガレット訪問看護ステーション 2 人 

まちのナースステーション八千代     2 人 

セントケア訪問看護ステーション八千代  １人

ワールド訪問看護ステーション           2 人 

フレンズ印西              2 人 

前原ハート訪問看護ステーション         2 人 

鎌ヶ谷訪問看護ステーション             2 人 

北総白井訪問看護ステーション           1 人 

3 人 

9 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

8 人 

1 人 

1 人 

同上 
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12 月 

3 週、4 週 

E（8 人） 

F（8 人） 

八千代医療センター医療支援室 1 日 2 人×8 日 

大和田訪問看護ステーション       2 人 

セントマーガレット訪問看護ステーション 2 人 

まちのナースステーション八千代     2 人 

セントケア訪問看護ステーション八千代  １人

ワールド訪問看護ステーション           2 人 

フレンズ印西              2 人 

前原ハート訪問看護ステーション         2 人 

鎌ヶ谷訪問看護ステーション             2 人 

北総白井訪問看護ステーション           1 人 

3 人 

9 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

8 人 

1 人 

1 人 

同上 

1 月 

2 週、3 週 

G（8 人） 

H（8 人） 

八千代医療センター医療支援室 1 日 2 人×8 日 

大和田訪問看護ステーション       2 人 

セントマーガレット訪問看護ステーション 2 人 

まちのナースステーション八千代     2 人 

セントケア訪問看護ステーション八千代  １人

ワールド訪問看護ステーション           2 人 

フレンズ印西              2 人 

前原ハート訪問看護ステーション         2 人 

鎌ヶ谷訪問看護ステーション             2 人 

北総白井訪問看護ステーション           1 人 

3 人 

9 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

1 人 

8 人 

1 人 

1 人 

同上 

  

（２）週間計画 

 2 週間の実習のうち、1 日を東京女子医科大学附属八千代医療センター医療支援室で実

習する。残りの 7 日間は各自割り当てられた訪問看護ステーションにて実習する。 

＜月曜日に医療支援室実習を行う場合の日程＞ 

  午前 午後 

第 1 週目 

月 

八千代医療センター医療支援室実習 

8:00～オリエンテーション 

9:00～実習              16:00～カンファレンス 

火 
訪問看護ステーション 

8:00～オリエンテーション 
訪問看護同行実習 

水 訪問看護同行実習 

木 訪問看護同行実習 

金 中間カンファレンス（課題の設定、看護計画） 

第 2 週目 

月 訪問看護同行実習 

火 訪問看護同行実習  

水 訪問看護同行実習 

木 訪問看護同行実習 

金 学内カンファレンス、発表会 
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【７】老年看護学実習Ⅰ 

 
（１）学生の配置      実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

10 月 

4 週、5 週 

E（8 人） 

F（8 人） 
新棟 A、新棟 B、新棟 C 4 人 

石川教授 

江口講師 

石津助教 

時岡助手 

11 月 

1 週、2 週 

G（8 人） 

H（8 人） 
5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 同上 

12 月 

2 週、3 週 

I（8 人） 

J（8 人） 
5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 同上 

1 月 

2 週、3 週 

A（8 人） 

B（8 人） 
5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 同上 

1 月 4 週 

2 月 1 週 

C（8 人） 

D（8 人） 
6 階西、新棟 A、新棟 B 4 人 同上 

 

（２）週間計画 

    午前 午後 

実
習

１
週

目
 

月 

8：00～10：00 

院内オリエンテーション 

10:00～12:00 

病棟オリエンテーション 

13：00～16:00 

各病棟実習、患者紹介、情報収集等 

16:00～17:00 

カンファレンス、振り返りと翌日の行動計画確認 

火 

8：00～朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護実践 

13:00～16：00 

受け持ち患者の看護実践 

16：00～17：00 

カンファレンス、振り返りと翌日の行動計画確認 

水 

学内学修 

加齢に伴う変化、病状と病態生

理の関連付け・アセスメント 

学内学修 

加齢に伴う変化、病状と病態生理の関連付け・

アセスメント、全体像を統合、関連図の作成 

木 

8：00～8：30 

朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護実践 

13:00～14：00 

受け持ち患者の看護実践 

14：00～15:30 

褥瘡回診実習 

15：30～16：30 

カンファレンス、振り返りと翌日の行動計画確認 
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金 

8：00～8：30 

朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護実践 

13：00～15：00 

アセスメント報告 

15：00～17：00 

中間カンファレンス、目標の設定と計画立案 

 
実

習
２

週
目

 
 

月 

8：00～朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護計画実践 

13:00～14：30 

受け持ち患者の看護計画実践 

14:30～15:30 

計画の評価・修正 

15：30～17:00 

カンファレンス、振り返りと翌日の行動計画確認 

火 

8：00～朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護計画実践 

13:00～14：30 

受け持ち患者の看護計画実践 

14:30～15:30 

計画の評価・修正 

15：30～17:00 

カンファレンス、振り返りと翌日の行動計画確認 

水 
学内 

看護計画・実施・評価報告会 

学内 

看護計画の修正 

木 

8：00～朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護計画実践 

13:00～14：30 

受け持ち患者の看護計画実践 

14:30～16:00 

計画の評価・修正 

16：00～ 

カンファレンス振り返りと翌日の行動計画確認 

金 

8：00～朝礼 

8：30～12:00 

受け持ち患者の看護計画実践 

13:00～14：30 

受け持ち患者の看護計画実践 

14:30～17:00 

計画の評価 

最終カンファレンス 

「実習での学びと今後の課題」作成提出 
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【８】精神看護学実習 

 

（１）学生の配置 実習施設：医療法人社団心和会八千代病院 

              医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家 

                                                        社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

10 月 

4 週、5 週 

G（8 人） 

H（8 人） 

1-1 病棟 

1-3 病棟 

2-1 病棟 

2-2 病棟 

2-3 病棟 

3-1 病棟 

6 人 

香月教授 

瀬戸口瀬戸口瀬戸口瀬戸口講師講師講師講師 

岸本助教 

岩崎岩崎岩崎岩崎助手助手助手助手 

11 月 

1 週、2 週 

A（8 人） 

B（8 人） 

1-1 病棟 

1-3 病棟 

2-1 病棟 

2-2 病棟 

2-3 病棟 

3-1 病棟 

6 人 同上 

11 月 4 週 

12 月 1 週 

C（8 人） 

D（8 人） 

1-1 病棟 

1-3 病棟 

2-1 病棟 

2-2 病棟 

2-3 病棟 

3-1 病棟 

6 人 同上 

1 月 

2 週、3 週 

I（8 人） 

J（8 人） 

1-1 病棟 

1-3 病棟 

2-1 病棟 

2-2 病棟 

2-3 病棟 

3-1 病棟 

6 人 同上 

1 月 4 週 

2 月 1 週 

E（8 人） 

F（8 人） 

1-1 病棟 

1-3 病棟 

2-1 病棟 

2-2 病棟 

2-3 病棟 

3-1 病棟 

6 人 同上 

 

 

 



- 15 - 

 

（２）週間計画 

 
曜 日 内  容 

１

週

目 

月曜日 
実習オリエンテーション（10:00～12:00） 

自己学習 13:00～17:00 

火曜日～金曜日 

病棟実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習 1 日日日日 

自己学習 16:00～17:00 

土曜日 自己学習 9:00～15:00（看護過程の展開） 

２

週

目 

月曜日 
学内実習（カンファレンス）10:00～12:00 

自己学習 13:00～17:00 

火曜日～木曜日 

病棟実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習なごみの家または八千代地域生活支援センターでの実習 1 日日日日 

自己学習 16:00～17:00 

金曜日 
学内実習（グループ別）10:00～14:00 

学内実習（全体：まとめ発表）14:00～16:00 

土曜日 自己学習 9:00～13:00 
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【９】小児看護学実習 

 

（１）学生の配置     実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

10 月 

4 週、5 週 

I（8 人） 

J（8 人） 

4 階東小児病棟 

PICU 
4 人 

飯村教授 

金丸講師 

宮島助教 

平川助手 

11 月 

1 週、2 週 

C（8 人） 

D（8 人） 

4 階東小児病棟 

PICU 
4 人 同上 

11 月 4 週 

12 月 1 週 

E（8 人） 

F（8 人） 

4 階東小児病棟 

PICU 
4 人 同上 

12 月 

2 週、3 週 

A（8 人） 

B（8 人） 

4 階東小児病棟 

PICU 
4 人 同上 

1 月 4 週 

2 月 1 週 

G（8 人） 

H（8 人） 

4 階東小児病棟 

PICU 
4 人 同上 

（２）週間計画 

 曜日 内容 

１週

目 

月曜日 
病棟オリエンテーション 

患児情報収集、検温見学・実施、起こりやすい事故について 

火曜日 
受け持ち実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

自己学習 16:00～17:00 

水曜日 学内カンファレンス（看護計画の修正） 

木曜日 
受け持ち実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

自己学習 16:00～17:00 

金曜日 
受け持ち実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

中間カンファレンス（振り返りと次週の計画の確認） 

２週

目 

月曜日 
受け持ち実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

自己学習 16:00～17:00 

火曜日 
受け持ち実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

自己学習 16:00～17:00 

水曜日 
学内カンファレンス（グループ別まとめ）午前 

学内カンファレンス（全体：まとめ発表）午後 

木曜日 
受け持ち実習 8:00～16:00（病棟カンファレンスを含む） 

自己学習 16:00～17:00 

金曜日 
受け持ち実習 8:00～15:00 

最終カンファレンス 15:00～17:00 
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【10】母性看護学実習 

 

（１）学生の配置    実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

11 月 1 週、2 週 
E（8 人） 

F（8 人） 

母胎外来 

3 階東 

MFICU 

3 人 

茅島教授 

東准教授 

美濃口助教 

金澤助手 

11 月 4 週、 

12 月 1 週 

I（8 人） 

J（8 人） 

母胎外来 

3 階東 

MFICU 

3 人 同上 

12 月 2 週、3 週 
G（8 人） 

H（8 人） 

母胎外来 

3 階東 

MFICU 

3 人 同上 

1 月 2 週、3 週 
C（8 人） 

D（8 人） 

母胎外来 

3 階東 

MFICU 

3 人 同上 

1 月 4 週、2 月 1 週 
A（8 人） 

B（8 人） 

母胎外来 

3 階東 

MFICU 

3 人 同上 

 

（２）実習日程 

第 1 グループ（8 人）A、C、E、G、I 

  午前 午後 

 

第 1 週目 

 

 

月 

9:00～12:00 第 1、第 2 合同 

実習オリエンテーション 

技術演習 

14:00～16:00 

母胎外来オリエンテーション 

情報収集 

火・水 8:30～外来実習（母胎外来） カンファレンス・情報収集 

木 
8:30～ 

外来実習（母胎外来） 
母親学級見学 

金 

9:00～ 

MFICU、NICU、GCU見学 

（3 階東病棟） 

外来実習まとめ 

病棟実習事前学習 

第 2 週目 月～木 

8:00～15:00 

受け持ち看護過程実習 

（3 階東病棟） 

15:00～16:00 

テーマカンファレンス 
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金 

8:00～12:00 

受け持ち看護過程実習 

（3 階東病棟） 

14:00～ 第 1、第 2 合同 

実習最終カンファレンス 

 

 

第 2 グループ（8 人）B、D、F、H、J 

  午前 午後 

第 1 週目 

 

月 

9:00～12:00 第 1、第 2 合同 

実習オリエンテーション 

技術演習 

13:00～16:00 

受け持ち看護過程実習 

（3 階東病棟） 

火～金 

8:00～15:00 

受け持ち看護過程実習 

（3 階東病棟） 

15:00～16:00 

テーマカンファレンス 

第 2 週目 

月 

9:00～12:00 

病棟実習まとめ 

外来実習事前準備 

14:00～16:00 

外来オリエンテーション 

情報収集 

火・水 
8:30～ 

外来実習（母胎外来） 
カンファレンス・情報収集 

木 
8:30～ 

外来実習（母胎外来） 
母親学級見学 

金 

9:00～ 

MFICU、NICU、GCU見学 

（3 階東病棟） 

14:00～A・B 合同 

実習最終カンファレンス 
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【11】成人看護学実習Ⅲ 

 

（１）学生の配置    実習施設：東京女子医科大学病院附属八千代医療センター 

実習期間 グループ 病棟 実習指導者 指導教員 

5 月 

2 週、3 週 

A（8 人） 

B（8 人） 

C（8 人） 

5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 

平山教授 

藤村教授藤村教授藤村教授藤村教授 

市村教授 

石渡講師 

松本助手 

柴野柴野柴野柴野助手助手助手助手 

5 月 4 週 

6 月 1 週 

D（8 人） 

E（8 人） 
新棟 A、新棟 B、新棟 C  4 人 同上 

6 月 

3 週、4 週 

F（8 人）G

（8 人） 

H（8 人） 

5 階東、5 階西、6 階東、6 階西 4 人 同上 

6 月 5 週 

7 月 1 週 

I（8 人） 

J（8 人） 
新棟 A、新棟 B、新棟 C  4 人 同上 

 

（２）週間計画 

AM（8～12 時） 
PM（13 時～17 時） 

13～15 時 15～16 時 16～17 時 

1 週目 

月 
病棟オリエンテーション 

受け持ち患者の決定、情報収集 
カンファレンス 

振り返りと翌日の

行動計画確認 

火 病棟実習 カンファレンス 

水 病棟実習 カンファレンス 

木 病棟実習 カンファレンス 

金 病棟実習 カンファレンス 

2 週目 

月 病棟実習 カンファレンス 

振り返りと翌日の

行動計画確認 

火 病棟実習 カンファレンス 

水 病棟実習 カンファレンス 

木 病棟実習 カンファレンス 

金 病棟実習/最終カンファレンス 個人面接 

＊実習最終日は病棟で最終カンファレンスを行い、終了後、担当教員と個別面接を行う。 
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【12】老年看護実習Ⅱ 

 

（１）学生の配置          実習施設：医療法人社団心和会 荒井記念ホーム 

実習期間 グループ 棟 実習指導者 指導教員 

5 月 

2 週、3 週 

D（8 人）E

（8 人） 
2 階、3 階居室 6 人 

石川教授 

江口講師 

石津助教 

時岡助手 

5 月 4 週 

6 月 1 週 

A（8 人） 

B（8 人）C

（8 人） 

2 階、3 階居室 6 人 同上 

6 月 

3 週、4 週 

I（8 人） 

J（8 人） 
2 階、3 階居室 4 人 同上 

6 月 5 週 

7 月 1 週 

F（8 人）G

（8 人） 

H（8 人） 

2 階、3 階居室 4 人 同上 

 

（２）週間計画 

  AM PM 

実
習

１
週

目
 

月 9:00～ 学内オリエンテーション 13:00～ 施設オリエンテーション 

火 

8:40～ 生活援助の実践 

13:00～ 栄養マネジメント会議 

水 13:00～ 学内カンファレンス 

木 13:00～ サービス会議 

金 
13:00～ 学内カンファレンス 

中間報告会、次週の計画 

 

  AM PM 

実
習

２
週

目
 

月 

8:40～ 生活援助の実践 

13:00～ 生活援助の実践 

火 13:00～ 生活援助の実践 

水 13:00～ 学内カンファレンス 

木 13:00～ 生活援助の実践 

金 
13:00～ 生活援助の実践 

15:00～17:00 最終カンファレンス 
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【13】公衆衛生看護学実習Ⅱ 

 

（１）学生の配置    

実習期間 グループ 実習施設 実習指導者 指導教員 

5 月 

2 週、3 週、4 週 

6 月 1 週 

F（2 人） 

G（2 人） 

H（2 人） 

I（2 人） 

J（2 人） 

保健師選択 

千葉県指定の各保健所  10 人 

八千代市役所保健センター 6 人 

白井市保健福祉センター  1 人 

印西市中央保健センター  2 人 

習志野市保健会館      1 人 

各 1 人 

4 人 

7 人 

4 人 

3 人 

 

長弘教授 

山口准教授 

近藤助手 

（巡回指導） 

6 月 

3 週、4 週、5 週 

7 月 1 週 

A（2 人） 

B（2 人） 

C（2 人） 

D（2 人） 

E（2 人） 

保健師選択 

千葉県指定の各保健所  10 人 

八千代市役所保健センター 6 人 

白井市保健福祉センター  2 人 

印西市中央保健センター  1 人 

習志野市保健会館      1 人 

各 1 人 

4 人 

7 人 

4 人 

3 人 

同上 

 

（２）週間計画 

各施設のスケジュールによる 
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【14】総合実習 

 

（１）総合実習コース 学生の配置 

  ①実施時期：4 年次 7 月 3 週、4 週 

  ②学生の希望に基づきコースに配置 

1コース最大 10 人までとし、定員を超えた場合は抽選により、他の希望コース  

に配置する。 

 コース名 学生数 実習施設 

1 看護の基礎コース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

2 生活援助技術強化コース ～10 人 
東京女子医科大学八千代医療センター 

医療法人社団心和会荒井記念ホーム 

3 臨床看護システム管理コース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

4 看護マネジメントコース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

5 クリティカルケアコース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

6 緩和ケアコース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

7 継続看護コース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

8 精神科臨床看護コース精神科臨床看護コース精神科臨床看護コース精神科臨床看護コース ～10 人 

医療法人社団心和会八千代病院 

医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家 

社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支

援センター援センター援センター援センター 

9 小児臨床看護コース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

10 周産期看護コース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

11 退院支援コース ～10 人 東京女子医科大学八千代医療センター 

12 訪問看護コース ～10 人 
東京女子医科大学八千代医療センター医療支援室 

訪問看護ステーション 

13 公衆衛生看護コース ～10 人 医療法人社団心和会シンワ総合健診センター 
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（２）週間計画 

 

①看護実践の基礎コース 

月・週 曜 午前 午後 

7 月 

第 3 週 

月 オリエンテーション 調べ学習 

火 看護師と共にケア 

水 看護師と共にケア 
学内ＣＦ 

シミュレーション学習 

木 休み 夜勤 

金 夜勤 休み 

7 月 

第 4 週 

月 担当患者のケアを中心としてチームのケアに参加 

火 担当患者のケアを中心としてチームのケアに参加 

水 担当患者のケアを中心としてチームのケアに参加 学内ＣＦ 

木 担当患者のケアを中心としてチームのケアに参加 病棟面談 

金 担当患者のケアを中心としてチームのケアに参加 学内ＣＦ 

東京女子医科大大学附属八千代医療センター 

 

②生活援助技術強化コース 

月・週 曜 午前 午後 

7 月 

第 3 週 

月 移動 オリエンテーション・CF 

火 看護師と共にケア CF 

水 看護師と共にケア 

木 看護師と共にケア 休み 

金 深夜勤 休み 

7 月 

第 4 週 

月 担当患者を中心としたケア 

火 担当患者を中心としたケア CF 

水 担当患者を中心としたケア 病棟面談 

木 担当患者を中心としたケア CF 

金 学内 CF 調べ学習 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 

      医療法人社団心和会荒井記念ホーム 
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③臨床看護システム管理コース  

月・週 曜日 
内容 

8：00～12：00 13：00～16：00 16：00～17：00 18：30～8：30 

7 月 

第 3 週 

月 オリエンテーション、課題学習 自己学習  

火 課題学習と発表 自己学習  

水 課題学習と発表 自己学習  

木 病棟での実習 振り返り、自己学習  

金 病棟での実習 振り返り、自己学習  

土 自己学習 自己学習 こ
の
期

間
に

、
病

棟
夜
勤

実
習

、
夜

勤
師
長

シ
ャ

ド
ー

イ
ン
グ

実
習
 7 月 

第 4 週 

月 病棟での実習 振り返り、自己学習 

火 病棟での実習 振り返り、自己学習 

水 病棟での実習 振り返り、自己学習 

木 病棟での実習 振り返り、自己学習 

金 病棟での実習 実習のまとめ  

土 レポートのまとめ 自己学習   

東京女子医科大学附属八千代医療センター 

 
④看護マネジメントコース 

 曜日 時間 実習内容 

7

月

3

週

目 

月 
8：00 チームリーダー以上の管理職の業務と思考の理解(シャドー) 

16：00 オリエンテーション・目標管理関係の書類閲覧等 

火 
8：00 術前・検査前の看護の理解＋可能な経験 

16：00 (ベテラン看護師のシャドー) 

水 
8：00 術後・検査後の看護の理解＋可能な経験 

16：00 (重症患者の看護のシャドー) 

木 学内 取り組み案作成 

金 
8：00 中堅以上の看護師の技と思考の理解(シャドー＋可能な経験) 

16：00 スタッフ看護師に翌週の取り組みの計画の提示し、ご意見をもらう 

7

月

4

週

目 

月 
8：00 

取り組みの実施(現状での学生の希望) 

・新人看護師の困難・ストレスとその解決法(シャドー・聞き取り) 

・看護補助員の効果的な働き方(シャドー・聞き取り) 

16：00 

火 
8：00 

16：00 

水 
8：00 

16：00 

木 学内 取り組みのまとめ・プレゼン原稿作成 

金 
8：00 取り組みのつづき＋まとめ＋病棟看護の理解(○○の経験) 

16：00 スタッフ看護師にプレゼンテーションし、フィードバックをもらう 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 
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⑤クリティカルケアコース 

内容 

・ICU 入室中の患者・家族に対する看護の実際を看護師と共に体験する 

・ICU 入室中の患者に治療上必要とされる医療機器、また看護における特徴的な技術

を学ぶ 

・夜勤前後で可能な限り受け持ち患者を選定し、看護過程を活用しながら看護を展開

する 

8：00～12：00 13：00～15：00 15:00～16:00 16:00～17:00 

７
月
 

第
３

週
 

月 
学内実習 

自己学修 

火 
オリエンテーション：看護の実際を見学及び看

護師と共に体験する 
カンファレンス 

水 
看護の実際を見学及び看護師と共に体験する 

受け持ち患者決定・入室前訪問 
カンファレンス 

木 
看護の実際を見学及び看護師と共に体験する 

① 夜勤実習入り(2 名) 
カンファレンス 

金 
看護の実際を見学及び看護師と共に体験する 

② 夜勤実習入り(2 名) 
カンファレンス 

内容 

・ICU 入室中の患者・家族の日々変化する身体的・精神的状況を把握すると共に、そ

の際必要と思われる看護について考え計画を立案し実施、評価する 

8：00～12：00 13：00～15：00 15:00～16:00 16:00～17:00 

７
月
第

４
週
 

月 受け持ち患者・家族のケア カンファレンス  

火 受け持ち患者・家族のケア カンファレンス 

自己学修 

水 受け持ち患者・家族のケア カンファレンス 

木 受け持ち患者・家族のケア カンファレンス 

金 受け持ち患者・家族のケア 最終カンファレンス（評価面接） 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 
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⑥緩和ケアコース 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 
8:00～16:00 オリエンテーション 

      緩和ケアチーム専従看護師に同行し見学実習 

火 
8:00～16:00 受け持ち患者の決定、病棟オリエンテーション 

      受け持ち患者の看護 

水 

8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

      ※緩和ケアチームカンファレンスへの参加 

木 8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

金 8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

7 月第 4 週 

月 

8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

      ※緩和ケアチームカンファレンスへの参加 

火 8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

水 

8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

      ※緩和ケア外来の見学実習 

木 
8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

金 

8:00～16:00 受け持ち患者の看護 

15:00～16:00 最終カンファレンス 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 
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⑦継続看護コース  

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 

8:00～10:00  総合案内実習 

10:00～12:00 医療支援室の見学または点滴センターの見学 

13:00～15:00 点滴センターの見学または医療支援室 

15:00～16:00 カンファレンス（看護師長オリエンテーション含む） 

火 

以下の内容をローテーションに従い実施 

日中： 8:00～16:00     ・各科外来及び救急室への実習 

夜間：18:30～ 9:00     ・救急室の夜間実習 

                       ・病棟訪問 

水 

木 

金 

7 月第 4 週 

月 

以下の内容をローテーションに従い実施 

日中： 8:00～16:00     ・各科外来及び救急室への実習 

夜間：18:30～ 9:00     ・救急室の夜間実習 

                       ・病棟訪問 

火 

水 

木 

金 

8:00～12:00  外来および救急室の実習・病棟訪問 

14:00～15:00  事例報告会 

15:00～16:00  まとめ 

    東京女子医科大学附属八千代医療センター 
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⑧精神科臨床看護コース精神科臨床看護コース精神科臨床看護コース精神科臨床看護コース 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 
学内 CVPPP(包括的暴力防止プログラム)の講義、演習 

隔離拘束時のリスク管理演習、その他 

火 
病棟オリエンテーション 

病棟実習、学生プレゼンテーション 

水 
8 時 30 分～病棟実習 

16 時～  カンファレンス 

うち 1 日、医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活

支援センターでの実習支援センターでの実習支援センターでの実習支援センターでの実習 

木 

金 

7 月第 4 週 

月 

8 時 30 分～病棟実習 

16 時～  カンファレンス 

うち 1 日、医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活医療法人社団心和会なごみの家または社会福祉法人栄寿会八千代地域生活

支援センターでの実習支援センターでの実習支援センターでの実習支援センターでの実習 

火 

水 

木 

金 
午前  病棟実習、最終カンファレンス 

午後 学内 実習のまとめ、事例報告会 

  医療法人社団心和会八千代病院 

  医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家医療法人社団心和会なごみの家 

社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター社会福祉法人栄寿会八千代地域生活支援センター 
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⑨小児臨床看護コース 

 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 学内技術補完実習 

火 

以下の内容をローテーションに従い実施 

日勤： 8:00～16:00     ・各科外来及び救急室への実習 

   11:00～19:00   ・病棟訪問 

夜勤：18:30～ 9:00     ・救急室の夜間実習 

                        

水 

木 

金 

7 月第 4 週 

月 

以下の内容をローテーションに従い実施 

日勤： 8:00～16:00     ・各科外来及び救急室への実習 

   11:00～19:00   ・病棟訪問 

夜勤：18:30～ 9:00     ・救急室の夜間実習 

火 

水 

木 

金 

8:00～12:00  外来および救急室の実習・病棟訪問 

14:00～15:00  事例報告会 

15:00～16:00  まとめ 

     東京女子医科大学附属八千代医療センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

 

⑩周産期看護コース 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 総合実習オリエンテーション・技術チェック 

火 総合周産期母子医療センター病棟内オリエンテーション 

水 

病棟実習(受け持ち実習 AM＆PM 15 時よりカンファレンス)  木 

金 

7 月第 4 週 

月 

病棟実習(受け持ち実習 AM＆PM 15 時よりカンファレンス) 

火 

水 

木 

金 グループ討議(AM)、発表(PM) 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 
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⑪退院支援コース 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 

受け持ち患者の紹介、情報収集 

医療支援室オリエンテーション、PFM に関する説明を受け、入退院支援室看護師のシ

ャドーイングをする。受け持ち療養者の紹介、情報収集等。 

火 各病棟を中心に実習をするが、毎朝入退院支援センターへも訪室する。 

病棟実習  ・ ケア（リハビリ等）の見学、コミュニケーション 

      ・ 情報収集、カンファレンス・面接場面等への参加など 水 

木 実習指導者に受け持ちケースの退院支援計画を発表し、助言を受ける。 

金 
学内カンファレンス：ケースプレゼンテーション、1 週間の学びの共有。 

出席者：学生、教員 

7 月第 4 週 

月 病棟実習および入退院・医療連携センターにて実習 

      ・ケア（リハビリ等）の見学、コミュニケーション 

      ・情報収集、カンファレンス・面接場面等への参加など 

      ・受け持ち患者の退院支援に向けた看護実践（随時看護 

計画を評価・修正） 

病棟の PFM カンファレンスで受け持ちのアセスメントと計画発表を行う。 

火 

水 

木 

金 総合カンファレンス 時間：13～14 時（相談） 

東京女子医科大学附属八千代医療センター 
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⑫訪問看護コース 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 各訪問看護ステーションでのオリエンテーション、事前課題 

火 

受け持ちの療養者の紹介、情報収集、担当看護師と共に同行訪問 

担当看護師と同行訪問 

水 

木 
担当看護師と同行訪問 

実習指導者に受け持ちケースの退院支援計画を発表し、助言を受ける。 

金 
学内カンファレンス：ケースプレゼンテーション、1 週間の学びの共有。 

出席者：学生、教員 

7 月第 4 週 

月 

受け持ち療養者への同行訪問・看護実践 

（随時看護計画を評価・修正） 

担当看護師と同行訪問 

担当看護師と同行訪問 

火 

水 

木 

金 総合カンファレンス（訪問に応じて時間等は調整） 

各訪問看護ステーション 
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⑬公衆衛生看護コース 

曜日 内  容 

7 月第 3 週 

月 公衆衛生看護学総合実習オリエンテーション、事前課題 

火 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

水 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

木 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

金 
学内カンファレンス：人間ドック・特定健診等の方法、健診センターの役割・機能 

出席者：学生、教員 

7 月第 4 週 

月 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

火 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

水 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

木 健診センター実習（シャドーイング、健診・保健指導補助） 

金 

総合カンファレンス：総合健診センターで働く専門スタッフや保健師等看護職の役

割・機能 

出席者：学生、教員 

シンワ総合健診センター 









臨地実習における個人情報保護に関する誓約書臨地実習における個人情報保護に関する誓約書臨地実習における個人情報保護に関する誓約書臨地実習における個人情報保護に関する誓約書 

 

 

施設名              

      

施設長              様 

 

 

 

私は、貴施設における実習中、実習後において、個人情報保護に関する法律 

 

の目的を理解し、遵守することを誓います。 

 

 

平成     年    月    日 

 

 

 

秀明大学看護学部看護学科  年 

 

学生番号                        

 

氏  名                        

 



 

臨地実習説明書臨地実習説明書臨地実習説明書臨地実習説明書 

 

秀明大学看護学部看護学科学生の臨地実習にあたり、      様の日常生活の援助ならびに、診療の

補助等の看護援助をさせて頂くことをご了解いただきたく存じます。 

学生の臨地実習に当たりましては、以下の内容を尊重して臨みますので、看護学教育の必要性、看護実践

者育成に向けてご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

1. 学生は、看護援助を行うに当たり、事前に十分に解りやすく説明し、患者（当時者）・家族の方の同意を

得て行います。 

2. 学生が看護援助を行う場合は、安全性の確保から、事前に教員・看護師の指導を受け、実践可能な段階に

達しているかの確認を受けてから実践いたします。 

3. 患者（当事者）・家族の方は、学生の実習に関して、疑問・質問があるときは、いつでも教員や施設職員

に尋ねることができます。 

4. 患者（当事者）・家族の方は、学生実習の受け持ちについて協力の同意をした後であっても、学生の行う

援助に対して拒否をすることができます。拒否をしても当該施設から不利益を被ることはありません。 

5. 学生は、当該実習上知りえた情報に関し、他者に漏らすことがないようにプライバシーの保護に努めます。 

6. 実習期間は、     ～     までです。 

 

 

平成   年   月   日 

説明者 

 

 

 

臨地実習同意書臨地実習同意書臨地実習同意書臨地実習同意書 

 

私は、秀明大学看護学部看護学科 学生          の（施設名）      における臨地実習に

関し、説明を受け、納得しましたので受け持ちになることを同意致します。 

 

平成   年   月   日 

 

患者（当事者）氏名                

 

代理人同意者氏名               

 



ヒヤリハット・インシデント・アクシデント発生時の連絡・指示ルートヒヤリハット・インシデント・アクシデント発生時の連絡・指示ルートヒヤリハット・インシデント・アクシデント発生時の連絡・指示ルートヒヤリハット・インシデント・アクシデント発生時の連絡・指示ルート    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨地実習委員長不在の時は 

臨地実習委員に連絡する。 

※以降は、実習施設側の医療問題

発生時の連絡体制に移行する 

学学学学        生生生生 

実習担当教員実習担当教員実習担当教員実習担当教員 

領域責任者領域責任者領域責任者領域責任者 

臨地実習臨地実習臨地実習臨地実習委員長委員長委員長委員長 

学部長学部長学部長学部長 

実習担当者実習担当者実習担当者実習担当者・職員・職員・職員・職員 

看護看護看護看護管理管理管理管理者者者者・施設実習・施設実習・施設実習・施設実習責任者責任者責任者責任者 

連絡連絡連絡連絡 

指示指示指示指示 



平成    年   月   日 

看護学部臨地実習委員長 殿 

 

担当責任者              

 

ヒヤリハット・インシデント・アクシデント報告書ヒヤリハット・インシデント・アクシデント報告書ヒヤリハット・インシデント・アクシデント報告書ヒヤリハット・インシデント・アクシデント報告書 

［学生記入欄］［学生記入欄］［学生記入欄］［学生記入欄］（氏名：          学年：    年   学生番号：      ）       

□当事者    □発見者  ＊裏面を参照し、該当するところにチェックをしてください 

実習科目実習科目実習科目実習科目名名名名 実習 

事象発生状況事象発生状況事象発生状況事象発生状況 
日時：    年   月   日   時   分 

場所： 

対象者について対象者について対象者について対象者について 年齢：    歳   性別： 男・女   病名： 

事象の発生状況事象の発生状況事象の発生状況事象の発生状況 

 

事象の援助内容事象の援助内容事象の援助内容事象の援助内容 

＊該当する事象をチェ

ックしてください。 

□バイタルサイン測定 □環境整備 □移動・移送 □食事介助 

□排泄介助      □清潔ケア □与薬・注射 □医療用具・機器の扱い 

□関わり・説明    □その他（         ）   （吸引・酸素吸入等含む） 

事象の種類事象の種類事象の種類事象の種類 

＊該当する事象をすべ

てチェックしてくださ

い。 

□患者誤認    □観察不十分 □転倒・転落 □患者の体位・体勢支持不足 

□用法・用量ミス □誤操作   □報告ミス  □ドレーン・チューブ類の事故 

□説明不十分   □物品の破損・紛失     □書類・記録物紛失 

□その他（                   ） 

事象のレベル事象のレベル事象のレベル事象のレベル 
□ヒヤリハット（インシデントを含む） □アクシデント 

＊裏面を参照し該当するところにチェックをしてください。不明の場合は未記入でよい。 

学生自身が行った学生自身が行った学生自身が行った学生自身が行った 

事象への対応事象への対応事象への対応事象への対応 

 

考案考案考案考案 

（事象の発原因や防止

のための課題や提案） 

 

［実習担当教員記入欄］［実習担当教員記入欄］［実習担当教員記入欄］［実習担当教員記入欄］ （教員氏名            ） 

当該学生の反応当該学生の反応当該学生の反応当該学生の反応 

および指導内容および指導内容および指導内容および指導内容 

 

実習施設への実習施設への実習施設への実習施設への 

報告状況報告状況報告状況報告状況 

 

 

［実習施設の責任者等の確認サイン］［実習施設の責任者等の確認サイン］［実習施設の責任者等の確認サイン］［実習施設の責任者等の確認サイン］ 

（所属：         役職名等：          氏名：              ） 



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 母性看護学概論

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 性の健康看護論

金

実習期間中の週間予定表（　教授　茅島江子　）

後
期

3年次　臨地実習　2週間　母性看護学実習　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 小児看護の方法Ⅱ

水 看護研究方法論
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 小児看護学概論

火 小児看護の方法Ⅰ

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　小児看護学実習　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　教授　飯村直子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 老年看護の方法Ⅱ

火 老年看護学概論

水 看護研究方法論
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 老年看護の方法Ⅰ

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　老年看護学実習Ⅰ　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション　

実習期間中の週間予定表（　教授　石川りみ子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　老年看護学実習Ⅱ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 成人看護の方法（急性期） 成人看護学概論

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 成人看護の方法（周手術期）

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 リハビリテーションケア論

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　市村久美子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅲ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施

3年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅰ（10月前半）に一斉実施

成人看護学実習Ⅱ（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金 看護コミュニケーション

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 精神看護学概論

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　精神看護学実習（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　教授　香月毅史　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 保健医療福祉行政論Ⅱ

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水 公衆衛生看護学概論
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 保健医療福祉行政論Ⅰ

金

後
期

2年次　臨地実習　1週間　公衆衛生看護学実習Ⅰ（後期15週終了後2月下旬）に一斉実施

実習期間中の週間予定表（　教授　門川由紀江　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水

木

金 教養生物学

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水

木

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　越田澄人　）

前
期



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 在宅看護学概論

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　在宅看護学実習　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（教授　齋藤泰子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 生活援助技術

水 フィジカルアセスメント
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 看護過程

金 基礎看護学概論Ⅰ

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 共通看護技術

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 看護過程 看護技術論

金 基礎看護学概論Ⅱ 医療支援技術

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　戸田すま子　）

前
期

1年次　臨地実習　1週間　基礎看護学実習Ⅰ（15終了後8月上旬）に一斉に実施

2年次　臨地実習　2週間　基礎看護学実習Ⅱ（後期開始前8月下旬～9月）、2グループが交代で実施

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 家族看護論

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究
公衆衛生看護管理論

木 公衆衛生看護診断論

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　長弘千恵　）

前
期

4年次　臨地実習　4週間　公衆衛生看護学実習Ⅱ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 生理学 薬理学

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 臨床栄養学

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　庭野吉己　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 成人看護学概論

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 成人看護の方法（慢性期）

金 救急看護論 災害看護論

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水 看護倫理
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　平山惠美子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅲ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施

3年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅰ（10月前半）に一斉実施

成人看護学実習Ⅱ（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 成人看護の方法（急性期）

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 成人看護の方法（慢性期）

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅰ（10月前半）に一斉実施

成人看護学実習Ⅱ（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　教授　藤野彰子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅲ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水

木 教養数学

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

月

火

水

木

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　松葉育雄　）

前
期



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 看護英語基礎Ⅰ 看護英語リーディングⅠ

水 総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 看護英語基礎Ⅱ 看護英語リーディングⅡ

水 総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

木

金

後
期

実習期間中の週間予定表（　教授　吉田聡　）

前
期



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 在宅看護の方法Ⅱ

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 在宅看護学概論 在宅看護の方法Ⅰ

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　在宅看護学実習　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　准教授　鈴木育子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 母性看護の方法Ⅱ

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金 看護人類学

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 母性看護の方法Ⅰ

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　母性看護学実習　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　准教授　東亜紀　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 公衆衛生看護対象論

火 公衆衛生看護技術論

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

2年次　臨地実習　1週間　公衆衛生看護学実習Ⅰ（15週終了後2月下旬）に一斉実施

実習期間中の週間予定表（　准教授　山口絹世　）

前
期

4年次　臨地実習　4週間　公衆衛生看護学実習Ⅱ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 老年看護の方法Ⅱ

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 老年看護の方法Ⅰ

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　老年看護学実習Ⅰ（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　講師　江口恭子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　老年看護学実習Ⅱ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 小児看護の方法Ⅱ

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 小児看護学概論

火 小児看護の方法Ⅰ

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　小児看護学実習（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　講師　金丸友　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 精神看護の方法Ⅱ

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 精神看護の方法Ⅰ

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　精神看護学実習　（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（講師　瀬戸口ひとみ　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 生活援助技術

水 フィジカルアセスメント
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 看護過程

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 共通看護技術

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 看護過程

金 医療支援技術

後
期

実習期間中の週間予定表（　講師　中嶋尚子　）

前
期

2年次　臨地実習　2週間　基礎看護学実習Ⅱ（後期開始前8月下旬～9月）、2グループが交代で実施

1年次　臨地実習　1週間　基礎看護学実習Ⅰ（15終了後8月上旬）に一斉に実施

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 在宅看護の方法Ⅱ

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 在宅看護の方法Ⅰ

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　在宅看護学実習（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　講師　梁原裕恵　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 老年看護の方法Ⅱ

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 老年看護の方法Ⅰ

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　老年看護学実習Ⅰ（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表　助教　石津仁奈子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　老年看護学実習Ⅱ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅰ（10月前半）に一斉実施
成人看護学実習Ⅱ（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（　助教　石渡智恵美　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　成人看護学実習Ⅲ（5月～7月上旬）、4グループでローテーション

2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 生活援助技術

水 フィジカルアセスメント
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木 看護過程

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 共通看護技術

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木 看護過程

金 医療支援技術

後
期

実習期間中の週間予定表（助教　稲野辺奈緒子　）

前
期

1年次　臨地実習　1週間　基礎看護学実習Ⅰ（15週終了後8月上旬）に一斉に実施

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施

2年次　臨地実習　2週間　基礎看護学実習Ⅱ（後期開始前8月下旬～9月）、2グループが交代で実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

看護研究

木

金 看護コミュニケーション

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火

水
総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

看護研究

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　精神看護学実習（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（助教　岸本久美子　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 母性看護の方法Ⅱ

火

水 総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月 母性看護の方法Ⅰ

火

水 総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　母性看護学実習（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（助教　美濃口真由美　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 小児看護の方法Ⅱ

水 総合教養演習Ⅰ・Ⅲ・Ⅴ

木

金

第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限

9:00～10:30 10:40～12:10 12:50～14:20 14:30～16:00 16:10～17:40

月

火 小児看護の方法Ⅰ

水 総合教養演習Ⅱ・Ⅳ

木

金

後
期

3年次　臨地実習　2週間　小児看護学実習（10月後半～2月上旬）、5グループでローテーション

実習期間中の週間予定表（助教　宮島加奈　）

前
期

4年次　臨地実習　2週間　総合実習（前期期間中7月後半）に一斉に実施



Ⅰ Ⅰ

　　教育課程

必修 選択

看護英語基礎Ⅰ １前 1 30

看護英語基礎Ⅱ １後 1 30

看護英語リーディングⅠ ２前 1 30

看護英語リーディングⅡ ２後 1 30

看護英会話基礎Ⅰ １前 1 30

看護英会話基礎Ⅱ １後 1 30

看護英会話中級Ⅰ ２前 1 30

看護英会話中級Ⅱ ２後 1 30

コンピュータリテラシーⅠ １前 2 15

コンピュータリテラシーⅡ １後 2 15

総合教養演習Ⅰ １前 1 30

総合教養演習Ⅱ １後 1 30

総合教養演習Ⅲ ２前 1 30

総合教養演習Ⅳ ２後 1 30

総合教養演習Ⅴ ３前 1 30

教養数学 １前後 2 15

教養生物学 １前後 2 15

経済社会学総論 １前後 2 15

国語表現法 １前後 2 15 必修１５単位
思想史総論 １前後 2 15

心理学総論 １前後 2 15 選択４単位
世界現代史 １前後 2 15

日本近代史 １前後 2 15

日本現代史 １前後 2 15

法政治学総論 １前後 2 15

アジア文化論 ３前 2 15

イスラーム文化論 ３前 2 15

教養化学 ３前 2 15

教養統計学 ３前 2 15

教養物理学 ３前 2 15

芸術史 ３前 2 15

健康・スポーツ科学 ３前 2 15

自然科学史 ３前 2 15

世界前近代史 ３前 2 15

日本近代文学 ３前 2 15

日本古典文学 ３前 2 15

日本前近代史 ３前 2 15

地理学 ３前 2 15

ヨーロッパ文化論 ３前 2 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生理学 １前 2 15

解剖生理学Ⅰ １前 2 15

解剖生理学Ⅱ １後 2 15

病理学 ２前 1 15

薬理学 ２前 2 15

生化学 ２前 2 15

免疫学 ２後 1 15

臨床栄養学 ２後 2 15 必修２３単位
微生物学・感染症学 ２後 2 15

疾病と治療Ⅰ ２前 2 15

疾病と治療Ⅱ ２後 2 15

臨床心理学　　　　　　　　　 ３後 2 15

生命倫理学 １前 1 15

疫学 ２後 2 15

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会福祉学 ２前 2 15

保健医療福祉行政論Ⅰ ２後 1 15 ○

公衆衛生看護学概論 １後 2 15 必修９単位
保健統計学 ２後 2 15

生活環境と健康 １前 2 15

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

小計（39科目）

小計（14科目）

○

○

○

○

○

○

○

○

専
門
基
礎
科
目

基
礎
科
目

○

23

様式第２号（その２）

教　育　課　程　と　指　定　規　則　と　の　対　比　表

　（看護師学校）（秀明大学看護学部看護学科）

在
宅
看
護
論

専門分野

看
護
の
統
合
と
実
践

精
神
看
護
学

在
宅
看
護
論

健
康
支
援
と
社
会
補
償
制
度

看
護
の
統
合
と
実
践

老
年
看
護
学

母
性
看
護
学

履修方法

及び

卒業要件

専門基礎分野

配当
年次

21

基
礎
看
護
学

基礎分野

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進

40

単位数

別表３（看護師課程）

人
体
の
構
造
と
機
能

母
性
看
護
学

精
神
看
護
学

小
児
看
護
学

成
人
看
護
学

Ⅱ

老
年
看
護
学

臨地実習

小
児
看
護
学

統合分野
Ⅱ

統合分野
専門分野

1単位

当たり

の時間

数

13

基
礎
看
護
学

成
人
看
護
学

　　　　　指定規則の教育内容

○

○

97

区　分 授業科目

○

科
学
的
思
考
の
基
礎

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

計

○

○

○

○

○

15

○

小計（5科目）

健
康
科
目

○

○

○

○

○

○

○

○

○

0

0

23
専
門
基
礎
分
野

基
礎
分
野

15



基礎看護学概論Ⅰ １前 2 15 ○

基礎看護学概論Ⅱ １後 2 15 ○

看護倫理 ２後 2 15 ○

看護過程 ２前後 1 15 ○

フィジカルアセスメント ２前 1 15 ○

看護技術論 １後 2 15 必修１９単位 ○

共通看護技術 １後 1 15 ○

医療支援技術 ２後 2 30 ○

生活援助技術 ２前 2 15 ○

看護コミュニケーション ２前 1 15 ○

0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基礎看護学実習Ⅰ １前 1 45 ○

基礎看護学実習Ⅱ ２前 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
成人看護学概論 １前 2 15 ○

成人看護の方法(急性期） ３前 2 15 ○

成人看護の方法(慢性期） ２前 2 15 ○

成人看護の方法（周手術期） ３前 2 15 必修１４単位 ○

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成人看護学実習Ⅰ ３後 2 45 ○

成人看護学実習Ⅱ ３後 2 45 ○

成人看護学実習Ⅲ ４前 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
老年看護学概論 １前 2 15 ○

老年看護の方法Ⅰ ２後 1 30 ○

老年看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修８単位 ○

0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老年看護学実習Ⅰ ３後 2 45 ○

老年看護学実習Ⅱ ４前 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
小児看護学概論 １後 2 15 ○

小児看護の方法Ⅰ ２後 1 30 ○

小児看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修６単位 ○

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小児看護学実習 ３後 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
母性看護学概論 １前 2 15 ○

母性看護の方法Ⅰ ２後 1 30 ○

母性看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修６単位 ○

0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
母性看護学実習 ３後 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
精神看護学概論 １後 2 15 ○

精神看護の方法Ⅰ ２後 1 30 ○

精神看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修６単位 ○

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
精神看護学実習 ３後 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
在宅看護学概論 １後 2 15 ○

在宅看護の方法Ⅰ ２後 1 30 ○

在宅看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修８単位 ○

家族看護論 ２前 2 15 　
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

在宅看護学実習 ３後 2 45 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
救急看護論　 ３前 1 15 ○

感染看護論 ３前 1 15 必修８単位
災害看護論　 ３前 1 15 ○

看護管理学 ３前 1 15

看護人類学 ３前 1 15 ○

看護情報論 ３前 1 15

クリティカルケア論 ４後 1 15 ○

緩和ケア論　 ４後 1 15 ○

創傷ケア論　 ４後 1 15 ○

リハビリテーションケア論 ４後 1 15 ○

性の健康看護論 ４後 1 15 ○

看護研究方法論 ３前 2 15 ○

看護研究 ４前後 2 30 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
公衆衛生看護学実習Ⅰ ２後 1 45

総合実習 ４前 2 15 ○

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
公衆衛生看護対象論 ３前 2 15

公衆衛生看護技術論 ３前 2 15

公衆衛生看護診断論 ３前 2 15

公衆衛生看護管理論 ３前 1 15 必修
保健医療福祉行政論Ⅱ ３前 1 15 なし

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公衆衛生看護学実習Ⅱ ４前 4 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 16 8 4 4 4 4 4 8 3 6 4 2 2 2 2 2 114

130 114

173

23

専
門
分
野
Ⅱ

小
児
看
護
学
科
目

小計（3科目）

基
礎
看
護
学
科
目

成
人
看
護
学
科
目

小計（10科目）

0

小計（2科目）

小計（1科目）

小計（1科目）

24

老
年
看
護
学
科
目

精

神

看

護

学

科

目

在

宅

看

護

学

科

目

0

52

小計（3科目）

小計（2科目）

小計（4科目）

小計（3科目）

小計（1科目）

小計（3科目）

小計（1科目）

小計（3科目）

0

0

小計（4科目）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

母

性

看

護

の

科

目

0

2 12

8

14

6

6

0

専
門
分
野
Ⅰ

15

6

6

19

0

0

小計（５科目）

指定規則に対する増単位数

卒業要件単位数

小計（１３科目）

0

15

看
護
の
統
合
と
実
践
科
目

保
健
師
専
門
科
目

保
健
師
専
門
分
野

小計（１科目）

小計（２科目）

10

合計

統
合
分
野

専
門
分
野
Ⅱ

選択４単位

（「感染看護
論」と「看護
管理学」を除
く）

0

0



　　教育課程

必修 選択

看護英語基礎Ⅰ １前 1 30

看護英語基礎Ⅱ １後 1 30

看護英語リーディングⅠ ２前 1 30

看護英語リーディングⅡ ２後 1 30

看護英会話基礎Ⅰ １前 1 30

看護英会話基礎Ⅱ １後 1 30

看護英会話中級Ⅰ ２前 1 30

看護英会話中級Ⅱ ２後 1 30

コンピュータリテラシーⅠ １前 2 15

コンピュータリテラシーⅡ １後 2 15

総合教養演習Ⅰ １前 1 30

総合教養演習Ⅱ １後 1 30

総合教養演習Ⅲ ２前 1 30

総合教養演習Ⅳ ２後 1 30

総合教養演習Ⅴ ３前 1 30

教養数学 １前後 2 15 必修１５単位
教養生物学 １前後 2 15

経済社会学総論 １前後 2 15 選択４単位
国語表現法 １前後 2 15

思想史総論 １前後 2 15

心理学総論 １前後 2 15

世界現代史 １前後 2 15

日本近代史 １前後 2 15

日本現代史 １前後 2 15

法政治学総論 １前後 2 15

アジア文化論 ３前 2 15

イスラーム文化論 ３前 2 15

教養化学 ３前 2 15

教養統計学 ３前 2 15

教養物理学 ３前 2 15

芸術史 ３前 2 15

健康・スポーツ科学 ３前 2 15

自然科学史 ３前 2 15

世界前近代史 ３前 2 15

日本近代文学 ３前 2 15

日本古典文学 ３前 2 15

日本前近代史 ３前 2 15

地理学 ３前 2 15

ヨーロッパ文化論 ３前 2 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

生理学 １前 2 15

解剖生理学Ⅰ １前 2 15

解剖生理学Ⅱ １後 2 15

病理学 ２前 1 15

薬理学 ２前 2 15

生化学 ２前 2 15

免疫学 ２後 1 15 必修２５単位
臨床栄養学 ２後 2 15

微生物学・感染症学 ２後 2 15

疾病と治療Ⅰ ２前 2 15

疾病と治療Ⅱ ２後 2 15

臨床心理学 ３後 2 15

生命倫理学 １前 2 15

疫学 ２後 2 15 ○

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

社会福祉学 ２前 2 15 ○

保健医療福祉行政論Ⅰ ２後 1 15

公衆衛生看護学概論 １後 2 15 必修９単位 ○

保健統計学 ２後 2 15 ○

生活環境と健康 １前 2 15 ○

2 2 0 0 0 2 2 0 0 0

基
礎
分
野

基
礎
科
目

健
康
科
目

専
門
基
礎
分
野

5

保
健
統
計
学

個

人

・

家

族

・

集

団

・

組

織

の

支

援

の

実

習

公衆衛生看護学実習

配当
年次

283

様式第２号（その２）

教　育　課　程　と　指　定　規　則　と　の　対　比　表

2

　（保健師学校）（秀明大学看護学部看護学科）
別表１（保健師課程）

計

公
衆
衛
生
看
護
活
動
展
開
論
実
習

公
衆
衛
生
看
護
管
理
論
実
習

保
健
医
療
福
祉
行
政
論

臨地実習

単位数
1単位

当たり

の時間

数

小計（39科目）

公衆衛生看護学

疫
学

授業科目

公
衆
衛
生
看
護
活
動
展
開
論

個
人
・
家
族
・
集
団
・
組
織
の
支
援

公
衆
衛
生
看
護
学

　　　　　指定規則の教育内容

小計（5科目）

専
門
基
礎
科
目

区　分

14 2

履修方法

及び

卒業要件

2

小計（14科目）

公
衆
衛
生
看
護
管
理
論

0

2

8



基礎看護学概論Ⅰ １前 2 15

基礎看護学概論Ⅱ １後 2 15

看護倫理 ２後 2 15

看護過程 ２前後 1 15

フィジカルアセスメント ２前 1 15

看護技術論 １後 2 15

共通看護技術 １後 1 30 必修１９単位
医療支援技術 ２後 2 15

生活援助技術 ２前 2 15

看護コミュニケーション ２前 1 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

基礎看護学実習Ⅰ １前 1 45

基礎看護学実習Ⅱ ２前 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成人看護学概論 １前 2 15

成人看護の方法(急性期） ２前 2 15

成人看護の方法(慢性期） ２前 2 15

成人看護の方法（周手術期） ３前 2 15

必修１４単位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

成人看護学実習Ⅰ ３後 2 45

成人看護学実習Ⅱ ３後 2 45

成人看護学実習Ⅲ ４前 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

老年看護学概論 １前 2 15

老年看護の方法Ⅰ ２後 1 30

老年看護の方法Ⅱ ３前 1 30

必修８単位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

老年看護学実習Ⅰ ３後 2 45

老年看護学実習Ⅱ ４前 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小児看護学概論 １後 2 15

小児看護の方法Ⅰ ２後 1 30

小児看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修６単位
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小児看護学実習 ３後 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

母性看護学概論 １前 2 15

母性看護の方法Ⅰ ２後 1 30

母性看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修６単位
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

母性看護学実習 ３後 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

精神看護学概論 １後 2 15

精神看護の方法Ⅰ ２後 1 30

精神看護の方法Ⅱ ３前 1 30 必修６単位
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

精神看護学実習 ３後 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

在宅看護学概論 １後 2 15

在宅看護の方法Ⅰ ２後 1 30

在宅看護の方法Ⅱ ３前 1 30

家族看護論 ２前 2 15 必修８単位 ○

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

在宅看護学実習 ３後 2 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

救急看護論　 ３前 1 15

感染看護論 ３前 1 15 ○

災害看護論　 ３前 1 15 必修１０単位
看護管理学 ３前 1 15 ○

看護人類学 ３前 1 15 選択２単位
看護情報論 ３前 1 15 ○

クリティカルケア論 ４後 1 15

緩和ケア論　 ４後 1 15

創傷ケア論　 ４後 1 15

リハビリテーションケア論 ４後 1 15

性の健康看護論 ４後 1 15

看護研究方法論 ３前 2 15

看護研究 ４前後 2 30

0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

公衆衛生看護学実習Ⅰ ２後 1 45 ○

総合実習 ４前 2 45

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

公衆衛生看護対象論 ３前 2 15 ○

公衆衛生看護技術論 ３前 2 15 ○

公衆衛生看護診断論 ３前 2 15 ○

公衆衛生看護管理論 ３前 1 15 必修１２単位 ○

保健医療福祉行政論Ⅱ ３前 1 15 ○

0 2 4 1 0 0 1 0 0 0

公衆衛生看護学実習Ⅱ ４前 4 45 ○ ○

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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秀明大学組織規程秀明大学組織規程秀明大学組織規程秀明大学組織規程 

 

第 １ 条 秀明大学の組織ならびにその権限と責任は、学校教育法、同法施行規則な

らびに大学設置基準等の法令に基づく本学学則に定めるもののほか、この規程の定

めるところによる。 

 

第 ２ 条 本学に学長を置く。 

２ 学長は大学の意思決定の権限を持つとともにその責任を負う。 

３ 学長は校務をつかさどり、所属教員を統督する。 

４ 学長は必要に応じて副学長を置き、権限を委譲することができる。 

５ 学長は校務分掌を定め、校務の遂行を分担することができる。 

６ 学長は校務遂行のため、各種委員会を置くことができる。委員会に関する事項は

別に定める。 

７ 学長は教育研究について教授会が意見を述べる事項を定め、教授会に周知しなけ

ればならない。 

８ 学長は学生の退学、停学及び訓告の処分の手続きを定めなければならない。 

 

第 ３ 条 本学に次の学部及び学科を置く 

学校教師学部 中等教育教員養成課程 

総合経営学部 企業経営学科 

英語情報マネジメント学部 英語情報マネジメント学科 

観光ビジネス学部 観光ビジネス学科 

２ 各学部は本学の専任教員ならびに兼任教員をもって構成する。 

３ 各学部には学部長を置き、所属する専任教員をもって充てる。 

４ 各学部長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して当該学部の校務をつ

かさどり、その責任を負う。 

５ 各学部は、本学の建学の精神ならびに当該学部の目的の実現を目指して教育・研

究・社会貢献活動に励まなければならない。 

  

第 ４ 条 本学の教務運営のため教務部を置く。 

２ 教務部は本学の専任教員をもって構成する。 

３ 教務部には教務部長を置き、専任の教員をもって充てる。 

４ 教務部長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して教務運営をつかさど

り、その責任を負う。 
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第 ５ 条 本学の学生指導のため学生部を置く。 

２ 学生部は本学の専任教員をもって構成する。 

３ 学生部には学生部長を置き、専任の教員をもって充てる。 

４ 学生部長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して学生指導をつかさど

り、その責任を負う。 

 

第 ６ 条 本学学生の就職指導のため就職部（就職支援センター）を置く。 

２ 就職部は本学の専任教員をもって構成する。 

３ 就職部には就職部長を置き、専任の教員をもって充てる。 

４ 就職部長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して就職指導をつかさど

り、その責任を負う。 

      

第 ７ 条 本学の教育・研究活動に資するため図書館を置く。 

２ 図書館には図書館長を置き、専任教員をもって充てる。 

３ 図書館長は、学長のリーダーシップのもと所属職員を統督して図書館の業務をつ

かさどり、その責任を負う。 

 

第 ８ 条 本学の情報教育に資するため秀明ＩＴ教育センター（以下、「ＩＴセンタ

ー」）を置く。 

２ ＩＴセンターは本学の専任教員をもって構成する。 

３ ＩＴセンターにはＩＴセンター長を置き、専任教員をもって充てる。 

４ ＩＴセンター長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督してＩＴセンター

の校務をつかさどり、その責任を負う。 

 

第 ９ 条 本学の教育研究の充実に資するため秀明大学教育研究所（以下、「教育研究

所」）を置く。 

２ 教育研究所には所員を置き、非常勤の職員をもって充てる。 

３ 教育研究所には教育研究所長ならびに副所長を置き、専任の教員をもって充てる。 

４ 教育研究所長は、学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して研究所の校務

をつかさどり、その責任を負う。 

５ 教育研究所副所長は、学長のリーダーシップのもと研究所所長を補佐する。 

 

第 １０ 条 本学の教職課程を履修し、教員採用選考を受験する学生を支援するため、

教職支援センターを置く。 

２ 教職支援センターは本学の専任教員をもって構成する。 

３ 教職支援センターには教職支援センター長を置き、専任教員をもって充てる。 
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４ 教職支援センター長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して教職支援

センターの校務をつかさどり、その責任を負う。 

 

第 １１ 条 本学の英語教育の充実を図るため、英語教育センターを置く。 

２ 英語教育センターは本学の専任教員をもって構成する。 

３ 英語教育センターには英語教育センター長を置き、専任教員をもって充てる。 

４ 英語教育センター長は学長のリーダーシップのもと所属教員を統督して英語教育

センターの校務をつかさどり、その責任を負う。 

 

第 １２ 条 本学の円滑かつ機能的な校務運営のために次の会議体及び連絡会を置く。 

（１） 全学教授会 

（２） 学部会 

（３） 幹部会 

（４） 教職員連絡会 

 

第 １３ 条 この規程の改廃は教授会の意見を聴取した上で学長が行う。 

 

附  則 

 この規程は、昭和６３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附  則 
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 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１８年１２月２５日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附  則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 



教授会意見聴取事項 

2015 年 4 月 1 日学長裁定 

 

 

学長は学則第 7 条第 3 項第 3 号の定めに基づき、必要に応じて、以下の事項

について教授会の意見を求める。 

 

１．学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること 

２．学位の授与に関すること 

３．教育課程に関すること 

４．学生の試験及び成績評価に関すること 

５．学生の表彰に関すること 

６．学生の厚生補導ならびに懲戒処分に関すること 

７．教員の教育研究業績の審査に関すること 

 ８．学則その他学内諸規定のうち教育研究に関わる規定の変更に関すること 

 ９．自己点検・評価に関すること 

１０．その他、教育研究活動に関わることで学長が教授会の意見を聴取する必要 

があると認めるもの 

 

 

 

 

＜参考＞ 学則第 7 条 教授会 

第 ７ 条 教育研究に関する事項を審議するため、教授会を置く。 

２ 教授会は全学教授会とし、学長が招集する。 

３ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当り意見を述べるものとする。 

 （１）学生の入学、卒業及び課程の修了 

 （２）学位の授与 

 （３）前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴

くことが必要であると認めるもの 

４ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の組織の長（以下この項にお

いて「学長等」という。）がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等

の求めに応じ、意見を述べることができる。 

５ 教授会は、専任の教授をもって組織する。ただし、学長が必要であると認めた場合には准教

授、専任講師及び助教その他の職員を参加させることができる。 

 



 

秀明大学学生懲戒規程秀明大学学生懲戒規程秀明大学学生懲戒規程秀明大学学生懲戒規程 

     

(目  的) 

第 １ 条 この規程は、秀明大学学則第４０条に基づいて行う学生の懲戒処分に関して必要な事

項を定めることを目的とする。 

     

(懲戒処分の対象) 

第 ２ 条 懲戒処分の対象は、次の各号に掲げるものとする。  

（１）本学の学則ならびに学生心得をはじめとする諸規則に反する行為 

（２）本学の信用を失墜または本学との信頼関係を破壊する行為  

（３）学生ならびに教職員の安全を脅かす暴力ならびに危険行為 

（４）法令違反などの反社会的行為 

（５）人権を不当に侵害する行為 

（６）試験における不正行為 

（７）研究倫理に反する行為 

（８）情報倫理に反する行為 

（９）その他、学生の本分に著しく反する行為 

      

(懲戒の種類及び内容) 

第 ３ 条 懲戒の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）退 学  退学させること。この場合は再入学を認めない。 

（２）停 学  期間を定めて登校を禁止し、謹慎させること。期間は最長６ヶ月とする。 

（３）訓 告  文書により厳重な注意を与えるとともに反省文の提出を義務づけること。 

 

(事情聴取ならびに弁明の機会) 

第 ４ 条 懲戒の対象とすべき行為があったと認められるときは、当該行為を行った学生に対し

て、学生部長ならびに当該学生が所属する学部の長がその行為について事情聴取を行う。   

２ 前項の事情聴取の際は当該学生に弁明の機会を与えなければならない。ただし、当該学生が正

当な理由なく事情聴取に応じない場合は、弁明の機会を放棄したものとみなすことができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、連絡先不明あるいは逮捕拘留中などのやむを得ない事由により、当

該学生に事情聴取及び弁明の機会を与えることができないときは、これを行わないことがある。 

４ 学生部長ならびに当該学部長は事情聴取及び弁明の内容を学長に報告しなければならない。 

     

(調査委員会) 

第 ５ 条 学長が必要と認めた場合は調査委員会を設置することができる。 

２ 調査委員会は学長が委嘱する若干の委員で構成する。うち１名は当該学生が所属する学部長と

し、学部長が委員長となる。 

３ 前項にかかわらず、調査案件に応じて学長が必要と判断した場合は、委員を増員することがで

きる。 

 



 

(懲戒処分の決定) 

第 ６ 条 懲戒処分は学長が決定する。 

２ 学長は、懲戒処分を決定するにあたり、教授会の意見を聴取する。 

３ 前項にかかわらず、構内喫煙、飲酒、試験における不正行為等、前例のある懲戒処分事案と同

等であって、すでに過去に教授会の意見が聴取されている場合は、教授会の意見聴取を行わない

ことができる。 

 

(自宅待機) 

第 ７ 条 学長は、処分が決定するまでの間、当該学生に対し自宅待機を命ずることができる。 

 

(懲戒処分の通知）    

第 ８ 条 懲戒処分を決定した際には、学長は懲戒処分通知書をもって当該学生に通知する。 

２ 懲戒処分通知書には懲戒の種類と理由を付さなければならない。  

 

(異議申し立て) 

第 ９ 条 前条の通知を受けた学生が懲戒処分に対して不服がある場合は、異議申し立てを行う

ことができる。 

２ 異議申し立ては通知を受けた日から1週間以内に学長宛に文書をもって行わなければならない。 

 

(異議申し立て審議委員会) 

第 10 条 前条により異議申し立てがあった場合は、学長は速やかに審議委員会を設け異議につ

いて審議する。 

２ 審議委員会は学生部長、全学部の学部長のほか、学長が委嘱する若干名の委員によって構成し、

うち1名を学長が指名して委員長とする。 

３ 審議委員会が学生の異議申し立てに理由がないと判断した場合は、当該学生に文書をもって申

し立ての却下を通知する。 

４ 審議委員会が学生の異議申し立てに理由があると認めた場合は、学長にその旨を報告する。 

５ 前項の報告を受けた学長は速やかに懲戒処分の再検討を行う。その際は必ず教授会の意見を聴

取するものとする。 

６ 学長は、第８条に準じて再検討の結果を、書面をもって当該学生に通知する。 

 

(懲戒処分の発効日) 

第 11 条 懲戒の発効日は懲戒処分書を交付した日とする。   

２ 第７条により自宅待機中のものが停学処分となった場合は、自宅待機の期間を処分期間に含め

るものとする。 

 

(懲戒処分の公示）  

第 12 条  懲戒処分は、学内掲示板に公示するものとし、公示の日は、懲戒処分の発効の日とす

る。ただし、当該学生の氏名は明記しないものとする。 

２ 前項にかかわらず、学長が関係者の個人情報の保護などの配慮から公示は妥当でないと判断し

た場合は公示をしないことができる。 



 

    

(停学期間の在学期間への算入) 

第  13  条 停学期間は在学期間に算入する。 

 

(改廃) 

第 14 条 この規程の改廃は学長が行う。    

 

付 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 
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秀明大学自己点検・評価秀明大学自己点検・評価秀明大学自己点検・評価秀明大学自己点検・評価に関する規程に関する規程に関する規程に関する規程    

 

（目 的） 

第 １ 条 この規程は、秀明大学（以下「本学」という）が建学の精神の実現を目指し、

教育研究の向上を図り、もって本学の社会的責務を果たすために、自ら点検及び評価

を行うほか、学校教育法第 109 条第 2 項に規定する認証評価機関による認証評価を受

け、その結果を公表することを目的に定める。 

 

（自己点検・評価委員会） 

第 ２ 条 前条の目的を達成するため、秀明大学自己点検・評価委員会（以下「委員会」

という）を置く。 

 

（委員会の構成） 

第 ３ 条  委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１） 学長 

（２） 各学部長 

（３） ＦＤ委員長 

（４） 入試委員長 

（５） 教務部長 

（６） 学生部長 

（７） 就職部長 

（８） 図書館長 

（９） 秀明ＩＴ教育センター長 

（１０） 事務局長 

(１１)  その他、委員会が必要と認めた者 

 

（委員長等） 

第 ４ 条 委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は学長をもって充て、副委員長

はＦＤ委員長が兼務する。  

 ２ 委員会は、委員長が招集する。 

 ３ 委員会に議長を置き、委員長をもって充てる。 

４ 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席議員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（自己点検・評価項目） 

第 ５ 条  委員会は次に掲げる項目について、自己点検・評価を行う。 

（１） 大学の理念・目的および学部等の使命・目的・教育目標 
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（２） 教育研究組織 

（３） 学士課程の教育内容・方法等 

（４） 学生の受け入れ 

（５） 教育研究のための人的体制 

（６） 施設・設備等 

（７） 図書館及び図書等の資料、学術情報 

（８） 社会貢献 

（９） 学生生活 

（10） 管理運営 

（11） 財政 

（12） 事務組織 

（13） 自己点検・評価 

（14） 情報公開・説明責任 

 

（自己点検・評価の方法、ＰＤＣＡ） 

第 ６ 条 第３条第２号から第１０号までに掲げる者は、毎年度それぞれ所管する組織

において経営案を作成し、年度末には自己点検・評価を行い、その結果を「経営方針

結果検証報告書」にまとめて委員会に報告する。 

２ 委員会はこの報告を元に自己点検・評価を行い、前回の報告書作成から５年以内に

その間の点検評価結果を自己点検評価報告書としてまとめなければならない。 

３ 前項の自己点検報告書は、認証評価機関の審査を受ける場合には、機関への報告書

をもって代えることができる。ただし、その場合は報告書をその認証評価機関の評価

結果とともに公表しなければならない。 

 

（自己点検評価結果の公表） 

第 ７ 条 委員会は、４年ごとに自己点検評価の結果を公表しなければならない。 

 ２ 公表の方法は、本学ホームページ上への報告書掲載とする。 

 

（認証評価機関による審査） 

第 ８ 条 本学は、学校教育法第 109 条第２項の定めに従って、認証評価機関の評価を

受け、その結果を公表しなければならない。 

 ２ 前項の評価を受ける際の自己点検評価は、委員会が中心となり全学体制で取り組ま

なければならない。 

 

（改 廃） 

第 ８ 条  この規程の改廃は、学長が行う。 
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附 則 

この規程は、平成１８年１２月２５日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

「秀明大学自己点検・評価に関する要綱」は廃止する。 

 

附 則 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 





 

秀明秀明秀明秀明大学大学大学大学情報公開規程情報公開規程情報公開規程情報公開規程    

 

(目 的)  

第 １ 条 この規程は、秀明大学（以下「本学」という。）の教育情報及び財務等の

経営情報を公開するにあたって必要な事項を定めることにより、本学の公共性を高め、

社会的説明責任を果たすことを目的とする。  

 

(公開する情報) 

 第 ２ 条 次の各号の情報について、広く社会に公開するものとする。  

（１）学校法人秀明学園の基本情報 

 ①寄附行為 

②建学の精神 

 ③校訓 

④学園の沿革 

⑤設置校 

⑥学生数及び卒業生数 

⑦教職員数 

⑧校地及び校舎面積 

（２）法人の経営及び財務に関する情報  

①事業計画書 

②事業報告書 

③財産目録 

④貸借対照表 

⑤収支計算書（資金収支計算書及び消費収支計算書） 

⑥監査報告書  

（３）本学の教育研究活動に関する情報 

 ①大学学則 

 ②授業科目履修規程  

③教育研究上の目的、養成する人材像 

④教育研究上の基本組織 

⑤教員組織、各教員が保有する学位及び業績 

⑥入学者に関する受入方針（アドミッションポリシー） 

⑦学生心得 

⑧入学者数、収容定員、卒業（修了）者数、進学者数、 就職者数 

⑨教育課程編成上の方針（カリキュラムポリシー） 



 

⑩授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画 

⑪学修成果の評価基準 

⑫卒業又は修了認定の基準（ディプロマポリシー） 

⑬校地、校舎等の施設その他の学生の教育研究環境 

⑭授業料、入学料等の大学が徴収する費用 

⑮学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援          

（４）評価に関する情報 

 ①自己点検・評価報告書 

 ②文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価結果  

（５）コンプライアンス関係規程ならびにガイドライン 

（６）その他、法令により公表しなければならない情報 

 

（公開の方法） 

第 ３ 条 前条に定める情報の公開は、本学園の広報誌への掲載又はインターネット

上に公開する本学のホームページ等、広く社会に周知することができる方法によって

行うものとする。 

 

 (閲 覧) 

第 ４ 条 本学学生ならびに本学に関わるその他の利害関係者は、私立学校法４７ 

条第２項の規程に基づき、法人本部ならびに本学事務局に備えた財産目録、貸借対照

表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書を閲覧することができる。 

２ 前項の書類の閲覧について必要な事項は、学校法人秀明学園財務書類等閲覧規程に

定める。  

 

(情報の非公開) 

第 ５ 条 次の各号のいずれか一に該当する場合は、情報の全部または一部を非公開

とする。  

（１）法令等の規程により公にすることができない情報 

（２）学園を誹謗中傷することを目的とするなど、閲覧の目的が不法、不当な目的で

ある場合  

 （３）公開すべきでない個人情報が含まれている場合  

（４）公開によって個人の人権、利益を害するおそれがある場合 

 （５）公開によって学園の経営・運営が重大な影響を受けるおそれがある場合  

 （６）その他学園が公開すべきでないと判断する正当な理由がある場合 

２ 第１項により、情報の全部または一部を非公開とする決定は理事長が行う。 

 



 

（公開情報転載の禁止） 

第 ６ 条 本学が公開する情報を許可なく印刷物またはインターネット上への掲載

などの方法によって転載することを禁じる。 

 

 (改 廃) 

第 ７ 条 この規程の改廃は、理事長が行う。   

 

 

附  則    

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。  

 

附  則    

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附  則    

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附  則    

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附  則    

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附  則    

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



管理者の役割 分野／科目責任者等の役割 若手教員のFDの目標 若手教員のFDプラン 評価方法

対
人
関
係
能
力

１  科目責任者と若手教員との人間関係を査定し、必要時に助言する
２  分野／科目責任者へのコーチング研修の機会を提供する
３　学内に助教会・講師会など組織横断的な職位別の話し合いの機会を設定し、問題
解決できるよう権限を付与する

１　若手教員への指導の適否を自己評価する
２　部下に対するコーチングを学習する
３　科目担当者間の調整会議をもつ
４　若手教員の問題と特徴を分析して指導する

１　職務における連絡・報告の方法を理解する
２　組織における自己の役割を理解する
３　委員会など大学運営において積極的に役割を果たす
４　仕事上の問題や悩みを相談できるメンターや同僚を見つける
５　大学内の教員と自ら積極的にコミュニケーションをとる

プラン１
同じ職位の教員の情報交換会を定期的に開催する：助教会や講師会
プラン２
相談できるメンターを設定する
設定時間：回数は適宜：１時間～３時間
プラン３
関連領域の教員による自主学習会
設定時間：適宜：年数回　１時間～３時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：年度末
方法：科目責任者と若手教員の相互評価
プラン２・３
時期：年度末
方法：科目責任者と若手教員の相互評価

職
業
倫
理

１　大学としての倫理指針を定める
２　大学内に倫理的問題を扱う委員会を組織する

１　部下に対して自ら倫理的行動の模範を示す
２　倫理的問題が発生した場合は、積極的に解決に向けて取り組む

１　倫理的感性を高めるための自己研鑚に取り組む
２　職業倫理について自己の行動をリフレクションする

プラン１
ワークショップテーマ「アカデミックハラスメント」　集合研修・ＦＤ委員会主催
設定時間：１時間～３時間
プラン２
教育活動における倫理的トラブル事例のケース分析
設定時間：１時間～３時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：各年次毎
方法：自己評価
プラン２
時期：実施毎
方法：自己評価

１　大学の教育方針と合致する実習施設を開拓する
２　大学の発展的長期計画を立てて実習の学習環境を整備する

１　実習施設の管理者との良好な関係をつくる
２　実習施設に大学の教育目的に対する理解を得る
３　実習施設と担当教員の関係を把握する
４　大学の教育内容と実践レベルのギャップの有無を分析し、教育内容に還元する
５　実習施設の環境や資源を分析し、適否を判断し、改善策を立てる

１　大学の教育方針と実習との関連を理解する
２　実習施設・フィールドの理念や実習受け入れ方針を理解する
３　実習指導者と良好な関係をもち調整できる
４　実習先のスタッフとの関係を形成し調整できる
５　非協力的なスタッフと調整できる

プラン１
着任時のガイダンス集合研修・教務委員会主催
設定時間：１時間～３時間
プラン２
実習施設に関するガイダンス
実施・担当は科目責任者
設定時間：実習開始前１時間～３時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：着任１年後
方法：科目責任者による若手教員の評価
プラン２
時期：１年後
方法：科目責任者による若手教員の評価および自己評価

１　大学のカリキュラムにおける実習の位置づけを明確に示す
２　実習に必要な人材を確保し、適切な配置を検討する
３　実習委員会など実習に関する全学的検討ができる学内の横断的組織を設定する

１　実習指導において問題が発生していないか状況を把握する
２　若手教員が実習指導に困難を訴える場合は同行して一緒に指導する
３　若手教員が問題状況に円滑に対応できない場合は助言する
４　若手教員が対応できない問題に対しては上司が実習施設側との調整をとる

１　学生の学習状況査定に基づく意欲や個性、主体性を促す指導ができる
２　学生を適切に評価できる（公平な評価、客観的情報に基づく評価等）
３　看護学教育の構造の理解に基づく教授技術が活用できる
４　対象を理解し看護過程展開を指導できる
５　実習カンファレンスを効果的に運営できる
６　学生の実習上の問題や必要に応じて個人的な問題に対応できる
７　施設や指導者との意見対立を調整できる
８　学生の学習保証と患者への倫理的配慮を調整できる
９　臨床状況における学生の立場を擁護できる
10 大学の教育内容と実践レベルのギャップに対応できる

プラン１
実習指導の困難事例を検討する
設定時間：１～２時間
プラン２
効果的なカンファレンスについて学習会
プラン３
担当したカンファレンスに関する振り返りと助言
設定時間：　１～２時間
プラン４
実習評価に関する学習会
設定時間：　１～２時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：問題発生時適宜
プラン２
時期：実施後
方法：科目責任者と若手教員の相互評価
プラン３
時期：実施後
方法：若手教員と責任者による相互評価
プラン４
時期：実施後のアンケート

１　高等教育に関する基本的事項を理解する
２　大学の目的・目標達成のための実施計画を立てる
３　教育課程の評価を多面的に継続して行う
４　ステークホルダーのニーズを把握する
５　教育システムを管理するための知識・技術を持つ
６　高等教育に関する国内外の動向を説明できる

１　教育課程全般のガイダンスを行う
２　目標に基づくカリキュラム構造と教育内容を示す
３　担当教科のカリキュラム上の位置付けを説明する
４　効果的な教育方法を具体的に提示する

１ 担当科目のカリキュラムの上の位置づけを理解できる
２ 教育目的に適した授業形態の特徴が理解できる
３ 授業計画を立てるための基本的知識を理解できる

プラン１
他の教員の授業を参観する
模擬授業の検討会への参加
設定時間：１時間～３時間
プラン２
シラバス作成の教員ワークショップ
設定時間：夏季または年度末　１時間～３時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：年度末
方法：自己評価
プラン２
時期：実施後・年度末
方法：科目責任者と若手教員による相互評価

看
護
実
践
能
力

１　大学の理念や方向性と合致した教員採用の方針を決定する
２　学内教員の構成と専門性と分析し、個々の教員の学位や資格取得などキャリア発
達を支援する

１　若手教員の実践経験、実践能力をアセスメントする
２　若手教員に不足している知識や技術の学習機会を提供する
３　専門的技術修得のための学外研修の機会を奨励する
４　若手教員の経験領域を考慮した実習担当の配置や指導体制を決定する

１ 最新の保健・医療情報に関する自己学習計画を立てる
２ 教育活動に必要な未経験の実践領域に関する専門知識について学習する
３ 専門外領域であっても指導において必要な専門知識を学習する
４ 実習指導において必要となる看護技術を研修により修得する
５ 実習指導において実習指導者との役割分担、協働の仕方を理解する

プラン１
ポートフォリオに各年度毎の看護技術研修の計画を設定・申請する
設定時間：１～２週間・夏季または年度末
プラン２
最新の保健・医療トピックに関する学習会　設定時間：１時間～３時間
講義形式の集合研修・ＦＤ委員会主催
プラン３
学内教員向けのフィジカルアセスメント看護技術演習・体験型グループ研修
設定時間：１時間～３時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：年度末
方法：自己評価
プラン２
時期：実施後・年度末
方法：科目責任者による若手教員の評価および自己評価
プラン３
時期：実施後・年度末
方法：科目責任者と若手教員の相互評価

研
究
能
力

１　研究活動を支える施設環境を整備する
２　研究支援体制を整備する
３　大学内の研究活動を共有できる報告会を開催する
４　競争的研究資金獲得のための研修の機会を提供する

１ 共同研究を企画し、若手教員の参加できる機会を設定する
２ 若手教員の研究を指導し、助言する
３ 研究活動の時間を確保できるよう調整する
４ 研究フイールドを開拓する
５ 若手教員の研究資金獲得を支援する

１ 自己の研究テーマとフィールドをもつ
２ 学内外の共同研究に参加し、研究の知識や技術を得る
３ 学会や研修会に積極的に参加し、学術研究の視野を広げる
４ 学内の研究助成や外部の研究資金に積極的に応募する
５ 研究活動について相談できる指導者を確保する
６ 研究成果を活用して授業に織り込むことができる

プラン１
学内外の共同研究に積極的に参加する
学会参加の年間計画を立てる
設定時間： 適宜年数回　　１時間・年１回
プラン２
若手研究者が応募しやすい研究資金に関する情報提供と説明会の開催・集合研
修
設定時間：１～２時間・年１回
プラン３
外部資金に採択される計画書作成のヒントの研修会・集合研修
設定時間：１時間～２時間・適宜・年数回

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：年度末
方法：若手教員の自己評価
プラン２
時期：実施後・年度末
方法：科目責任者と若手教員の相互評価
プラン３
時期：実施後・年度末
方法：科目責任者と若手教員の相互評価

自
己
啓
発
・
自
己
教
育
力

１　教員の教育・研究活動を自己評価と他者評価し、優れた者を報償する
２　視野を広げるための海外研修や国内留学などの制度を設定する

１ 若手教員のロールモデルとなり率先して常に学び続ける姿勢を示す
１ 学内外に自己の職業上の問題を相談できる人的ネットワークをつくる
２ 職業生活上の短期・長期目標をもつ

プラン１
学外の専門分野の研究会や学会に参加し、ネットワークを作る
キャリアディベロップメントの視点から年次目標や長期的目標についてメンターに
相談する
設定時間：適宜

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：年度末
方法：自己評価・メンターの面接による評価

情
報
処
理
能
力

１　学内および学外とつながる学術情報ネットワーク環境を整備する １ 情報管理システムの利用を推進する
１ 情報システムの基礎知識を理解する
２ 情報機器の利用方法を理解する

プラン１
情報機器に関する学習会の開催　設定時間：年一回・１時間程度
プラン２
最新の情報機器に関するスキルを自己学習する
設定時間：１時間～３時間

以下の各プランの評価と若手教員の日常の言動からFDの目標達成状況を評価する
プラン１
時期：実施後
方法：学習会後のアンケート調査
プラン２
時期：適宜
方法：科目責任者にと若手教員の相互評価

秀明大学　若手看護学部教員のためのFDガイドライン

教
育
全
般
を
見
渡
す
力

教
育
・
実
践
・
研
究
の
連
関
へ
学
究
的
に
参
与
す
る
力

能力

看
護
学
教
育
者
と
し
て
の
資
質

実
習
施
設
と
の
関
係
調
整
力

臨
地
実
習
に
お
け
る
学
習
支
援
力


	資料２
	資料３
	資料４
	資料５
	資料６
	shumei_1608nsecchi_syushi4.pdf
	資料７

	shumei_1608nsecchi_syushi5.pdf
	資料８
	資料９

	shumei_1608nsecchi_syushi6.pdf
	資料１０
	資料１１

	shumei_1608nsecchi_syushi7.pdf
	資料１２
	資料１３

	shumei_1608nsecchi_syushi8.pdf
	資料１４

	shumei_1608nsecchi_syushi9.pdf
	資料１４
	資料１５
	資料１６
	資料１７

	shumei_1608nsecchi_syushi10.pdf
	資料１８

	shumei_1608nsecchi_syushi11.pdf
	資料１８
	資料１９

	shumei_1608nsecchi_syushi12.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi13.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi14.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi15.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi16.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi17.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi18.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi19.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi20.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi21.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi22.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi23.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi24.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi25.pdf
	資料２０

	shumei_1608nsecchi_syushi26.pdf
	資料２１
	資料２２
	資料２３
	資料２４
	資料２５
	資料２６
	資料２７
	資料２８
	資料２９
	資料３０
	資料３１
	資料３２
	資料３３
	資料３４

	shumei_1608nsecchi_syushi27.pdf
	資料３５
	資料３６
	資料３７
	資料３８
	資料３９
	資料４０
	資料４１
	資料４２
	資料４３
	資料４４
	資料４５
	資料４６
	資料４７

	shumei_1608nsecchi_syushi28.pdf
	資料４８

	shumei_1608nsecchi_syushi29.pdf
	資料４９

	shumei_1608nsecchi_syushi30.pdf
	資料５０

	shumei_1608nsecchi_syushi31.pdf
	資料５１

	shumei_1608nsecchi_syushi32.pdf
	資料５２
	資料５３
	資料５４
	資料５５
	資料５６
	資料５７
	資料５８
	資料５９




